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は
じ
め
に
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論

国
家
賠
償
法
附
則
六
項
は
、
で
」
の
法
律
施
行
前
の
行
為
に
基
づ
く
損
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
国
家
賠
償
法
は
、
昭
和
二
二
年
一

O
月
二
七
日
に
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
施
行
後
の
行
為
に
の
み
適
用
さ
れ
、
そ

い
わ
ゆ
る
「
法
律
不
遡
及
の
原
則
」
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
立
法
論
と

し
て
の
妥
当
性
自
体
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
い
う
「
従
前
の
例
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
議
論

の
余
地
が
あ
る
。

れ
以
前
の
行
為
に
は
旧
法
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
は
、

す
な
わ
ち
、
判
例
の
多
数
は
、
昭
和
二
二
年
一

O
月
二
六
日
以
前
に
な
さ
れ
た
権
力
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
国
家
無
答
責
の

法
理
」
に
よ
り
、
国
家
賠
償
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
が
、
若
干
の
学
説
は
、
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
の
日
本
国
憲
法
施
行
後
な
い

し
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
に
な
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
権
力
的
行
為
で
あ
っ
て
も
、
民
法
な
い
し
憲
法
一
七
条
に
よ
り
、
国
家

(
1
)
 

賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
し
て
最
近
は
、
さ
ら
に
戦
後
補
償
に
関
連
し
て
、
終
戦
前
に
な
さ
れ
た
行
為

に
つ
い
て
も
、
国
家
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
が
現
れ
て
い
る
。

(2) 

筆
者
も
ま
た
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に
い
う
「
従
前
の
例
」
に
つ
い
て
は
、
抵
触
法
の
立
場
か
ら
若
干
の
問
題
提
起
を
し
て
き
た
が
、

他
方
で
、
こ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
た
立
場
か
ら
、
国
家
の
賠
償
責
任
を
肯
定
す
る
見
解
が
以
前
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
両
者
の
違
い
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
や
様
々
な
レ
ベ
ル
の
法
の
適
用
関

係
を
全
く
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
は
、
筆
者
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な

い
と
は
い
え
、
解
釈
論
と
し
て
首
肯
し
か
ね
る
点
が
多
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
か
よ
う
な
見
解
と
し
て
、
古
川
純
「
日

本
国
憲
法
と
戦
後
補
償
」
(
以
下
で
は
「
古
川
論
文
」
と
い
う
)
、
西
埜
章
「
戦
争
損
害
と
国
家
無
答
責
の
原
則
」
(
以
下
で
は
「
西
埜
論
文
」



(3) 

と
い
う
)
、
中
回
戦
後
補
償
弁
護
団
の
主
張
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
た
国
家
無
答
責
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
関
連
法
規
の
立
法
経
緯
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
議
論
の
混
乱
を
招
く

一
因
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
が
入
手
し
え
た
資
料
に
よ
り
、
旧
民
法
財
産
編
三
七
三
条
お
よ
び
現
行
民
法
七
一
五
条

の
立
法
経
緯
を
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
し
た
い
。
む
ろ
ん
筆
者
は
、
国
家
賠
償
法
な
い
し
民
法
の
専
門
家
で
は
な
い
か
ら
、
思
わ
ぬ
間
違
い

(4) 

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
資
料
の
存
在
を
示
し
た
う
え
で
、
今
後
の
研
究
の
進
展
は
専
門
家
の
手
に
委
ね
た
い
。
さ
ら
に
行
政

裁
判
法
一
六
条
お
よ
び
裁
判
所
構
成
法
二
六
条
の
立
法
経
緯
に
つ
い
て
は
、
な
お
十
分
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
関
連

の
文
書
も
参
照
し
な
が
ら
、
草
案
の
変
遷
を
見
直
す
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
関
連
法
規
の
立
法
経
緯
か
ら
、
筆
者
の
見
解
は
、
さ
ら
に

強
化
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

国家賠償責任と法律不遡及の原則

そ
こ
で
、
改
め
て
抵
触
法
の
立
場
か
ら
、
筆
者
の
見
解
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
新
た
に
関
連
法
規
の
立
法
経
緯
を

取
り
込
む
と
同
時
に
、
古
川
論
文
、
西
埜
論
文
、
中
回
戦
後
補
償
弁
護
団
と
の
見
解
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
「
現
在
」
か
ら
み
て
国
家
無
答
責
の
法
理
が
不
合
理
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
適
用
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
筆

者
の
見
解
は
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
の
解
釈
と
し
て
、
戦
後
補
償
の
よ
う
な
ケ
l
ス
に
つ
い
て
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
が
適
用
さ
れ
な

い
と
結
論
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
は
、
事
実
関
係
お
よ
び
様
々
な
レ
ベ
ル
の
法
の
適
用
関
係
の
区
別
を
重
視
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
決
し
て
国
家
無
答
責
の
法
理
が
「
現
在
」
か
ら
み
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
の
で
は
な
い
。

同
じ
結
論
を
導
く
に
し
て
も
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
進
行
中
の
裁
判
に
も
関
わ
る

」
と
で
あ
る
が
、
あ
え
て
問
題
提
起
を
お
こ
な
う
次
第
で
あ
る
。

北法52(1・3)3



説

従
来
の
見
解
に
対
す
る
批
判

論

古
川
論
文

北法52(1-4)4

古
川
論
文
は
、
戦
前
の
国
家
無
答
責
の
法
理
に
つ
い
て
、
「
憲
法
や
法
律
の
明
文
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
解
釈
学
説
に
お
け
る

公
法
・
私
法
の
二
元
論
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
学
説
の
果
た
す
役
割
は
重
要
で
あ
っ
た
」
と
し
た
う
え
で
、
戦
前
に
お
い
て
も
、

批
判
的
学
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
、
末
広
厳
太
郎
・
田
中
二
郎
・
三
宅
正
男
の
見
解
を
紹
介
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
「
批

(
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判
的
学
説
の
意
義
」
を
述
べ
て
い
る
。

「
以
上
の
よ
う
な
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
国
家
無
責
任
の
法
理
に
対
す
る
批
判
的
学
説
の
存
在
は
、
今
日
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
昭
和
二
一
一
日
一
九
三
八
年
に
明
治
憲
法
下
の
種
痘
法
に
基
づ
く
種
痘
を
受
け
て
被
害
に
あ
っ
た
者
の
国
に
対
す
る
民
事
上
の

損
害
賠
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
名
古
屋
地
裁
は
、
接
種
当
時
は
接
種
の
強
制
と
義
務
履
行
は
公
権
力
の
行
使
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
民
法
七

O
九
条
の
適
用
が
な
い
と
し
た
(
予
防
接
種
ワ
ク
チ
ン
禍
東
海
地
方
訴
訟
)
。
こ
の
事
例
に
対
し
て
阿
部
泰
隆
教
授
は
、
過
去
の
法
律
の
解

釈
問
題
に
つ
い
て
、
『
明
治
憲
法
時
代
で
さ
え
、
公
権
力
の
行
使
に
つ
い
て
民
法
を
適
用
す
る
解
釈
が
あ
っ
た
こ
と
に
照
ら
す
と
、
理
論
的

に
は
、
今
日
の
裁
判
所
と
し
て
は
、
当
時
の
判
例
に
従
え
ば
足
り
る
の
で
な
く
、
当
時
の
法
令
の
解
釈
を
現
時
点
で
や
り
な
お
す
べ
き
で
あ

ろ
う
』
と
、
興
味
あ
る
指
摘
を
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
を
と
る
な
ら
ば
、
進
行
中
の
戦
後
補
償
裁
判
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
国
側
主
張
の

国
家
無
責
任
の
法
理
に
安
易
に
も
た
れ
か
か
る
こ
と
な
く
、
強
制
連
行
等
の
国
家
の
権
力
的
行
動
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
特
別

の
規
定
が
な
い
限
り
民
法
の
適
用
を
原
則
と
す
る
解
釈
学
説
に
依
拠
し
て
、
『
当
時
の
法
令
の
解
釈
を
現
時
点
で
や
り
な
お
す
』
べ
き
で
あ

ろ
う
。
国
家
賠
償
法
(
昭
和
一
一
一
一
H

一
九
四
七
年
一

O
月
二
七
日
施
行
)
附
則
六
項
は
経
過
規
定
と
し
て
『
こ
の
法
律
施
行
前
の
行
為
に
基



づ
く
損
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
』
と
定
め
る
が
、
「
従
前
の
例
に
よ
る
』
と
は
民
法
の
適
用
を
原
則
と
す
る
と
解
釈
す
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
」
0

こ
の
よ
う
に
古
川
論
文
は
、
(
こ
国
家
無
答
責
の
法
理
が
解
釈
学
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
士
二
戦
前
に
お
い
て
も
反
対
説
が

あ
っ
た
こ
と
、
(
コ
二
今
日
の
裁
判
所
は
当
時
の
法
令
の
解
釈
を
や
り
な
お
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項

に
い
う
「
従
前
の
例
」
と
は
民
法
の
適
用
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。

第
一
に
、
国
家
無
答
責
の
法
理
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
民
法
の
起
草
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
解
釈
学
説
に
基
づ
く
も

の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
権
力
的
行
為
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
民
法
を
適
用
し
な
い
と
す
る
明
丈
の
規
定
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
れ
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
に
よ
る
べ
き
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
の
区
別
を
解
釈
に
委
ね
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
少
な
く
と
も
一
定
の
範

(
6
)
 

固
に
お
い
て
国
家
無
答
責
の
法
理
を
認
め
る
こ
と
は
、
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
起
草
者
の
意
思
を
探
究
す
る
こ

と
も
な
く
、
明
文
の
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
国
家
無
答
責
の
当
否
そ
の
も
の
が
解
釈
学
説
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
言
う

の
は
、

い
さ
さ
か
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。

国家賠償責任と法律不遡及の原員。

第
二
に
、
戦
前
に
お
い
て
も
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
批
判
す
る
学
説
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
解
釈

論
と
し
て
否
定
す
る
学
説
は
少
数
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
か
よ
う
な
学
説
は
、
実
定
法
上
の
根
拠
を
十
分
に
示
し
て
お
ら
ず
、
結
局
の
と
こ

(7) 

ろ
、
判
例
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
大
審
院
の
一
貫
し
た
判
例
は
、
法
源
と
し
て
の
地
位
を
認
め
て
も
差
し
支
え
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
実
定
法
上
の
裸
拠
を
十
分
に
示
さ
な
い
学
説
を
、
あ
た
か
も
法
源
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
見
解
に
は
疑
問
を

禁
じ
え
な
い
。

北i去52(1・5)5

第
三
に
、
今
日
の
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
の
や
り
な
お
し
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
戦
前
の
判
例
の
変
更
を
意
味
す
る

と
し
た
ら
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
批
判
す
る
少
数
説
の
存
在
を
挙
げ
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
古
川
論
文



説

は
、
ど
う
や
ら
日
本
国
憲
法
を
根
拠
と
し
て
解
釈
の
や
り
な
お
し
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
現
に
同
論
文
は
、
最
後
に
次
の
よ
う
に

(
8
)
 

述
べ
て
い
る
。

論

「
日
本
国
憲
法
は
、
戦
後
補
償
の
法
理
を
明
文
を
も
っ
て
は
定
め
て
い
な
い
。
新
た
に
主
権
者
と
な
っ
た
国
民
が
、
戦
争
責
任
を
負
う
ベ

北法52(1・6)6

き
昭
和
天
皇
を
免
責
し
て
国
お
よ
び
国
民
統
合
の
『
象
徴
』
の
地
位
に
つ
け
た
こ
と
に
よ
り
、

一
五
年
戦
争
の
国
家
責
任
(
戦
争
責
任
お
よ

ぴ
戦
後
責
任
)
と
補
償
の
問
題
を
あ
い
ま
い
に
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
新
た
な
歴
史
認
識
の
下

に
憲
法
の
再
解
釈
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

「
憲
法
前
文
に
お
い
て
、
『
日
本
国
民
は
、
・
:
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し

た
」
と
い
い
、
ま
た
『
日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
』
し
、
『
わ
れ

ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る

地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
』
と
宣
言
し
た
。
ま
さ
し
く
前
文
は
、
『
政
府
の
行
為
』
に
よ
る
『
戦
争
の
惨
禍
』
が
も
た
ら
し
た
損
害
を
認
識

し
、
国
際
社
会
に
『
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
』
と
い
う
意
思
表
示
を
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
意
思
表
示
に
は
明
治
憲
法
下
の
国
家
に
よ

る
一
五
年
戦
争
の
国
家
責
任
を
引
き
受
け
る
趣
旨
が
含
ま
れ
て
お
り
、
私
は
こ
れ
が
先
述
の
批
判
的
学
説
と
の
媒
介
項
的
役
割
を
果
た
す
と

解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
古
川
論
文
は
、
戦
後
補
償
を
お
こ
な
う
こ
と
が
憲
法
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
「
今
日
の

裁
判
所
」
は
現
行
憲
法
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
よ
う
な
判
決
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
が
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
戦
後
補
償
に
つ
い
て
、

こ
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
自
体
が
違
憲
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
あ
た
か
も
現
行
憲
法
を
遡
及
適
用
し
た
こ

と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
よ
う
な
憲
法
の
遡
及
適
用
は
認
め
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
疑
問
が
生
じ
る
の
で



(9) 

あ
る
c

2 

西
埜
論
文

西
埜
論
文
は
、
か
な
り
回
り
く
ど
い
構
成
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
ず
戦
後
補
償
に
お
け
る
救
済
方
法
と
し
て
、
立
法
に
よ
る
解
決
お
よ
び

立
法
の
不
作
為
責
任
を
挙
げ
た
後
、
こ
れ
ら
は
十
分
で
な
い
と
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
民
法
の
適
用
を
挙
げ
て
、
そ
こ
で
は
「
現
在
の
訴
訟

で
あ
っ
て
も
、
戦
前
の
権
力
的
加
害
行
為
に
対
し
て
国
家
無
答
責
の
原
則
が
妥
当
す
る
も
の
か
否
か
と
い
う
基
本
的
問
題
が
解
決
さ
れ
な
け

(
叩
)

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。

つ
ぎ
に
中
国
戦
後
補
償
裁
判
に
お
け
る
原
告
側
お
よ
び
被
告
側
の
主
張
を
長
々
と
引
用
し
た
後
、
戦
前
の
行
為
に
つ
い
て
国
の
損
害
賠
償

責
任
を
否
定
し
た
幾
つ
か
の
戦
後
の
判
例
を
引
用
す
る
。
さ
ら
に
戦
前
の
通
説
判
例
が
国
家
無
答
責
の
法
理
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
確
認
し

(
日
)

た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

国家賠償責任と法律不遡及の原則

「
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
戦
前
の
日
本
軍
の
残
虐
非
道
行
為
に
よ
る
損
害
に
対
し
て
現
在
に
お
い
て
も
国
の
賠
償
責
任
が
否
定
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
行
憲
法
一
七
条
は
国
の
賠
償
責
任
を
明
文
で
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ

は
い
わ
ば
時
代
の
趨
勢
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
無
答
責
の
原
則
は
完
全
に
否
定
さ
れ
た
。
原
告
ら
の
損
害
賠
償
請
求
は
、
戦
前
に
お

い
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
現
在
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原
告
ら
の
損
害
賠
償
請
求
を
斥
け
る
た
め
に
戦
前
の

国
家
無
答
責
の
原
則
を
持
ち
出
す
こ
と
が
、
現
在
に
お
い
て
許
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
う
え
で
、
同
様
の
問
題
提
起
と
し
て
、
阿
部
泰
隆
・
古
川
純
・
中
回
戦
後
補
償
弁
護
団
の
見
解
を
引
用
す
る
が
、
西

(ロ)

埜
論
文
は
、
同
じ
結
論
を
支
持
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
理
由
づ
け
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

北法52(1・7)7



説

「
戦
前
の
権
力
的
加
害
行
為
に
つ
い
て
は
当
時
の
国
家
無
答
責
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
法
の
解
釈
と
し
て
は
、

き
わ
め
て
当
然
な
こ
と
の
よ
う
に
見
え
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
が
現
行
憲
法
の
基
本
的
人
権
尊
重
主
義
に
違
反
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
明
治
憲
法
の
人
権
保
障
の
精
神
に
さ
え
明
ら
か
に
違
反
す
る
よ
う
な
残
虐
性
の
著
し
い
非
道
行
為
に
対
し
て
、
現
在
の
損
害
賠
償

請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
国
家
無
答
責
の
原
則
を
持
ち
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

「
結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
国
家
無
答
責
の
原
則
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
い
わ
ば
『
正
義
公
平
の
原
則
』
違
反
と

し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
正
義
公
平
と
い
う
一
般
的
法
原
則
に
依
拠
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は

唐
突
で
あ
り
、
そ
れ
は
立
法
の
際
の
法
理
念
と
し
て
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
法
の
解
釈
の
次
元
に
お
い
て
は
直
ち
に
適
用
可
能

北法52(1・8)8

号一、
白岡

な
基
準
と
は
い
え
な
い
、
と
の
強
い
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
正
義
公
平
の
原
則
は
、

一
般
的
法
原
則
と
し
て
条
理
法
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
法
の
理
念
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
て
、
法
の
解
釈
の
次
元
に
お
い
て
も
基
本
原
理
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有

し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
勺

「
戦
争
犠
牲
者
訴
訟
で
は
な
い
が
、
予
防
接
種
事
故
が
発
生
し
て
か
ら
二

O
年
を
経
過
し
た
後
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
た
め

に
、
除
斥
期
間
の
経
過
を
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
最
判
平
成
一

0

・
六
・
二
二

(
判
時
一
六
四
四
号
四
二
頁
)
は
、
被
害
者
が
相
手
の

不
法
行
為
に
よ
っ
て
心
神
喪
失
し
た
場
合
に
も
加
害
者
へ
の
一
切
の
請
求
権
が
失
わ
れ
る
と
解
す
る
の
は
「
著
し
く
正
義
・
公
平
の
理
念
に

反
す
る
』
と
し
て
、
民
法
一
五
八
条
の
時
効
停
止
の
規
定
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
特
段
の
事
情
』
が

あ
る
場
合
に
限
定
し
て
で
は
あ
る
が
、
最
高
裁
が
一
般
的
法
原
則
の
適
用
を
認
め
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

「
従
軍
慰
安
婦
事
件
等
に
お
い
て
は
、
正
義
公
平
の
原
則
に
よ
り
、
国
家
無
答
責
の
原
則
の
適
用
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
中
国
人
慰
安
婦
訴
訟
等
に
お
け
る
原
告
側
主
張
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
次
の
点
に
お
い

て
若
干
相
違
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告
側
主
張
が
国
家
無
答
責
原
則
の
妥
当
す
る
範
囲
を
制
限
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、



私
見
は
そ
の
妥
当
範
囲
を
制
限
せ
ず
、
た
だ
、
現
在
に
お
い
て
そ
の
原
則
を
持
ち
出
す
こ
と
は
正
義
公
平
の
原
則
に
反
し
許
さ
れ
な
い
、
と

主
張
す
る
も
の
で
あ
る
」
0

国家賠償責任と法律不遡及の原則

こ
の
よ
う
に
西
埜
論
文
は
、
「
正
義
公
平
の
原
則
」
に
も
と
づ
き
、
「
残
虐
性
の
著
し
い
非
道
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理

を
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
幾
つ
か
の
疑
問
が
生
じ
る
。

第
一
に
、
西
埜
論
文
は
、
「
現
行
憲
法
の
基
本
的
人
権
尊
重
主
義
に
違
反
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
明
治
憲
法
の
人
権
保
障
の
精
神
に
さ
え

明
ら
か
に
違
反
す
る
よ
う
な
残
虐
性
の
著
し
い
非
道
行
為
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
ど
う
や
ら
「
正
義
公
平
」
の
基
準
を
現
行

憲
法
お
よ
び
明
治
憲
法
に
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
た
か
も
現
行
憲
法
を
遡
及
適
用
す
る
よ
う
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
前

述
の
古
川
論
文
に
対
す
る
疑
問
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
ま
た
西
埜
論
文
は
、
明
治
憲
法
に
対
す
る
違
反
を
い
う
が
、
戦
前
に
お
い
て
、

(
日
)

裁
判
所
の
違
憲
立
法
審
査
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
仮
に
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
明
治
憲
法
の
ど
の
規
定
に
対
す
る
違

反
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
外
国
人
に
対
し
て
憲
法
上
の
人
権
保
障
が
及
ん
で
い
た
の
か
、
等
々
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

第
二
に
、
西
埜
論
文
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
「
持
ち
出
す
こ
と
は
:
・
許
さ
れ
な
い
」
と
か
、
「
適
用
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
仮
に
、
被
告
の
国
側
が
国
家
無
答
責
の
法
理
を
援
用
で
き

な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
た
ら
、
か
よ
う
な
援
用
権
と
し
て
の
構
成
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。
あ
る
い
は
西
埜
論
文
は
、
時
効
停

止
の
規
定
を
類
推
適
用
し
た
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
た
た
め
に
、
時
効
と
国
家
無
失
口
責
の
法
理
を
混
同
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国

家
無
答
責
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
職
権
に
よ
り
、
そ
の
適
用
の
可
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
の
主
張
に
拘
束
さ
れ
る
わ

(
は
)

け
で
は
な
い
。

北法52(1・9)9

第
三
に
、
西
埜
論
文
の
引
用
す
る
最
高
裁
判
決
の
事
案
は
、
加
害
行
為
の
時
点
で
は
損
害
賠
償
請
求
権
が
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
除

斥
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
請
求
権
が
消
滅
す
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
連
の
戦
後
補
償



説

裁
判
に
お
い
て
は
、
逆
に
加
害
行
為
の
時
点
で
は
国
家
無
答
責
の
法
理
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
権
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
て
い

る
。
少
な
く
と
も
西
埜
論
文
は
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

ヨム
日岡

そ
れ
で
は
、
も
と
も
と
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
損
害
賠
償
請
求
権
が
、
な
ぜ
現
在
に
お
い
て
は
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
西
埜
論
文
の
引
用
す
る
最
高
裁
判
決
と
は
異
な
っ
た
理
由
づ
け
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
西
埜
論
文
は
、
最
高
裁
判
決
と

同
様
に
「
正
義
公
平
の
原
則
」
を
挙
げ
る
が
、
そ
こ
で
い
う
正
義
の
観
念
は
、
全
く
異
な
っ
た
内
容
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ

(
日
)

ろ
、
っ
か
。

ま
た
西
埜
論
文
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
現
行
憲
法
が
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
た
こ
と
を
「
時
代
の
趨
勢
」
と
評
し
、
そ
の
直
後
に
、
原
告

ら
の
損
害
賠
償
請
求
が
戦
前
で
は
な
く
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
が
西
埜
論
文
の
い
う
正
義
の

観
念
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
現
行
憲
法
の
遡
及
適
用
で
あ
り
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
を
完
全
に

無
視
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

3 

中
国
戦
後
補
償
弁
護
団
の
主
張

中
回
戦
後
補
償
弁
護
団
は
、
一
連
の
戦
後
補
償
裁
判
の
な
か
で
は
、
比
較
的
遅
く
に
提
起
さ
れ
た
中
国
民
間
人
の
訴
訟
の
た
め
に
結
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
七
一
三
部
隊
・
南
京
事
件
、
従
軍
慰
安
婦
事
件
、
強
制
連
行
事
件
、
毒
ガ
ス
遺
棄
事
件
、
平
頂
山
事
件
な
ど
を
扱
っ
て

(
凶
)

い
る
が
、
本
稿
の
執
筆
時
点
(
平
成
一
一
一
一
年
一
月
)
ま
で
に
判
決
に
至
っ
た
の
は
、
七
一
一
一
一
部
隊
・
南
京
事
件
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
平
成
一
一
年
九
月
一
一
一
一
日
の
東
京
地
裁
判
決
(
以
下
で
は
「
南
京
判
決
」
と
い
う
)
に
記
述
さ
れ
た
弁
護
団
の
主
張
を
取
り
上
げ
る
こ

(
げ
)

と
に
し
た
い
。
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中
国
戦
後
補
償
弁
護
団
の
主
張
は
、
大
き
く
分
け
て
国
際
法
上
の
請
求
権
と
囲
内
法
上
の
請
求
権
か
ら
な
る
。
前
者
は
、
一
九
O
七
年
の

「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
条
約
」
(
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
「
へ
!
グ
陸
戦
条
約
」
と
し
て
引
用
す
る
)
三
条
な
い
し
慣
習
国
際
法
に
よ

り
、
戦
闘
法
規
に
違
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
直
接
に
個
人
が
外
国
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、

法
例
一
一
条
の
指
定
す
る
不
法
行
為
準
拠
法
で
あ
る
中
華
民
国
法
に
よ
り
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
同
)

筆
者
は
、
中
国
戦
後
補
償
弁
護
団
の
依
頼
に
よ
り
、
後
者
の
点
に
関
す
る
意
見
書
を
幾
っ
か
提
出
し
た
が
、
弁
護
団
は
、
と
り
わ
け
国
家

無
答
責
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
見
解
と
異
な
る
主
張
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
国
家
無
答
責
の
法
理
が
問
題
と
な
る
理
由
を
説
明

す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

国家賠償責任と法律不遡及の原則

一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
外
国
で
な
さ
れ
た
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
地
法
と
し
て
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

同
条
二
項
は
、
「
日
本
ノ
法
律
ニ
依
レ
ハ
不
法
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
」
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
の

成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
地
法
と
日
本
法
が
累
積
的
に
適
用
さ
れ
る
か
ら
、
た
と
え
中
華
民
国
法
に
よ
り
不
法
行
為
が
成
立
し
た

と
し
て
も
、
日
本
法
の
適
用
結
果
と
し
て
、
国
の
損
害
賠
償
責
任
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
不
法
行
為
は
成
立
し
な

(
ゆ
)

い
こ
と
に
な
る
。

法
例

そ
こ
で
、
国
家
無
答
責
の
法
理
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
弁
護
団
の
主
張
に
つ
い
て
、
南
京
判
決
は
、
次
の
よ

う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
な
お
、
原
告
ら
が
外
国
人
に
対
し
国
家
無
答
責
の
法
理
が
適
用
さ
れ
な
い
一
事
例
と
し
て
指
摘
す
る
パ
ネ

l
号
事
件
は
、
前
記
の
と
お

り
、
一
九
三
七
年
二
一
月
一
一
一
日
に
旧
日
本
軍
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
砲
艦
パ
ネ
l
号
他
の
艦
船
を
爆
撃
し
た
こ
と
に
対
し
、
日
本
政
府
が
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
に
対
し
、
約
一
一
一
一
一
ド
ル
を
支
払
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
国
家
聞
に
お
い
て
解
決
が
図
ら
れ
た
事
例
で
あ
っ
て
、
被

害
者
個
人
が
民
法
の
規
定
を
根
拠
に
し
て
我
が
固
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
例
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
我
が
国
が
外
国
人
に
対
し

北法52(1・11)11



説

て
主
権
免
責
の
原
則
を
廃
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

「
原
告
ら
は
、
国
際
慣
習
法
と
し
て
の
へ

l
グ
陸
戦
条
約
二
一
条
が
同
内
法
的
効
力
を
有
す
る
結
果
、
条
約
上
の
義
務
が
囲
内
法
に
優
位
す

る
た
め
、
国
家
無
答
責
は
主
張
し
得
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、

~^ 
函岡

へ
i
グ
陸
戦
条
約
三
条
の
趣
旨
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
国
家
無

答
責
と
い
う
以
前
に
、
原
告
ら
個
人
の
我
が
国
に
対
す
る
直
接
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
根
拠
付
け
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
。

ま
ず
前
者
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
パ
ネ
l
号
事
件
は
、
米
国
政
府
が
自
ら
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
た
も
の
で
あ
り
、
被
害
者
個
人

(
却
)

の
損
害
賠
償
請
求
権
を
代
理
人
と
し
て
行
使
し
た
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
一
一
一
一
一
ド
ル
と
い
う
賠
償
金
に
は
、
個
人
の
損
害
が
含
ま
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
個
人
の
損
害
は
、
米
国
政
府
の
受
け
た
損
害
の
計
算
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
現
に
米
国
政

府
は
、
国
際
法
上
、
こ
の
賠
償
金
を
個
人
に
支
払
う
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
国
家
の
請
求
権
と
個
人
の
請
求
権
は
、
明
確
に

(
幻
)

区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
弁
護
団
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
後
者
は
、
全
く
理
解
に
苦
し
む
。
弁
護
団
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
へ

l
グ
陸
戦
条
約
三
条
な
い
し
慣
習
国
際
法
に
よ
り
、
直
接
に

個
人
が
外
国
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
、
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
園
内
裁
判
に
お
い
て
主
張
す
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の

国
際
法
規
範
が
囲
内
的
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
国
際
法
上
の
請
求
権
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、
も
は
や
国
家
無
答
責
の
法
理
は
問
題
と
な
る
は
ず
が
な
い
し
、
ま
た
仮
に
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
か
つ
国
家
無
答

(
間
以
)

責
の
法
理
を
制
限
す
る
根
拠
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
れ
も
ま
た
次
元
の
異
な
る
問
題
を
混
同
し
た
主
張
で
あ
っ
て
、

裁
判
所
が
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

関
連
法
規
の
立
法
経
緯

北法52(1.12)12 



立
法
経
緯
の
研
究
の
必
要
性

前
述
の
よ
う
に
、
古
川
論
文
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
が
解
釈
学
説
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
い
う
が
、
こ

の
よ
う
に
立
法
経
緯
を
軽
視
す
る
傾
向
は
、
他
の
学
説
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
宇
賀
克
也
教
授
は
、
そ
の
著
書
に
お
い
て
、
次
の
よ

(
幻
)

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
戦
前
の
わ
が
国
で
は
、
な
に
ゆ
え
公
権
力
の
違
法
な
行
使
に
つ
き
国
が
免
責
さ
れ
る
の
か
と
い
う
国
家
無
答
責
の
根
拠
が
、
必
ず
し
も

十
分
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
と
り
わ
け
行
政
裁
判
法
制
定
後
は
、
殆
ど
自
明
の
理
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

一
つ
に
は
、
明
治
憲
法
下
で
、
公
法
私
法
二
元
論
が
支
配
的
と
な
り
、
公
権
力
の
行
使
に
関
す
る
事
件
は
公
法
上
の
事
件
と
し
て
、
司
法
裁

判
所
は
管
轄
を
有
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
が
、
行
政
裁
判
法
も
、
一
六
粂
で
、
損
害
要
償
の
訴
訟
に
対
す
る
管
轄
を
ア
ン
ブ
ロ
ッ
ク
に
否
定

し
た
た
め
、
実
体
的
根
拠
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
訴
訟
法
上
の
理
由
で
国
家
責
任
を
追
及
す
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で

国家賠償責任と法律不遡及の原則

あ
ろ
う
。
違
法
な
公
権
力
の
行
使
に
基
づ
く
国
家
賠
償
請
求
が
行
政
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
と
き
に
は
、
行
政
裁
判
所
は
、
国
家
無
答
責
を

理
由
づ
け
る
必
要
は
な
く
、
単
に
行
政
裁
判
法
一
六
条
を
援
用
し
て
請
求
を
却
下
す
れ
ば
足
り
た
し
、
司
法
裁
判
所
も
ま
た
、
国
家
無
答
責

根
拠
論
に
立
ち
入
る
ま
で
も
な
く
、
公
法
上
の
責
任
に
は
私
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
述
べ
る
だ
け
で
足
り
た
。
行
政
裁
判
所
も
司
法
裁
判
所

も
、
自
ら
の
管
轄
権
を
越
え
て
お
よ
そ
一
般
に
国
家
責
任
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
や
否
や
に
つ
き
論
ず
る
義
務
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時

の
法
制
の
下
で
は
、
こ
れ
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
。

北法52(l・13)13

こ
の
よ
う
に
字
賀
教
授
は
、
戦
前
の
法
制
度
の
も
と
で
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
が
「
自
明
の
理
」
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
他
方
で

「
司
法
裁
判
所
に
関
し
て
は
、
国
家
責
任
に
つ
い
て
の
明
文
の
規
定
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
立
法
者
意
思
が
ど
う
で
あ
れ
、
高
権

的
活
動
に
お
け
る
国
の
責
任
に
つ
い
て
も
民
法
を
適
用
す
る
余
地
は
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
消
極



説

的
に
評
価
さ
れ
よ
う
が
、
他
面
で
、
英
米
型
主
権
免
責
理
論
を
採
用
す
る
余
地
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
国
の
私
経
済
的
活
動
に
基
づ
く
責
任

(
M
)
 

に
つ
い
て
民
法
を
適
用
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

字
賀
教
授
は
、
こ
こ
で
「
立
法
者
意
思
が
ど
う
で
あ
れ
」
と
い
う
が
、
そ
の
著
書
に
お
い
て
、
立
法
者
意
思
を
詳
細
に
-
調
査
し
た
形
跡
は

見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
明
文
の
規
定
が
置
か
れ
な
か
っ
た
理
由
も
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
高
権
的
活
動
に
お
け
る
国
の
責
任
に
つ
い
て
も
民
法
を
適
用
す
る
余
地
は
あ
っ
た
」
と
主
張
す
る
の
は
、
古
川
論
文
が
解
釈
の
や
り
な
お

(
お
)

し
を
主
張
す
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ子ム
民間

こ
れ
に
対
し
て
、
関
連
法
規
の
立
法
経
緯
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
の
旧
民
法
財
産
編
草
案
三
九
三
条
は
、
権
力
的
行
為
に
つ
い
て
も
、
国
家
の
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
た
が
、
最
終
的
に
公
布
さ
れ
た
旧
民

法
財
産
編
三
七
三
条
は
、
明
文
で
は
国
家
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
。
近
藤
昭
三
「
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
と
行
政
上
の
不
法
行
為

(
お
)

責
任
」
(
以
下
で
は
「
近
藤
論
文
」
と
い
う
)
は
、
そ
の
経
緯
を
探
ろ
う
と
し
た
唯
一
の
研
究
と
言
え
よ
う
。

ま
ず
近
藤
論
文
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
民
法
草
案
と
し
て
、
「
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
氏
起
稿
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
第
二
部
上
巻
人
権
之
部
」
、

島
民
間
》
豆
町
三
刊
の
。
号
丘
三
宮
ロ
ユ

d
g立
B
E
』唱。
p
a
g
g宮
町
忠
弘
。

5
8
B
B
g
g
B
-
E
C
回。
2
8
5骨
己
=
∞
∞
可
、
「
再
開
日
本
民
法
草
案
」

(
幻
)

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
家
長
、
仕
事
師
及
ヒ
運
送
其
他
ノ
請
負
人
、
公
私
ノ
管
理
所
等
ハ
線
テ
其
僕
牌
、
職
工
、
雇
人
其
他
使
用
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
委
託
ヲ
受
ケ

タ
ル
事
件
ノ
執
行
中
又
ハ
事
件
ニ
関
シ
テ
醸
シ
タ
ル
損
害
ノ
責
ヲ
携
嘗
ス
可
シ
」

「
主
人
、
親
方
、
工
事
、
運
送
そ
の
他
の
事
業
の
企
業
者
、
公
的
お
よ
び
私
的
事
業
体
は
そ
の
召
使
、
労
務
者
、
使
用
人
ま
た
は
雇
人
が

任
ぜ
ら
れ
た
業
務
の
執
行
に
お
い
て
又
は
業
務
に
際
し
て
生
ぜ
し
め
た
損
害
に
つ
き
責
任
を
負
う
」
(
近
藤
訳
)
。

「
主
人
及
ヒ
棟
梁
、
工
業
、
運
送
若
ク
ハ
其
他
ノ
事
業
ノ
起
作
人
、
公
私
ノ
事
務
所
ハ
其
僕
抽
降
、
職
工
、
層
員
若
ク
ハ
主
管
ニ
依
リ
之
ニ

北法52(1・14)14 



委
託
シ
タ
ル
職
掌
ノ
報
行
中
若
ク
ハ
其
際
ニ
引
起
サ
レ
タ
ル
損
害
ノ
責
ニ
任
ス
可
シ
」

こ
れ
ら
の
草
案
で
は
、
い
ず
れ
も
「
公
・
:
ノ
管
理
所
」
「
公
的
:
・
事
業
体
」
「
公
・
:
ノ
事
務
所
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

に
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
栢
違
が
あ
る
と
は
?
ぇ
、
国
家
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
「
再
閲
日
本
民
法
草
案
」
が
確
定

稿
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

国家賠償責任と法律不遡及の原則j

と
こ
ろ
が
、
続
い
て
近
藤
論
文
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
が
依
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
を
紹
介
し
た
後
、
い
き
な
り
明
治
二
一
二

年
公
布
の
旧
民
法
財
産
編
三
七
三
条
を
引
用
し
、
国
家
の
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
文
言
が
削
除
さ
れ
た
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い
と
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
旧
民
法
財
産
編
三
七
三
条
は
、
「
主
人
、
親
方
又
ハ
工
事
、
運
送
等
ノ
管
業
人
若
ク
ハ
線
テ
ノ
委
託
者
ハ
其
雇
人
、
使
用

人
、
械
工
又
ハ
受
任
者
カ
受
任
ノ
職
務
ヲ
行
フ
為
メ
又
ハ
之
ヲ
行
フ
ニ
際
シ
テ
加
へ
タ
ル
損
害
ニ
付
キ
其
責
ニ
任
ス
」
と
規
定
し
て
お
り
、

近
藤
論
文
に
よ
れ
ば
、
「
問
題
の
部
分
は
、
明
治
二
二
年
一
月
に
内
閣
が
草
案
を
元
老
院
に
付
議
し
て
の
ち
、
元
老
院
審
議
、
政
府
修
正
・

(
お
)

加
除
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
聞
の
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
な
が
ら
も
、
近
藤
論
文
は
、
た
ま
た
ま
梧
陰
文
庫
に
残
っ
て
い
た
井
上
毅
の
今
村
和
郎
宛
の
書
簡
を
引
用
し
、
削
除
の

経
緯
を
憶
測
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
書
簡
に
お
い
て
、
井
上
毅
は
、
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
る
か
否
か
は
、
「
未
来
ノ
大
問
題
」
で

あ
り
、
こ
れ
を
認
め
た
旧
民
法
三
七
三
条
は
、
「
猶
再
議
ノ
機
曾
ヲ
待
ツ
ヘ
シ
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
藤
論
文
は
、
こ
の
書
簡
が

(
ぬ
)

明
治
二
二
年
六
月
一
一
一
一
日
付
け
で
あ
る
と
推
理
し
た
う
え
で
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
憶
測
を
述
べ
て
い
る
。

「
原
案
の
三
九
三
条
は
、
全
体
的
審
査
に
よ
る
修
正
削
除
の
結
果
、
す
で
に
三
七
一
一
一
条
に
く
り
上
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
そ
の
段
階
で
も
な

お
、
国
家
責
任
の
規
定
は
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
お
り
、
今
村
和
郎
の
よ
う
な
有
力
な
支
持
を
得
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
今
村
和
郎

と
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
関
係
や
、
法
律
取
調
委
員
会
に
お
け
る
栗
村
報
告
委
員
の
発
言
が
殆
ど
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
口
写
し
で
あ
る
こ
と
を
考
え
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あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
審
議
過
程
に
お
け
る
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
影
響
は
か
な
り
顕
著
と
い
え
よ
う
」
。



説

「
し
か
し
結
局
、
国
家
責
任
に
民
法
原
則
を
適
用
す
る
主
張
は
、
最
後
の
段
階
で
敗
退
し
た
。
井
上
毅
が
い
か
な
る
方
法
で
『
再
議
ノ
機

会
』
を
と
ら
え
て
『
未
来
ノ
大
問
題
』
に
取
り
組
ん
だ
か
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
旧
民
法
三
七
三
条
か
ら
国
家
責
任
の
規
定
は
姿
を
消

号ι
匝冊

し
た
」
。
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要
す
る
に
、
近
藤
論
文
は
、
井
上
毅
の
今
村
和
郎
宛
の
書
簡
か
ら
、
両
者
の
聞
に
見
解
の
対
立
が
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
旧
民
法
財
産

編
三
七
三
条
は
、
国
家
賠
償
責
任
を
規
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
井
上
毅
の
主
張
が
採
用
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
筆
者
が
入
手
し
え
た
立
法
資
料
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
に
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
以
下

で
は
、
そ
の
資
料
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

2 

旧
民
法
財
産
編
三
七
三
条

近
藤
論
文
に
よ
れ
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
旧
民
法
財
産
編
草
案
三
九
三
条
は
、
法
律
取
調
委
員
会
の
審
議
に
か
け
ら
れ
、
明
治
二
一
年
二

月
二
一
日
の
第
一
回
審
議
お
よ
び
同
年
一

O
月
二
日
の
第
二
回
審
議
に
お
い
て
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
た
が
、
明
治
二
二
年
六
月
一
一
一
一
日

に
井
上
毅
が
今
村
和
郎
宛
に
書
簡
を
送
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
に
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
草
案
が
修
正
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
修
正
の

経
緯
は
、
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
』
に
収
め
ら
れ
た
資
料
に
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。

ま
ず
法
律
取
調
委
員
会
「
民
法
草
案
財
産
篇
第
三
一
七
三
候
ニ
開
ス
ル
意
見
」
に
よ
れ
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
i
ド
草
案
の
修
正
を
提
案
し
た
の
は
、

井
上
毅
で
は
な
く
今
村
和
郎
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
点
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
草
案
は
三
七
三
条
に
繰
り
上
が
っ
て
い
た
が
、
今
村
和
郎
と
思
わ

れ
る
今
村
報
告
委
員
は
、
「
公
私
ノ
事
務
所
」
と
い
う
文
言
か
ら
「
公
私
ノ
」
の
一
一
一
文
字
を
削
除
し
、
「
園
、
府
、
牒
、
町
、
村
ニ
モ
本
保
ノ

規
定
ヲ
適
用
ス
但
法
律
ヲ
以
テ
特
ニ
責
任
ヲ
免
除
ス
ル
場
合
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」
と
い
う
文
言
を
追
加
す
る
旨
の
修
正
案
を
提
出
し
た
の
で



(
初
)

あ
る
。

(
出
)

こ
の
今
村
修
正
案
は
、
明
治
二
二
年
九
月
四
日
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
体
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、

民
法
の
適
用
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
例
外
的
に
特
別
法
に
よ
る
免
責
が
あ
り
う
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
今
村
報
告
委
員
は
、
こ
の
修
正
案

(
辺
)

の
提
出
に
際
し
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)

0

「
第
一
問
題
ニ
日
ク
園
家
カ
政
ヲ
行
フ
ニ
嘗
テ
人
民
ノ
権
利
ヲ
段
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
賠
償
ヲ
矯
ス
ノ
責
ニ
任
ス
ル
カ
」

「
按
ス
ル
ニ
国
家
ノ
性
質
ヲ
講
ス
ル
者
ノ
説
種
々
ア
リ
ト
難
モ
要
ス
ル
ニ
其
主
タ
ル
目
的
ハ
人
民
ノ
権
利
ヲ
保
護
シ
及
ヒ
幸
福
ヲ
増
進
ス

ル
ニ
在
リ
テ
人
民
ニ
窓
口
ヲ
加
フ
ル
者
ニ
非
ス
故
ニ
或
ル
撃
者
ハ
日
ク
園
家
ハ
悪
ヲ
矯
ス
コ
ト
能
ハ
ス
ト
誠
二
然
リ
是
ヲ
以
テ
国
家
カ
責
ニ
任

ス
ル
場
合
ナ
シ
且
民
法
案
第
三
百
七
十
傑
ニ
モ
園
家
カ
責
ニ
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
規
定
セ
ス
因
テ
此
問
題
ヲ
起
ス
コ
ト
ナ
シ
L

「
然
ル
ニ
西
園
ノ
撃
者
ハ
圏
家
モ
亦
民
法
ニ
依
テ
賠
償
ノ
責
ニ
任
ス
ル
コ
ト
ア
リ
ト
論
ス
ル
者
多
シ
:
・
」

「
按
ス
ル
ニ
此
等
ノ
撃
者
ハ
皆
園
家
カ
犯
罪
又
ハ
準
犯
罪
ヲ
矯
ス
コ
ト
ア
リ
ト
珠
想
シ
テ
説
ヲ
立
ツ
ル
モ
ノ
ナ
リ
国
家
ノ
何
者
タ
ル
ヲ
深

ク
研
究
セ
サ
ル
ノ
過
チ
ニ
出
ツ
ル
カ
」

国家賠償責任と法律不遡及の原則

「
圏
家
ハ
人
民
ノ
権
利
ヲ
保
護
シ
其
幸
福
ヲ
増
進
ス
ル
ヨ
リ
以
外
ノ
事
ヲ
鴬
サ
ス
故
ニ
人
民
ニ
害
ヲ
加
工
ス
彼
ノ
園
家
カ
権
利
ヲ
害
シ
タ

ル
カ
如
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
貰
ニ
加
害
者
ハ
国
家
ニ
非
ス
シ
テ
国
家
ノ
事
ヲ
行
フ
官
吏
ナ
リ
而
シ
テ
其
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
必
ス
故
意
又
ハ

過
失
ニ
テ
法
律
ニ
背
反
ス
ル
慮
置
ヲ
潟
、
ン
タ
ル
ニ
因
ル
ナ
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
法
律
ハ
権
利
ヲ
保
護
ス
ル
コ
ト
ヲ
命
令
シ
決
シ
テ
之
ヲ
害
ス
ル
コ

ト
ヲ
命
令
セ
サ
レ
ハ
ナ
リ
是
故
ニ
園
家
ノ
事
ヲ
行
フ
者
ノ
犯
罪
又
ハ
準
犯
罪
ニ
付
一
ア
ハ
国
家
ハ
間
接
ニ
其
責
ニ
任
ス
ル
ヤ
否
ノ
問
題
ヲ
惹
起
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ス
即
チ
下
ニ
掲
ク
ル
第
二
問
題
ニ
シ
テ
本
論
ノ
最
モ
答
議
ニ
苦
ム
所
ナ
リ
」

こ
の
よ
う
に
今
村
報
告
委
員
は
、
三
つ
の
問
題
を
区
別
し
て
い
た
。
第
一
に
、
国
家
が
人
民
の
権
利
を
侵
害
し
た
場
合
に
、
賠
償
責
任
を

負
う
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
、
官
吏
が
賠
償
責
任
を
負
う
場
合
に
、
国
家
は
間
接
的
に
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。



説

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
国
家
と
は
「
人
民
」

の
権
利
を
保
護
し
、
そ
の
幸
福
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
悪
を
な
し
え

な
い
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
自
ら
不
法
行
為
を
な
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
不
法
行
為
の
一
般
規
定
で
あ
る
民
法
草
案
三

ヨi為
民間

七
O
条
の
適
用
を
受
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
己
責
任
と
し
て
の
国
家
の
不
法
行
為
責
任
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
今

村
報
告
委
員
は
、
「
人
民
」
に
害
を
与
え
る
の
は
国
家
で
は
な
く
、
法
律
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
官
吏
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
示
し
て

い
る
が
、
こ
こ
で
も
国
家
な
い
し
法
律
が
「
人
民
」
の
権
利
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
官
吏
が
不
法
行

為
責
任
を
負
う
場
合
に
、
国
家
が
間
接
に
責
任
を
負
う
べ
き
か
否
か
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
今
村
報
告
委
員
は
、
ま
ず
立
法
者
・
行
法
者
・
司
法
官
に
分
け
て
、
官
吏
が
不
法
行
為
責
任
を
負
う
か
否
か
を
検
討
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
立
法
者
お
よ
び
立
法
の
事
を
な
す
行
法
者
は
責
任
を
負
わ
な
い
が
、
純
然
た
る
行
法
者
は
不
法
行
為
責
任
を
負
い
、
ま
た
司
法

官
は
故
意
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
村
報
告
委
員
は
、
国
家
の
間
接
責
任
に
つ
い
て
、
各
国
の
学
説
お

(
お
)

(
傍
線
・
奥
田
)
。

よ
ぴ
判
例
を
分
析
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

「
要
ス
ル
ニ
以
上
記
ス
ル
所
ノ
肇
説
及
ヒ
判
決
例
ヲ
大
別
ス
レ
ハ
二
派
ア
リ
即
チ
国
家
ハ
線
テ
責
ニ
任
ス
ト
云
フ
モ
ノ
及
ヒ
或
ル
場
合
ニ

於
テ
ノ
ミ
責
ニ
任
ス
ト
云
フ
モ
ノ
是
ナ
リ
更
-
一
一
説
ヲ
立
テ
国
家
ハ
線
テ
責
ニ
任
セ
ス
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
得
可
シ

英
米
ニ
於
テ
ハ
此
説
ア
リ

ト
果
、
ン
テ
信
ナ
ル
カ
)
故
ニ
大
抵
三
説
ア
ル
ナ
リ
何
ン
ノ
説
ニ
従
ハ
ン
カ
此
問
題
ニ
答
フ
ル
ニ
ハ
先
ツ
園
家
ノ
事
務
ヲ
研
究
ス
可
シ
」

「
凡
ソ
園
家
ノ
事
務
ハ
其
種
類
極
メ
テ
多
シ
立
法
ノ
大
権
ヨ
リ
寮
局
ノ
細
事
ニ
至
ル
マ
テ
国
家
ノ
事
務
ニ
非
サ
ル
ハ
ナ
シ
此
百
般
ノ
事
務

ヲ
一
言
ニ
シ
テ
直
別
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
決
シ
テ
矯
シ
能
ハ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ
今
試
ミ
ニ
其
種
類
ヲ
列
記
セ
ン
藷
ニ
一
一
一
言
シ
置
ク
ノ
必
要
ア
リ
日
ク

凡
ソ
主
人
カ
其
雇
人
ノ
所
矯
ニ
付
キ
間
接
ニ
損
害
ノ
賠
償
ニ
任
ス
ル
ノ
民
法
ノ
原
則
ハ
普
通
法
ヨ
リ
言
ヘ
ハ
壁
則
ナ
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
凡
ソ
他

人
ノ
所
矯
ニ
付
キ
テ
ハ
責
ニ
任
セ
サ
ル
ヲ
本
則
ト
ス
レ
ハ
ナ
リ
民
法
ノ
間
接
ノ
責
任
ア
リ
ト
ス
ル
ニ
ハ
必
ス
主
人
タ
ル
者
カ
雇
人
ノ
人
選
ニ

於
テ
過
失
ア
ル
コ
ト
即
チ
悪
人
又
ハ
不
熟
練
人
ニ
事
ヲ
任
シ
タ
ル
ノ
過
失
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
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こ
の
よ
う
に
今
村
報
告
委
員
は
、
国
家
の
間
接
責
任
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
国
家
の
事
務
の
分
類
を
必
要
と
し
、
か
つ
官
吏
の
人
選
に
つ
い

て
過
失
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
尋
常
財
産
上
ノ
事
」
「
尋
常
財
産
上
ニ
非
サ
ル
コ
ト
」
「
官
設
工
事
」
「
警
察
衛
生
及

ヒ
兵
卒
」
「
租
税
徴
収
」
「
官
ノ
工
業
」
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
学
説
お
よ
び
判
例
に
よ
り
な
が
ら
、
国
家
の
間
接
責
任
を
肯
定
し
て
い
る
。

(
斜
)

さ
ら
に
「
尋
常
行
政
」
に
つ
い
て
も
、
学
説
が
分
か
れ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。

「
按
ス
ル
ニ
此
論
結
ニ
付
キ
国
家
ニ
責
任
ナ
シ
ト
云
フ
者
大
抵
圃
権
ヲ
行
フ
ト
云
フ
ヲ
以
テ
其
理
由
ト
ス
ル
カ
如
シ
抑
モ
園
権
ト
ハ
何
等

ノ
モ
ノ
ソ
人
民
ノ
権
利
園
家
ノ
成
立
ヲ
保
護
ス
ル
矯
メ
ノ
権
ナ
ル
可
シ
此
権
ハ
人
民
ノ
権
利
ヲ
襲
撃
ス
ル
ノ
器
具
ニ
非
サ
ル
ハ
論
ヲ
侠
タ
ス

或
ル
撃
者
ハ
之
ヲ
行
政
ノ
原
力
ト
云
フ
若
シ
園
家
ニ
一
種
ノ
原
力
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
テ
或
人
ノ
言
ヘ
ル
如
ク
之
ヲ
以
テ
人
民
ノ
権
利
ヲ
段
損
シ

凶家賠償責任と法律不遡及の原則

利
益
ヲ
侵
害
ス
ル
モ
ノ
可
ナ
リ
ト
セ
ハ
原
力
ノ
勢
タ
ル
雷
ノ
如
ク
何
時
何
人
ノ
頭
上
ニ
堕
落
ス
ル
カ
ヲ
知
ラ
ス
天
下
一
日
モ
安
ン
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ス
秩
序
索
乱
シ
テ
国
家
ハ
矯
メ
ニ
崩
類
セ
ン
而
シ
テ
知
事
カ
道
路
ヲ
贋
メ
又
ハ
火
災
ヲ
防
止
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
及
ヒ
築
堤
ノ
適
否
ヲ
判

断
シ
テ
許
容
ス
ル
モ
ノ
ハ
皆
公
益
ヲ
目
的
ト
セ
サ
ル
ハ
ナ
シ
此
公
益
ヲ
目
的
ト
ス
ル
ニ
嘗
テ
之
ニ
任
ス
ル
者
カ
不
熟
練
ナ
ル
ト
キ
ハ
則
チ
其

人
選
ニ
於
テ
過
失
ナ
シ
ト
セ
ス
即
チ
民
法
ノ
原
則
ヲ
適
用
ス
可
シ
」

「
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
園
家
ノ
事
務
ハ
極
メ
テ
多
端
ナ
リ
故
ニ
或
ル
貼
ヨ
リ
観
察
ス
レ
ハ
之
ヲ
種
々
ニ
匝
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
へ
シ
ト
難
モ
園
家

ノ
間
接
ノ
責
任
ヲ
論
ス
ル
ニ
嘗
テ
ハ
直
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
是
故
ニ
総
テ
園
家
ニ
責
任
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
可
シ
」

「
然
レ
ト
モ
此
ノ
如
キ
規
則
ハ
賓
地
ニ
施
シ
難
シ
判
官
検
事
ニ
付
テ
ハ
殊
ニ
困
難
ナ
リ
故
ニ
除
外
例
ナ
キ
ヲ
得
ス
」

こ
の
よ
う
に
今
村
報
告
委
員
は
、
「
尋
常
行
政
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
人
民
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
国
権
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
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り
、
行
政
の
原
力
を
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
国
家
の
責
任
を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
も
、
国

家
の
間
接
責
任
を
肯
定
す
る
。
右
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
今
村
報
告
委
員
は
、
む
し
ろ
「
尋
常
行
政
」
が
行
政
の
原
力
を
行
使
す
る
も
の
で
あ

り
、
か
つ
公
益
を
目
的
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
が
人
民
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
、
人
民
に
と
っ
て
予
測
し
が
た
く
、
国
家
秩
序
の
混



説

乱
を
招
く
こ
と
を
危
慎
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
実
施
に
あ
た
る
者
の
人
選
に
過
失
が
あ
る
場
合
は
、
国
家
が
賠
償
責
任
を
負
う

三子ム
民間

も
っ
と
も
、
そ
の
結
果
、
今
村
報
告
委
員
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
国
家
の
事
務
に
つ
い
て
、
国
家
の
間
接
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

北法52(1・20)20

べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

る
が
、
と
り
わ
け
司
法
官
な
ど
に
つ
い
て
、
例
外
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
民
法
の
適
用
を
原
則
と
し
な
が
ら
、

例
外
的
に
特
別
法
に
よ
る
免
責
が
あ
る
こ
と
を
定
め
た
修
正
案
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
今
村
修
正
案
に
対
し
て
、
他
の
委
員
は
、
様
々
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
井
上
毅
と
思
わ
れ
る
井
上
報
告
委
員
は
、
ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
草
案
の
「
公
私
ノ
事
務
所
」
と
い
う
文
言
を
そ
の
ま
ま
に
し
、
「
但
園
府

賑
町
村
ニ
付
テ
ハ
法
律
ヲ
以
テ
特
ニ
其
責
任
ヲ
免
除
ス
ル
場
合
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」
と
い
う
但
書
を
加
え
る
の
み
で
足
り
る
と
す
る
。
こ
れ

(
お
)

は
、
実
質
的
に
は
今
村
報
告
委
員
の
意
見
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
に
井
上
報
告
委
員
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。

「
右
第
三
百
七
十
三
僚
ノ
規
定
ハ
過
失
ニ
因
リ
(
人
選
ノ
精
密
ナ
ラ
サ
ル
ニ
因
リ
)
他
人
ノ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
者
ノ
責
任
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ

ナ
リ
然
ル
ニ
其
過
失
カ
国
家
ナ
ル
ト
キ
ハ
他
人
ニ
損
害
ヲ
輿
フ
ル
モ
其
責
ニ
任
セ
ス
ト
ノ
法
理
ハ
之
ヲ
護
見
ス
ル
ニ
苦
シ
ム
所
ナ
リ
如
斯
キ

法
理
ハ
之
ヲ
護
見
ス
ル
ヲ
苦
シ
ム
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
若
シ
過
失
ヲ
矯
シ
タ
ル
者
カ
園
家
ナ
レ
ハ
其
過
失
ニ
因
リ
他
人
ニ
損
害
ヲ
加
フ
ル
モ
責
任
ナ

シ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
園
家
ノ
威
厳
、
園
家
ノ
信
用
ヲ
薄
弱
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
結
果
二
時
セ
ン
ノ
ミ
何
ト
ナ
レ
ハ
行
矯
ノ
責
任
ア
ル
者
ニ
非
ス
シ
テ

能
ク
威
厳
ト
信
用
ト
ヲ
保
有
ス
ル
者
ア
ラ
サ
レ
ハ
ナ
リ
然
レ
ハ
第
三
百
七
十
一
二
係
ノ
規
則
ノ
如
キ
ハ
園
家
ナ
レ
ハ
ト
テ
之
ヲ
適
用
セ
サ
ル
ノ

理
ナ
シ
」

「
然
レ
ト
モ
場
合
ニ
依
リ
テ
ハ
法
律
ニ
於
テ
例
外
ノ
場
合
ヲ
設
ケ
サ
ル
ヲ
得
ス
既
ニ
我
治
罪
法
ニ
於
テ
第
十
七
保
ノ
規
定
ア
ル
カ
如
シ
即

チ
「
被
告
人
無
罪
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
リ
ト
難
モ
裁
判
宮
、
検
察
官
、
書
記
又
ハ
司
法
警
察
官
ニ
封
シ
要
償
ノ
訴
ヲ
矯
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
云
々
」

す
な
わ
ち
、
井
上
報
告
委
員
は
、
官
吏
の
人
選
に
つ
い
て
過
失
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
無
答
責
を
認
め
る
こ
と
は
、
国
家
の
威



厳
と
信
用
を
薄
弱
に
す
る
と
ま
で
述
べ
て
、
民
法
の
適
用
を
当
然
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
村
報
告
委
員
と
同
様
に
、
法
律
に
よ
っ
て
例

外
を
設
け
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
、
治
罪
法
一
七
条
を
挙
げ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
磯
部
報
告
委
員
は
、
個
人
的
見
解
と
し
て
は
、
今
村
報
告
委
員
の
見
解
に
反
対
す
る
が
、
各
国
の
判
例
お
よ
び
学
説
な
ら
び
に
従

来
の
日
本
法
に
従
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
今
村
修
正
案
を
支
持
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
磯
部
報
告
委
員
は
、
最
初
に
今
村
報
告
委
員
の

(
お
)

(
傍
線
・
奥
田
)
。

意
見
を
要
約
し
た
後
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る

「
然
レ
ト
モ
目
下
ノ
卑
見
ヲ
述
ヘ
ン
ニ
圏
家
ハ
直
接
間
接
ヲ
問
ハ
ス
線
テ
無
責
任
ヲ
原
則
ト
シ
有
責
任
ヲ
例
外
ト
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ

ノ
ト
ス
他
ナ
シ
園
家
ハ
無
形
ニ
シ
テ
法
人
ナ
リ
原
意
見
者

(
H
今
村
報
告
委
員
・
奥
田
注
)
ノ
述
フ
ル
如
ク
国
家
ハ
悪
ヲ
矯
ス
コ
ト
能
ハ
サ

レ
ハ
善
ヲ
震
ス
コ
ト
モ
亦
自
ラ
能
フ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
圏
家
ハ
善
悪
邪
正
ヲ
識
別
ス
ル
智
能
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
闇
家
其
モ
ノ
ハ
之
ヲ
無

能
力
者
ト
同
視
シ
園
家
ノ
事
ヲ
行
フ
者
ハ
之
ヲ
無
能
力
者
ノ
後
見
人
ト
同
視
シ
テ
其
賞
ヲ
得
ヘ
シ
ト
難
ト
モ
固
家
ヲ
普
通
人
ト
同
視
シ
又
其

属
員
ヲ
普
通
人
ノ
使
用
人
職
工
ノ
如
キ
者
ト
問
視
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヘ
シ
」

「
園
家
ハ
智
能
ヲ
有
セ
ス
智
能
ヲ
有
セ
サ
レ
ハ
人
ヲ
選
定
ス
ル
ノ
識
別
力
モ
亦
国
家
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
然
ル
ニ
園
事
ヲ
託
セ
ラ
レ
タ
ル
者

国家賠償責任と法律不遡及の原則

人
民
ニ
害
ヲ
加
フ
ル
ニ
際
シ
園
家
其
選
定
ヲ
誤
リ
タ
ル
カ
矯
メ
ナ
リ
故
一
一
民
事
上
其
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
ノ
責
任
ア
リ
ト
論
ス
ル
ハ
後
見
人
幼

者
ノ
財
産
管
理
上
職
権
ヲ
濫
用
シ
テ
第
三
者
ヲ
害
ス
ル
ニ
方
リ
幼
者
ヲ
シ
テ
其
責
ニ
任
セ
シ
ム
ル
ト
一
般
ナ
リ
是
レ
能
ハ
サ
ル
ヲ
国
家
ニ
望

ム
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」

こ
の
よ
う
に
磯
部
報
告
委
員
は
、
国
家
を
無
能
力
者
と
し
て
、
官
吏
を
そ
の
後
見
人
と
同
一
視
す
る
と
共
に
、
国
家
に
は
官
吏
を
選
任
す
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る
知
能
が
な
い
と
い
う
独
自
の
理
論
を
展
開
す
る
。
し
か
し
、
自
説
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
若
干
の
論
拠
を
加
え
た
後
、
次
の
よ
う
に
立
場
を

(
幻
)

一
変
す
る
の
で
あ
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。

「
加
之
一
縛
シ
テ
園
家
ノ
事
ヲ
行
フ
者
社
舎
ニ
善
事
ヲ
矯
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
功
績
ハ
論
理
ヨ
リ
見
レ
ハ
園
家
二
時
ス
ル
モ
ノ
ノ
如
、
ン
ト
難



説

モ
賓
際
ニ
徴
ス
レ
ハ
其
人
ニ
蹄
ス
ル
コ
ト
多
シ
善
事
ノ
功
績
ハ
人
ニ
蹄
シ
悪
事
ノ
責
任
ハ
園
家
ニ
蹄
ス
ル
ハ
不
都
合
ノ
至
リ
ナ
ラ
ス
ヤ
是
レ

モ
亦
園
家
無
責
任
ノ
一
論
操
ヲ
組
成
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
其
レ
然
リ
然
レ
ト
モ
圏
家
有
責
任
ハ
概
シ
テ
各
国
ノ
許
シ
テ
皐
説
裁
判
例
ノ
稀
々
一
致

ス
ル
所
ナ
リ
是
レ
小
官
ノ
未
タ
一
決
ス
ル
コ
ト
ヲ
肯
セ
サ
ル
所
以
ナ
リ
或
ハ
其
圃
ノ
従
来
施
行
シ
来
リ
タ
ル
法
律
又
ハ
慣
習
ヲ
維
持
ス
ル
ヲ
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論

以
テ
得
策
ト
矯
ス
モ
ノ
ナ
ラ
ン
カ
」

「
我
園
従
来
ノ
法
律
ニ
於
テ
ハ
猶
ホ
偽
園
等
ニ
於
ケ
ル
カ
如
ク
園
家
ノ
有
責
任
ヲ
原
則
ト
シ
無
責
任
ヲ
例
外
ト
セ
リ
何
ヲ
以
テ
之
ヲ
識
ル

ヤ
法
律
ヲ
以
テ
無
責
任
ヲ
布
告
セ
サ
リ
シ
場
合
ニ
於
テ
人
民
ヨ
リ
行
政
官
ヲ
訴
へ
官
モ
亦
之
ニ
麿
シ
タ
ル
賓
例
砂
カ
ラ
ス
而
シ
テ
曾
々
無
責

任
ノ
場
合
ア
レ
ハ
特
別
法
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
諌
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
怠
ラ
サ
リ
シ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ
例
ヘ
ハ
郵
便
規
則
ノ
如
キ
是
レ
ナ
リ
因
テ
原
意

見
者
ノ
修
正
説
ヲ
採
用
セ
ラ
レ
テ
大
過
ナ
キ
モ
ノ
ト
思
考
ス
蓋
シ
修
正
説
ハ
法
案
第
三
百
七
十
三
候
ニ
優
ル
コ
ト
疑
ヲ
容
レ
サ
ル
ナ
リ
」

以
上
の
磯
部
報
告
委
員
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
理
論
的
に
は
、
国
家
は
、
官
吏
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
が
、
従
来
の
内
外
の
法

律
が
国
家
の
有
責
任
を
原
則
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
を
得
策
と
考
え
て
、
今
村
修
正
案
に
賛
成
し
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
西
委
員
お
よ
び
松
岡
委
員
は
、
今
村
修
正
案
を
大
き
く
変
更
す
る
提
案
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
西
委
員
は
、
今
村
修
正

(
お
)

案
の
趣
旨
に
は
賛
成
す
る
が
、
原
則
と
例
外
を
入
れ
換
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。

「
本
月
四
日
ヲ
以
テ
垂
一
不
セ
ラ
レ
シ
国
家
ノ
責
任
ニ
闘
ス
ル
意
見
書

(
H
今
村
報
告
委
員
の
意
見
書
・
奥
田
注
)
ヲ
通
語
、
ン
以
テ
其
結
尾

ナ
ル
我
カ
民
法
案
財
産
編
第
三
百
七
十
三
線
ニ
修
正
ヲ
加
ヘ
ン
ト
云
ヘ
ル
考
案
ヲ
観
ル
ニ
及
ヒ
テ
深
ク
立
案
者
ノ
調
査
周
到
一
貼
ノ
遺
漏
タ

モ
無
ク
且
其
論
旨
ノ
精
密
ニ
シ
テ
更
ニ
鈴
謹
ヲ
留
メ
サ
ル
ニ
感
服
ス
然
ル
ニ
該
案
中
ノ
但
書
ヲ
熟
閲
ス
ル
ニ
其
所
謂
「
法
律
ヲ
以
テ
特
ニ
責

任
ヲ
免
除
ス
ル
場
合
」
ト
ハ
抑
モ
何
知
ナ
ル
場
合
ヲ
暗
指
ス
ル
者
ナ
ル
欺
此
ニ
至
リ
テ
疑
ヲ
生
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
又
前
文
ノ
「
原
則
ニ
封

ス
ル
除
外
例
ナ
キ
ヲ
得
ス
』
ト
ア
ル
項
中
ニ
『
判
官
検
事
ニ
付
テ
ハ
殊
ニ
困
難
ナ
リ
』
ト
言
ヘ
ル
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
濁
リ
此
雨
職
ノ
閥

係
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ス
シ
テ
贋
ク
諸
職
官
ノ
閥
係
ヲ
指
言
セ
ル
カ
如
、
ン
然
ラ
ハ
則
チ
他
ニ
何
等
ノ
場
合
ヲ
預
想
セ
シ
者
ナ
ル
耶
修
正
文
案
ノ
上
額



ニ
朱
書
セ
ル
白
耳
義
法
案
ノ
旨
趣
タ
ル
賓
際
ニ
之
ヲ
施
ス
ハ
至
難
ナ
ル
可
キ
モ
事
理
分
明
ニ
シ
テ
善
ク
園
家
ノ
責
任
ノ
存
否
ス
ル
場
合
ヲ
匝

別
シ
牽
モ
間
然
ス
ル
所
無
キ
ニ
似
タ
リ
若
シ
呆
シ
テ
我
カ
除
外
法
モ
亦
能
ク
園
家
ノ
責
任
ヲ
免
除
ス
可
キ
至
嘗
ノ
理
由
ヲ
具
ス
ル
彼
レ
カ
如

ク
判
明
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ハ
本
修
正
案
ニ
賛
成
ヲ
表
ス
ニ
障
踏
セ
サ
ル
可
キ
モ
寓
一
社
会
ニ
向
ツ
テ
其
事
理
ヲ
分
明
ニ
貫
徹
セ
シ
ム
ル
能
ハ
サ

ル
ノ
虞
憧
ア
リ
ト
セ
ハ
寧
ロ
修
正
案
ノ
旨
趣
ヲ
顛
倒
シ
民
法
中
ニ
ハ
園
家
ノ
責
任
ヲ
定
メ
ス
而
シ
テ
各
特
別
法
ヲ
以
テ
其
責
任
ア
ル
場
合
ヲ

明
示
ス
可
キ
旨
ヲ
掲
記
ス
ル
ニ
止
ム
ル
ノ
優
レ
ル
ニ
若
カ
サ
ル
可
シ
ト
思
考
ス
」

こ
の
よ
う
に
西
委
員
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
賠
償
責
任
が
免
除
さ
れ
る
の
は
、
裁
判
官
お
よ
び
検
事
の
職
務
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
他
の
職

務
の
場
合
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
民
法
の
条
文
と
し
て
は
、
特
別
法
に
よ
っ
て
国
家
の
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
旨
を
規

定
す
る
に
留
め
た
方
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
松
岡
委
員
は
、
「
第
一
国
家
ト
ハ
上
大
政
府
ヨ
リ
省
府
牒
郡
ノ
如
キ
無
形
人
ヲ
線
稽
ス
自
治
ノ
固
結
亦
同
シ
」
と
し
て
、
次
の

(
ぬ
)

よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。

国家賠償責任と法律不遡及の原則

「
人
民
ノ
身
程
財
産
上
ニ
付
キ
有
ス
ル
所
ノ
権
利
ハ
園
家
ノ
保
護
ス
ヘ
キ
所
之
ヲ
換
言
ス
レ
ハ
園
家
ト
ハ
此
等
ヲ
保
護
ス
ル
局
メ
ニ
設
ク

ル
所
ノ
機
関
ナ
リ
故
ニ
立
法
上
ニ
在
テ
モ
法
律
ヲ
既
往
ニ
遡
及
セ
シ
メ
テ
既
得
ノ
権
利
ヲ
損
害
ス
ル
コ
ト
ハ
不
正
無
道
タ
リ
況
ン
ヤ
行
政
上

ニ
於
テ
其
権
利
ヲ
損
傷
ス
ル
ヲ
ヤ
」

こ
の
よ
う
に
松
岡
委
員
は
、
国
家
と
は
「
人
民
」
の
権
利
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
、
ま
さ
に
今
村
報
告
委
員
と
同
様
の
論
拠

に
よ
り
、
国
家
の
自
己
責
任
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
、
「
園
家
ノ
行
局
ト
ハ
主
ト
シ
テ
行
政
上
ノ
底
分
ヲ
指
ス
」
「
立
法
、
裁
判
ニ
因
ル
モ
ノ

(ω) 

ハ
別
論
に
譲
ル
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。
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「
園
家
ノ
行
矯
ト
ハ
行
政
上
ノ
官
吏
ニ
依
テ
生
ス
ル
運
鶏
ニ
シ
テ
立
法
上
ノ
事
一
ハ
此
ノ
外
ナ
リ
立
法
上
ノ
事
ハ
民
事
上
ノ
責
ニ
任
セ
ス
故

ニ
君
主
又
ハ
行
政
長
官
ニ
法
律
上
ヨ
リ
委
任
セ
シ
範
圏
内
ニ
於
テ
一
般
ノ
規
則
ヲ
設
ク
ル
ト
キ
ハ
其
規
則
仮
令
法
律
ニ
背
違
ス
ル
コ
ト
ア
ル



説

ト
モ
民
事
上
ノ
攻
撃
ハ
之
ヲ
許
サ
ス
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
改
正
ス
ル
歎
或
ハ
議
院
弾
劾
ノ
法
ニ
依
リ
之
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
ノ
外
ナ
シ
」

吾"H岡

こ
の
よ
う
に
松
岡
委
員
は
、
国
家
の
行
為
と
は
官
吏
の
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
か
か
る
官
吏
の
行
為
の
う
ち
、
立
法
行
為
は
民
事
上
の
責

任
を
生
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
範
囲
内
に
お
い
て
行
政
規
則
を
定
め
た
場
合
も
、
た
と
え
当
該
規
則
が
法
律
に

違
反
し
て
い
て
も
、
民
事
責
任
の
追
及
は
で
き
な
い
と
す
る
。
松
岡
委
員
は
、
こ
の
よ
う
に
広
い
意
味
の
立
法
行
為
(
お
よ
び
司
法
行
為
)

を
除
外
し
た
後
、
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
「
第
二
国
家
ノ
行
矯
中
左
ノ
直
別
ア
リ
」
と
し
て
、
「
甲
法
律
ノ
命
ス
ル
所
許
ス
所
ニ

(
H
U
)
 

管
業
的
ノ
性
質
ニ
係
ル
モ
ノ
」
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。

従
ヒ
タ
ル
モ
ノ
」
「
乙

契
約
二
依
ル
モ
ノ
」
「
丙

「
由
是
園
家
ノ
機
関
即
官
吏
ニ
依
テ
運
矯
ス
ル
中
ニ
於
テ
立
法
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ヘ
ク
更
ニ
第
二
ノ
甲
ニ
於
テ
モ
亦
猶
些
少
ノ
直
別

ア
リ
一
ハ
一
般
又
ハ
一
部
ニ
封
ス
ル
命
令
二
ハ
一
人
ニ
々
々
々
封
ス
ル
命
令
是
ナ
リ
」

「
此
二
↑
ノ
モ
ノ
ハ
法
律
ノ
命
ス
ル
所
許
ス
所
ニ
出
ツ
ル
モ
其
命
令
行
矯
知
シ
法
律
ノ
意
ニ
違
背
ス
レ
ハ
立
法
権
ニ
依
リ
規
則
ヲ
制
セ
シ

モ
ノ
ト
問
視
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」

「
一
ノ
例
官
吏
ノ
其
物
ニ
封
シ
租
税
ヲ
徴
収
ス
ル
ハ
法
律
ノ
命
ス
ル
所
ナ
レ
ハ
官
吏
ハ
徴
収
ス
ル
ノ
権
利
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
義
務
ア
ル
ナ

リ
然
レ
ト
モ
之
ヲ
徴
収
ス
ル
ニ
一
般
ノ
命
令
ヲ
矯
シ
恋
ニ
期
節
ヲ
繰
上
ケ
或
ハ
多
能
ノ
額
ヲ
徴
収
ス
レ
ハ
民
事
上
ノ
責
ヲ
免
カ
レ
ス
」

「
第
二
ノ
乙
ノ
場
合
ハ
官
吏
政
府
ノ
事
ノ
矯
ニ
ス
ル
モ
貰
買
貸
借
ノ
如
キ
本
質
契
約
上
ニ
成
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
始
メ
ヨ
リ
民
法
ノ
管
轄
タ
リ
」

「
丙
ノ
場
合
即
チ
鍛
道
運
輸
ノ
業
郵
電
通
信
ノ
業
ノ
知
キ
代
償
物
ニ
暦
シ
テ
矯
ス
所
ノ
モ
ノ
ハ
明
約
ア
ル
ノ
外
ハ
固
ヨ
リ
民
法
ノ
規
定
ニ

服
従
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」

一
般
に
対
す
る
も
の
と
個
人

こ
の
よ
う
に
松
岡
委
員
は
、
国
家
の
行
為
H
官
吏
の
行
為
の
う
ち
、
法
律
に
も
と
づ
く
命
令
に
つ
い
て
は
、

に
対
す
る
も
の
を
区
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
民
事
上
の
責
任
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
契
約
上
の
行
為
お
よ
び
営
業
的
行
為
に
つ
い
て
は
、

当
然
に
民
法
の
適
用
を
受
け
る
と
す
る
。
さ
ら
に
松
岡
委
員
は
、
「
第
三
賠
償
ノ
責
ニ
任
ス
ヘ
キ
場
合
ノ
直
分
」
と
し
て
、
「
甲
ノ
場
合
ハ
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法
律
ニ
違
反
シ
タ
ル
所
矯
即
過
失
越
権
ニ
係
ル
ト
キ
」
「
乙

(
必
)

を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。

契
約
二
反
背
シ
タ
ル
ト
キ
」
「
内

所
矯
ニ
因
テ
損
害
ヲ
匿
起
シ
タ
ル
ト
キ
」

「
第
三
純
粋
行
政
ノ
行
矯
ニ
依
リ
賠
償
ノ
責
ニ
任
ス
ル
ニ
付
キ
第
二
ノ
甲
ノ
場
合
ハ
第
一
其
行
矯
ハ
必
法
律
ニ
反
背
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
傑
件

ト
若
シ
法
律
ヨ
リ
生
ス
ル
自
然
結
果
ニ
シ
テ
官
吏
ニ
過
失
越
権
ノ
貼
ナ
キ
ト
キ
ハ
何
等
ノ
損
害
ア
ル
モ
顧
ル
ニ
足
ラ
ス
第
二
必
人
民
ノ
既
得

ノ
権
利
ナ
ル
ヲ
要
ス
荷
モ
法
律
上
ニ
得
タ
ル
正
当
ナ
ル
既
得
ノ
擢
利
ニ
非
サ
レ
ハ
侵
犯
セ
シ
モ
ノ
ト
ハ
謂
フ
ヘ
カ
ラ
ス
」

「
第
三
ブ
乙
丙
ハ
純
然
民
事
上
ノ
法
律
ニ
依
ル
ノ
ミ
疑
義
ヲ
容
ル
ヘ
キ
所
ナ
シ
」

こ
の
よ
う
に
松
岡
委
員
は
、
純
粋
行
政
行
為
に
つ
い
て
は
、
官
吏
に
過
失
越
権
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
賠
償
責
任
が
生
じ
る
と
し
、
契
約

違
反
お
よ
び
所
為
に
よ
る
損
害
(
純
粋
な
不
法
行
為
)
に
つ
い
て
は
、
当
然
に
民
法
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
。
最
後
に
松
岡
委
員
は
、
「
第

(
幻
)

賠
償
ノ
責
ニ
任
ス
ヘ
キ
主
者
ノ
直
別
」
と
し
て
、
「
園
庫
」
「
官
吏
」
「
受
利
者
」
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

四

国家賠償責任と法律不遡及の原則

「
第
四
賠
償
ノ
責
ニ
任
ス
ル
ニ
一
二
三
ノ
直
別
ア
リ
又
相
連
絡
ス
ル
モ
前
後
ノ
順
序
ア
ル
ア
リ
」

「
此
ニ
一
事
ア
リ
官
吏
過
テ
甲
者
ヲ
損
シ
乙
者
ヲ
益
セ
シ
ト
キ
ハ
甲
ハ
乙
ヨ
リ
不
嘗
ニ
得
タ
ル
利
益
ヲ
取
戻
ス
ノ
ミ
仮
令
乙
者
資
力
足
ラ

ス
或
ハ
他
ノ
事
情
ニ
依
リ
甲
者
ヲ
満
足
セ
シ
メ
サ
ル
第
二
ノ
責
ハ
官
吏
ニ
止
テ
官
庫
ハ
之
ニ
輿
カ
ラ
ス
」

「
官
吏
ノ
過
失
ニ
依
リ
直
一
一
一
人
ニ
不
正
ノ
損
害
ヲ
被
ラ
シ
メ
而
シ
テ
官
吏
死
亡
シ
償
フ
能
ハ
サ
ル
場
合
ハ
国
庫
第
二
ノ
義
務
者
タ
ル
場

合
ナ
リ
例
へ
ハ
検
事
不
正
ニ
人
ヲ
勾
留
監
禁
セ
シ
ト
キ
ノ
知
シ
」

「
官
吏
ヲ
措
キ
直
ニ
園
庫
其
責
ニ
嘗
ル
ヘ
キ
場
合
ア
リ
例
ヘ
ハ
官
設
銭
道
ノ
貨
物
車
構
造
ノ
不
良
ニ
依
リ
商
品
ヲ
段
壊
セ
シ
ト
キ
ノ
如
シ
」

こ
の
よ
う
に
松
岡
委
員
は
、
官
吏
の
過
失
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
、
受
利
者
が
あ
る
場
合
は
、
受
利
者
が
第
一
次
的
責
任
を
負
い
、
官
吏

が
第
二
次
的
責
任
を
負
う
が
、
国
家
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
受
利
者
が
い
な
い
場
合
は
、
官
吏
が
責
任
を
負
う
が
、

当
該
官
吏
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
国
家
が
第
二
次
的
な
責
任
を
負
う
。
さ
ら
に
松
岡
委
員
は
、
国
家
が
直
接
に
賠
償
責
任
を
負
う
例
と
し
て
、
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説

官
設
鉄
道
の
貨
物
車
の
構
造
不
良
に
よ
り
商
品
が
損
壊
し
た
場
合
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
は
営
業
的
行
為
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る。
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論

松
岡
委
員
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
国
家
行
為
の
性
質
に
よ
る
分
類
、
賠
償
責
任
を
生
ず
る
場
合
の
分
類
、
賠
償
責
任
を
負
う
者
の
分
類
を

(
H
H
)
 

お
こ
な
っ
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
傍
点
・
原
文
)
。

「
以
上
略
畢
セ
シ
如
ク
園
庫
責
任
ノ
事
ハ
大
ニ
匪
別
ヲ
要
ス
ヘ
ク
決
シ
テ
一
語
一
候
ノ
蓋
ス
ヘ
キ
ニ
非
ラ
ス
今
草
案
ノ
意
ハ
贋
キ
ニ
似
テ

反
テ
狭
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
属
員
ノ
語
ハ
専
決
権
ナ
キ
コ
ト
ヲ
表
セ
リ
若
シ
民
事
ノ
責
ニ
任
ス
ヘ
キ
事
ニ
在
テ
ハ
畳
属
員
ノ
行
矯
ニ
止
マ
ラ
ン
乎

長
官
自
ラ
ノ
行
矯
ニ
在
ル
モ
同
一
ナ
リ
之
ニ
反
シ
テ
太
タ
贋
キ
ノ
失
モ
ア
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
其
行
矯
ハ
委
任
ノ
事
ニ
非
サ
ル
モ
委
任
ノ
事
ヲ
行

。。

フ
ニ
際
シ
他
事
ニ
依
リ
損
害
ヲ
矯
ス
モ
濁
園
庫
ニ
責
ヲ
蹄
ス
此
所
謂
己
甚
キ
モ
ノ
ヲ
責
ル
ナ
リ
(
際
ト
ハ
時
ヲ
指
ス
ニ
止
ラ
ス
他
事
ニ
及
フ

コ
ト
原
注
ニ
見
ユ
)
」

「
要
ス
ル
ニ
民
法
中
故
ラ
ニ
働
法
ニ
駕
ノ
官
府
ヲ
人
民
ニ
同
視
ス
ル
文
意
ヲ
挿
入
セ
シ
ハ
非
ナ
リ
寧
ロ
例
法
ノ
如
ク
明
言
ヲ
矯
サ
ス
一
々

法
挙
上
ノ
問
題
ト
矯
シ
事
実
ノ
ミ
ニ
適
用
ス
ル
コ
ト
ハ
裁
判
官
ノ
識
断
ニ
委
ス
ヘ
シ
」

こ
の
よ
う
に
松
岡
委
員
は
、
問
題
が
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
草
案
の
「
公
私
ノ
事
務
所
」
だ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
属
員
」
と
い

う
文
言
は
、
決
定
権
の
な
い
者
だ
け
を
指
し
て
い
る
点
で
狭
す
ぎ
る
し
、
「
之
ニ
委
託
シ
タ
ル
職
掌
ノ
報
行
中
若
ク
ハ
其
際
ニ
」
と
い
う
文

言
は
、
他
事
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
場
合
を
含
む
点
で
広
す
ぎ
る
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
国
家
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン

ス
法
に
な
ら
っ
て
明
文
の
規
定
を
置
か
ず
、
裁
判
官
の
判
断
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
「
民
法
編
纂
ニ
閥
ス
ル
諸
意
見
並
雑
書
」
中
に
収
め
ら
れ
た
文
書
に

よ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
今
村
修
正
案
は
採
択
さ
れ
ず
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
草
案
の
う
ち
、
「
公
私
ノ
事
務
所
」
を
「
綿
テ
ノ
委
托
者
」
と

し
、
「
属
員
」
を
「
受
任
者
」
と
改
め
る
案
が
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
質
上
、
松
岡
委
員
の
意
見
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
り
、



最
終
的
に
公
布
さ
れ
た
旧
民
法
財
産
編
三
七
三
条
と
同
じ
文
言
で
あ
っ
た
。
そ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
(
傍
線
・

(
必
)

奥
田
)
。
「
民
法
報
告
委
員
ニ
於
テ
ハ
本
候
ノ
『
公
私
ノ
事
務
所
』
ヲ
削
リ
『
線
テ
ノ
委
托
者
』
ト
改
メ
『
属
員
』
ヲ
削
リ
『
授
任
者
」
(
受
任
者
の

誤
り
か
?
・
奥
田
注
)
ト
改
メ
公
私
ノ
事
務
所
ノ
責
任
ア
ル
コ
ト
ヲ
明
言
セ
ス
単
ニ
法
理
上
委
托
者
ハ
授
任
者
ノ
授
任
ノ
職
務
ニ
付
キ
責
任

ア
ル
コ
ト
ヲ
規
定
シ
テ
足
レ
リ
ト
思
考
ス
即
チ
御
園
民
法
ノ
規
定
ニ
因
レ
ル
ナ
リ
該
法
第
千
三
一
百
八
十
四
候
第
三
項
ニ
日
ク
(
主
人
及
ヒ
委

托
者
ハ
雇
人
及
ヒ
受
任
者
カ
其
受
任
ノ
職
務
ヲ
行
フ
矯
メ
加
へ
タ
ル
損
害
ニ
付
キ
其
責
ニ
任
ス
)
右
ノ
如
ク
本
燦
ヲ
修
正
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
政

府
官
醸
ノ
責
任
ニ
開
ス
ル
問
題
ハ
直
接
ニ
断
定
セ
ス
然
レ
ト
モ
政
府
官
鷹
カ
官
吏
属
員
ニ
封
シ
委
托
者
タ
ル
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
場
合
ニ
於
テ

ハ
官
吏
属
員
ノ
過
失
ノ
責
ニ
任
ス
是
レ
白
耳
義
新
法
ノ
規
定
ス
ル
所
ナ
リ
而
テ
州
側
判
川
城
創
刊
引
制
列
耐
刷
割
劇
別
劃
制
割
判
州
刑
到
パ
剛

題
ハ
事
責
ノ
問
題
ト
シ
テ
司
法
官
ノ
判
断
ニ
委
ス
」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
旧
民
法
の
起
草
者
は
、

国家賠償責任と法律不遡及の原則

一
定
の
場
合
に
は
国
家
の
賠
償
責
任
を
認
め
る
が
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
国
家
無
答
責
の
法
理

い
か
な
る
場
合
に
民
法
を
適
用
し
て
、
国
家
の
賠
償
責
任
を
認
め
る
か
は
、
裁
判
官
の
判
断
に
委

ね
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
草
案
の
よ
う
に
、
民
法
の
適
用
を
全
面
的
に
認
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
今
村
修
正
案
の

よ
う
に
、
民
法
の
適
用
を
原
則
と
し
て
、
特
別
法
に
よ
る
免
責
を
例
外
と
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
か
よ
う
な
原
則
と
例
外
と
い
う
区
別
は
廃

を
認
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

止
す
る
が
、

一
定
の
範
囲
で
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
認
め
る
の
が
起
草
者
の
意
図
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
起
草
者
は
、
完
全
に
民
法
の
適
用
・
不
適
用
を
裁
判
官
の
判
断
に
委
ね
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
松
岡
委
員
は
、
官
設
鉄
道
の
貨
物
車
の
構
造
不
良
に
よ
り
商
品
が
損
壊
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
営
業
行
為
に
よ
る
損
害
に
つ
い

て
は
、
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
た
し
、
個
人
に
対
す
る
命
令
行
為
に
つ
い
て
は
、
官
吏
の
民
事
責
任
を
認
め
た
う
え
で
、
国
を
第
三
次
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的
な
責
任
者
と
し
て
い
た
。



説

一
方
、
今
村
報
告
委
員
は
、
純
然
た
る
行
法
者
に
つ
い
て
、
官
吏
の
責
任
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
人
選
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
国

北法52(1・28)28

ラム
員同

家
の
間
接
責
任
を
認
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
「
尋
常
財
産
上
ノ
事
」
「
尋
常
財
産
上
ニ
非
サ
ル
コ
ト
」
「
官
設
工
事
」
「
警
察
衛
生
及
ヒ
兵
卒
」

「
租
税
徴
収
」
「
官
ノ
工
業
」
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
間
接
責
任
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
認
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
尋
常
行
政
」
に
つ
い
て
は
、

学
説
上
争
い
が
あ
る
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
尋
常
行
政
」
は
、
国
権
(
行
政
の
原
力
)
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、
国
権
と
は
人
民

の
権
利
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
国
家
の
自
己
責
任
を
否
定
し
た
の

と
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
間
接
責
任
を
も
否
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
井
上
毅
と
思
わ
れ
る
井
上
報
告
委
員
は
、
今
村
報
告
委
員
の
意
見
に
同
調
し
て
い
た
が
、
旧
民
法
公
布
の
翌
年
(
明
治
二
四
年
)

に
、
井
上
毅
は
、
こ
の
「
尋
常
行
政
」
に
つ
い
て
国
家
の
賠
償
責
任
を
否
定
す
る
見
解
を
支
持
す
る
内
容
の
意
見
を
『
国
家
学
会
雑
誌
』
に

掲
載
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
井
上
毅
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
草
案
お
よ
び
注
釈
を
引
用
し
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ド
イ

(
必
)

ツ
・
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
米
国
の
判
例
学
説
と
異
な
る
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。

「
以
上
ノ
例
誼
ト
準
説
ト
ニ
徴
ス
レ
ハ
欧
米
諸
問
ニ
於
テ
行
政
権
ノ
原
力
ヲ
執
行
セ
ン
カ
矯
メ
職
権
ア
ル
官
吏
ノ
賓
行
シ
タ
ル
事
件
ニ
付

テ
ハ
設
令
一
個
人
ノ
権
利
ヲ
段
損
シ
若
ク
ハ
利
益
ヲ
侵
害
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
園
ハ
其
ノ
慮
分
ヲ
更
生
ス
ル
ニ
止
リ
損
害
賠
償
ノ
責
ニ
任
セ
ス

唯
貰
買
、
賃
貸
ノ
如
キ
私
権
上
ノ
行
矯
ニ
属
ス
ル
ト
キ
若
ク
ハ
餓
道
、
郵
便
、
電
信
ノ
如
キ
特
ニ
係
例
ヲ
以
テ
損
害
ヲ
櫓
保
シ
タ
ル
場
合
ニ

非
サ
レ
ハ
其
責
ニ
任
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
」

「
職
権
ア
ル
官
吏
カ
行
政
権
ノ
原
力
ヲ
執
行
セ
ン
カ
矯
メ
施
行
シ
タ
ル
事
件
ニ
シ
テ
人
民
ノ
権
利
ヲ
段
損
シ
若
ク
ハ
利
益
ヲ
侵
害
シ
タ
ル

ト
キ
私
権
上
ノ
所
鴬
ト
等
シ
ク
民
法
上
ノ
原
則
ヲ
適
用
シ
テ
政
府
其
ノ
損
害
賠
償
ノ
責
ニ
任
ス
ヘ
シ
ド
セ
ハ
社
舎
ノ
活
動
ニ
従
ヒ
公
共
ノ
安

寧
ヲ
保
持
シ
人
民
ノ
幸
福
ヲ
増
進
セ
ン
カ
矯
メ
便
宜
経
理
ヲ
矯
サ
、
ル
可
カ
ラ
サ
ル
行
政
機
関
ハ
矯
ニ
其
ノ
運
縛
ヲ
障
擬
セ
ラ
レ
危
険
ナ
ル

効
果
ヲ
呈
出
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
、
現
行
民
法
ニ
ハ
此
ノ
侠
ナ
シ
」



こ
の
よ
う
に
井
上
毅
は
、
行
政
権
の
原
力
を
執
行
す
る
場
合
と
私
権
上
の
行
為
を
区
別
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
民
法
不
適
用
、
後
者
に

つ
い
て
は
民
法
適
用
と
い
う
基
準
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
法
不
適
用
の
理
由
と
し
て
は
、
か
か
る
行
政
権
の
執
行
が
「
人
民
」
の
幸

福
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
井
上
毅
の
意
見
は
、
は
た
し
て
法
律
取
調
委
員
会
全
体
の
意
見
で
あ
っ
た
の
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
し
、
固
家
行
為
の
多
様

性
を
考
え
れ
ば
、
か
よ
う
な
基
準
だ
け
で
は
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
行
為
の
性
質
な
ど
に
よ
っ
て
、
民
法
の
適
用
・

不
適
用
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
一
定
の
範
囲
で
は
、
民
法
の
適
用
が
否
定
さ
れ
て
、
国
家
の
賠
償
責
任
を
生
じ
な
い
こ
と
、

す
な
わ
ち
国
家
無
答
責
の
法
理
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
旧
民
法
の
起
草
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
古
川

論
文
の
よ
う
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
置
か
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
国
家
無
答
責
の
法
理
が
も
っ
ぱ
ら
判
例
学
説
に
よ
っ

て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

3 

現
行
民
法
七
一
五
条

国家賠償責任と法律不遡及の原則

一
定
の
範
囲
で
は
国
家
無
答
責
の
法
理
を
認
め
て
い
な
が
ら
、
あ
え
て
明
文
の
規
定
を
置
か
な

以
上
の
よ
う
に
、
旧
民
法
の
起
草
者
は
、

か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
議
論
は
、
現
行
民
法
の
起
草
の
際
に
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
二
八
年
一

O
月
四
日
の
「
第

百
二
十
団
法
典
調
査
曾
議
事
速
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
現
行
民
法
七
一
五
条
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
文
言
の
草
案
七
二
二
一
条
の
審
議
に
お
い
て
、
穂

(
幻
)

積
八
束
は
、
次
の
よ
う
な
質
問
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

北法52(1.29)29

「
此
燦
ノ
適
用
ニ
付
テ
簡
車
ニ
伺
ヒ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
此
使
用
人
ト
使
用
者
ニ
代
リ
テ
監
督
ス
ル
人
ト
ノ
閥
係
ノ
規
則
ト
云
フ
者
ハ

政
府
ト
政
府
ノ
使
ウ
所
ノ
官
吏
其
他
ノ
使
用
人
ニ
モ
此
原
則
ガ
嘗
ル
ト
云
フ
御
考
ヘ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
確
カ
メ
テ
置
キ



説

タ
イ
勿
論
民
法
ト
云
フ
者
ハ
一
己
人
相
互
ノ
関
係
パ
カ
リ
デ
政
府
ト
一
己
人
ト
ノ
閥
係
ニ
付
テ
ハ
別
ニ
規
定
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
全
ク
一
万

両
断
ニ
言
ヘ
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
レ
パ
疑
ノ
ナ
イ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
或
ハ
解
穆
次
第
一
ア
政
府
ト
一
己
人
ト
ノ
間
デ
モ
政
府
ヲ
法
人
ト
見
レ

論

パ
矢
張
リ
民
法
ノ
規
則
ヲ
適
用
サ
レ
ル
ト
云
フ
議
論
モ
出
来
ヤ
ウ
ト
思
フ
若
シ
其
様
ナ
コ
ト
ヲ
言
ヒ
マ
ス
ト
此
規
則
杯
ガ
果
、
ン
テ
政
府
ガ
一

己
人
ニ
封
シ
テ
其
使
用
人
ノ
不
法
ナ
ル
行
矯
ニ
依
テ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
政
府
ガ
被
害
者
ニ
封
シ
テ
責
任
ヲ
負
フ
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
コ
ト
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ガ
必
ズ
問
題
ニ
ナ
ル
ト
思
フ
尤
モ
政
府
ノ
使
用
人
ト
言
ヒ
マ
シ
テ
モ
色
々
種
類
ガ
ア
リ
マ
ス
警
察
官
其
他
ノ
者
モ
ア
リ
マ
セ
ウ
色
々
ナ
ル
閥

係
モ
ア
リ
マ
セ
ウ
ガ
ソ
レ
等
ノ
委
シ
イ
所
迄
考
ヘ
テ
質
問
ヲ
ス
ル
ノ
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
ガ
一
寸
其
貼
ヲ
御
尋
ネ
シ
タ
イ
」

す
な
わ
ち
、
穂
積
八
束
は
、
民
法
の
使
用
者
責
任
に
関
す
る
規
定
が
官
吏
の
行
為
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
、
政
府
が
個
人
の
損
害
を
賠
償

(
必
)

す
る
責
任
を
負
う
の
か
否
か
を
質
問
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
穂
積
陳
重
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。

「
本
候
ニ
付
テ
第
一
ニ
ハ
政
府
ノ
官
吏
ガ
其
職
務
ヲ
行
フ
ニ
際
シ
テ
第
三
者
ニ
加
ヘ
タ
損
害
賠
償
ニ
之
ガ
嘗
ル
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
第

一
ノ
御
質
問
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ソ
レ
ニ
封
シ
マ
シ
テ
ハ
一
ノ
明
文
ガ
ア
リ
マ
セ
ネ
パ
固
ヨ
リ
政
府
ノ
事
業
ト
擁
モ
私
法
的
関
係
ニ
付
キ
マ
シ
テ

ハ
本
案
ハ
嘗
ラ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
カ
ラ
他
ニ
特
別
法
ガ
ナ
イ
場
合
ニ
於
テ
ハ
本
案
ハ
首
ル
ト
御
答
ヘ
シ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
ガ
併
シ

本
案
ガ
首
ル
ガ
良
イ
カ
悪
イ
カ
ハ
第
二
ノ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
此
案
ヲ
立
テ
マ
ス
ト
キ
ニ
モ
政
府
ノ
官
吏
ガ
其
職
務
執
行
ニ
付
テ
過
失
ガ
ア

ツ
タ
ト
キ
ニ
ハ
其
責
ニ
任
ズ
ル
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
箇
燦
ヲ
置
カ
ウ
カ
ト
思
ヒ
マ
シ
タ
ガ
併
シ
之
ヲ
民
法
ニ
置
キ
マ
ス
ノ
ハ
不
適
嘗
ノ
場
所
デ
ア

ル
ト
考
ヘ
マ
ス
」

ま
ず
穂
積
陳
重
は
、
政
府
の
事
業
と
い
え
ど
も
、
「
私
法
的
関
係
」
に
つ
い
て
は
、
特
別
法
が
な
け
れ
ば
、
本
条
が
適
用
さ
れ
る
と
答
え

て
い
る
。
こ
れ
は
、
穂
積
八
束
が
「
色
々
ナ
ル
関
係
モ
ア
リ
マ
セ
ウ
ガ
ソ
レ
等
ノ
委
シ
イ
所
迄
考
ヘ
テ
質
問
ヲ
ス
ル
ノ
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
」

と
断
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
関
係
を
区
別
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
答
え
ら
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
穂
積

陳
重
は
、
さ
ら
に
官
吏
の
職
務
執
行
の
際
に
過
失
が
あ
っ
た
と
き
に
責
任
を
負
わ
せ
る
か
否
か
を
規
定
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
こ
れ
を
民



法
に
置
く
こ
と
は
不
適
当
と
判
断
し
た
旨
を
答
え
て
い
る
。

こ
の
回
答
に
対
し
て
、
横
田
園
臣
お
よ
び
都
築
聾
六
か
ら
再
度
の
質
問
が
あ
っ
た
が
、
か
え
っ
て
混
乱
を
招
い
た
の
か
、
高
木
豊
三
は
、

(ω) 

次
の
よ
う
な
質
問
を
お
こ
な
っ
て
い
る
(
傍
線
・
奥
田
)
。

「
私
ハ
此
傑
ハ
全
ク
疑
問
ハ
ナ
イ
積
リ
デ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
色
々
御
質
問
ガ
出
マ
シ
テ
穂
積
君
ノ
御
説
明
ヲ
承
ハ
リ
マ
シ
タ
ガ
今
ノ
御
答
ニ

依
ル
ト
政
府
ト
官
吏
ト
メ
間
ノ
閥
係
即
チ
官
吏
ノ
過
失
行
震
ハ
政
府
ガ
代
ツ
テ
賠
償
ス
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
問
題
モ
本
候
ニ
含
ム
カ
ノ
如
キ

御
答
ニ
ナ
ツ
タ
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
私
ハ
サ
ウ
ハ
解
シ
兼
ル
穂
積
君
ノ
御
答
ヘ
デ
ハ
政
府
ガ
自
ラ
若
シ
民
法
デ
所
謁
使
用
人
ヲ
使
ツ
テ
事
業

デ
モ
ヤ
ツ
テ
居
ル
ト
キ
ハ
即
チ
監
督
者
ト
云
ブ
者
ガ
請
負
人
ノ
取
締
ト
カ
何
ン
ト
カ
云
フ
者
ガ
負
フ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
ト
解
シ
テ
居
ツ
タ
ノ
デ

ア
リ
マ
ス
ガ
若
シ
サ
ウ
デ
ナ
ク
シ
テ
政
府
ノ
官
吏
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
職
務
執
行
ニ
付
テ
第
三
者
即
チ
人
民
一
一
封
シ
テ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
場
合
ニ
此

原
則
ニ
依
テ
政
府
ガ
其
賠
償
ノ
責
ニ
任
ズ
ル
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
斯
ウ
云
フ
問
題
ヲ
此
保
デ
暗
ニ
極
メ
タ
モ
ノ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
ル
ナ
ラ
パ
私
共

ノ
解
稼
シ
テ
居
ル
モ
ノ
ト
ハ
大
壁
趣
意
ガ
違
ヒ
マ
ス
ノ
デ
其
問
題
ナ
ラ
パ
大
ニ
是
ハ
論
ズ
ベ
キ
事
モ
ア
リ
研
究
ス
ベ
キ
コ
ト
モ
ア
ラ
ウ
ト
思

フ」

国家賠償責任と法律不遡及の原則

こ
れ
に
対
し
て
、
穂
積
陳
重
お
よ
び
梅
謙
次
郎
か
ら
少
し
的
外
れ
の
回
答
が
あ
っ
た
の
で
、
高
木
豊
一
一
一
は
、
横
田
園
臣
の
助
け
船
を
得
て
、

(
日
)

(
傍
線
・
奥
田
)
。

再
び
次
の
よ
う
な
質
問
を
お
こ
な
っ
て
い
る

「
私
ノ
言
ヒ
マ
シ
タ
ノ
モ
圏
ト
云
フ
法
人
ガ
民
法
上
ノ
事
業
ノ
閥
係
ニ
付
テ
此
候
ガ
嘗
ル
カ
雷
ラ
ヌ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
無
論
嘗
ル
ト

云
フ
コ
ト
ハ
一
騎
ノ
疑
ヒ
ガ
ナ
イ
只
私
ノ
先
刻
申
シ
タ
官
吏
ガ
職
務
ヲ
行
フ
ニ
際
シ
テ
私
法
上
ノ
関
係
デ
ナ
ク
シ
テ
公
権
ノ
作
用
ト
言
ヒ
マ

ス
カ
詰
リ
裁
判
官
ガ
裁
判
ヲ
ス
ル
警
察
官
ガ
人
ヲ
捕
ヘ
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
モ
之
ニ
嘗
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ニ
聞
エ
テ
ハ
甚
ダ
困
ル
若

北法52(1・31)31

シ
サ
ウ
云
フ
問
題
ガ
之
ニ
龍
ツ
テ
居
ル
ナ
ラ
パ
大
問
題
ダ
ト
云
フ
ノ
テ
ア
リ
マ
シ
テ
勿
論
裁
判
官
ト
警
察
官
計
リ
デ
ナ
イ
地
方
官
ノ
如
キ
モ

矢
張
リ
人
民
ニ
封
シ
テ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
場
合
モ
此
燦
ノ
適
用
ガ
ア
ル
カ
ト
云
ブ
ト
ソ
レ
等
ノ
場
合
ニ
ハ
適
用
ス
ル
コ
ト
ガ
出



説

来
ヌ
即
チ
特
別
法
ヲ
以
テ
定
メ
ル
民
法
ニ
ハ
之
ヲ
見
テ
居
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ノ
起
草
者
ノ
御
説
明
ヲ
願
ツ
テ
置
キ
タ
イ
サ
ウ
デ
ナ
イ
ト
牒
令

ガ
斯
ウ
云
フ
コ
ト
ヲ
シ
テ
人
民
ガ
損
害
ヲ
受
ケ
タ
此
傑
ニ
依
テ
ソ
レ
ハ
政
府
ノ
使
用
人
デ
ア
ル
カ
ラ
第
三
者
ニ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ナ
ラ
パ
罰
金

論

ヲ
出
セ
損
害
ヲ
出
セ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
ハ
困
ル
」

北法520・32)32

要
す
る
に
、
高
木
豊
三
は
、
「
民
法
上
ノ
事
業
ノ
関
係
」
な
い
し
「
私
法
上
ノ
関
係
」
で
は
な
く
「
公
権
ノ
作
用
」
の
場
合
に
も
、
本
条

の
適
用
が
あ
る
の
か
否
か
、
ま
た
特
別
法
に
よ
っ
て
定
め
る
内
容
は
何
か
、
と
い
う
質
問
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
穂
積
陳
重

(
引
)

(
傍
線
・
奥
田
)
。

は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る

「
斯
ウ
云
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
官
吏
ノ
職
務
執
行
ノ
場
合
ニ
是
レ
ガ
嘗
ル
ガ
宜
イ
ト
我
々
ハ
極
メ
テ
居
ラ
ヌ
ノ
デ
我
々
ガ
研
究
シ
テ
見
ル
ト

時
ト
シ
テ
ハ
民
法
ニ
書
イ
テ
居
ル
園
モ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
是
レ
モ
書
カ
ウ
カ
ト
思
フ
テ
相
談
シ
テ
見
マ
シ
タ
ガ
イ
ヅ
レ
特
別
法
ガ
出
来
ル
ダ
ラ

ウ
ト
思
ヒ
マ
シ
タ
カ
ラ
止
メ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
特
別
法
ガ
出
来
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
珠
想
シ
テ
是
デ
突
キ
通
ス
ト
云
フ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
若
シ
特
別

法
ガ
出
来
ナ
カ
ツ
タ
ラ
是
レ
ガ
ド
ウ
解
稽
サ
レ
ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
問
ハ
レ
マ
ス
カ
ラ
特
別
法
ガ
ナ
イ
以
上
ハ
例
ヘ
パ
軍
艦
ガ
一
己
人
ノ
商

貰
船
ト
衝
突
シ
テ
其
船
ヲ
沈
メ
タ
ト
カ
云
フ
サ
ウ
云
フ
様
ナ
場
合
ニ
賠
償
ヲ
求
メ
ル
ト
云
フ
ニ
ハ
此
係
ガ
雷
リ
ハ
シ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
御
相
談

ヲ
シ
タ
ノ
デ
特
別
法
ヲ
作
ラ
ナ
イ
デ
是
レ
デ
押
通
シ
テ
仕
舞
ウ
ト
云
フ
丈
ケ
ノ
決
心
ハ
我
々
三
人
共
ナ
カ
ツ
タ
ノ
デ
ア
ル
併
シ
若
シ
特
別
法

ガ
ナ
カ
ツ
タ
ラ
パ
是
レ
ガ
首
ル
ジ
ヤ
ラ
ウ
ト
云
フ
考
ヘ
ハ
三
人
共
持
ツ
テ
居
ル
」

こ
れ
に
対
し
て
、
高
木
豊
三
は
、
「
只
今
ノ
御
答
デ
能
ク
分
リ
マ
シ
タ
官
吏
ニ
封
シ
テ
賠
償
ヲ
求
メ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
御
書
キ
ニ
ナ
ラ
ウ

カ
ト
云
フ
コ
ト
デ
濁
逸
ノ
様
ニ
シ
ヤ
ウ
ト
云
フ
御
趣
意
デ
ア
リ
マ
ス
カ
」
と
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
穂
積
陳
重
は
「
サ
ウ
デ
ス
」
と
答
え
た
の

(
臼
)

で
、
高
木
豊
三
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

「
ソ
レ
ナ
ラ
パ
宜
イ
、
サ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
此
場
合
ハ
ド
ウ
カ
ト
言
ヘ
パ
或
事
業
ノ
矯
メ
ニ
他
人
ヲ
使
用
ス
ル
使
用
者
ト
被
用
人
ト
二
ツ
ア
ル

場
合
被
用
人
ガ
第
三
者
ニ
害
ヲ
加
ヘ
タ
ト
キ
ハ
如
何
ト
云
フ
問
題
ヲ
極
メ
テ
ア
ル
ト
思
フ
夫
故
官
吏
ガ
過
失
ニ
依
テ
人
民
ニ
損
害
ヲ
及
、
ボ
シ



タ
ト
キ
ハ
政
府
ガ
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
ノ
責
任
ガ
ア
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
問
題
ガ
起
ツ
タ
ノ
デ
ア
ル
ガ
巡
査
ガ
誤
ツ
テ
人
ヲ
縛
ツ
テ
損
害
ヲ
加

ヘ
タ
ト
云
フ
ノ
ニ
損
害
賠
償
ヲ
奥
ヘ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
ハ
大
壁
デ
ア
ル
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ハ
言
ハ
レ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
レ
パ

私
ハ
一
向
差
支
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」

す
な
わ
ち
、
特
別
法
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
本
条
の
適
用
が
あ
る
、
と
い
う
穂
積
陳
重
の
説
明
は
、
官
吏
の
賠
償
責
任
を
意
味
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
高
木
豊
三
が
「
濁
逸
ノ
様
」
と
い
う
の
は
、
官
吏
の
賠
償
責
任
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
(
当
時
の
草
案
八
二
三

(
日
)

条
)
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
趣
旨
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
高
木
豊
一
二
も
納
得
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
国
の
賠
償
責
任
が

私
法
的
関
係
に
つ
い
て
は
肯
定
さ
れ
る
が
、
「
公
権
ノ
作
用
」
に
つ
い
て
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
も
、
両
者
は
最
初
か
ら
一
致
し
て
い

(
弘
)

た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
旧
民
法
の
起
草
者
と
同
様
の
認
識
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
国
家
無
答
責
の

根
拠
に
つ
い
て
特
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
、
す
で
に
解
決
済
み
の
問
題
で
あ
り
、
見
解
の
対
立
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

、っ。

国家賠償責任と法律不遡及の原則l

4 

行
政
裁
判
法
二
ハ
条

一
定
範
囲
の
行
為
に
つ
い
て
、
民
法
の
適
用
を
否
定
し
、
ひ
い
て
は
国
の
賠
償
責
任
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
旧
民
法
お

よ
び
現
行
民
法
の
起
草
者
が
意
図
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
国
家
無
答
責
の
法
理
は
、
「
民
法
の
適
用
否
定
の
法
理
」
で

以
上
の
よ
う
に
、

あ
っ
た
と
二
Z

守
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
旧
民
法
と
同
じ
く
明
治
二
三
一
年
に
公
布
さ
れ
た
行
政
裁
判
法
一
六
条
お
よ
び
裁
判
所
構
成
法
二
六
条
の
立
法
経
緯
に
よ
れ
ば
、

国
家
無
答
責
の
法
理
は
、
固
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
裁
判
所
の
管
轄
を
否
定
す
る
「
管
轄
否
定
の
法
理
」
で
あ
っ
た
と
解

北法52(1・33)33



説

す
る
余
地
が
あ
る
。

そ三也
冊骨

こ
れ
ら
の
法
律
の
立
法
経
緯
は
、
民
法
の
場
合
ほ
ど
明
ら
か
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
草
案
の
変
遷
か
ら
起
草
者
の
意
思
を
推
測
す
る

し
か
な
い
が
、
関
連
の
文
書
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
「
行
政
裁
判
所
五
十

北法520・34)34

年
史
』
に
掲
載
さ
れ
た
行
政
裁
判
法
の
草
案
の
変
遷
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
(
日
)

ま
ず
明
治
一
七
年
の
ロ
エ
ス
ラ
l
の
草
案
一
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

第
四

行
政
訴
訟
ハ
特
ニ
左
ノ
事
件
ニ
付
キ
之
ヲ
矯
ス
コ
ト
ヲ
得

政
府
ト
官
有
物
買
受
人
又
ハ
政
府
ト
公
業
受
負
人
ト
ノ
契
約
二
付
テ
起
ル
争
訟
及
ヒ
国
債
其
他
行
政
上
ニ
於
テ
起
ル
政
府
ト
ノ

第
二
二
傑

争
訟
但
民
事
裁
判
ヲ
仰
ク
ヘ
キ
特
約
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

第
六
土
地
買
上
其
他
法
律
上
政
府
ニ
於
テ
損
害
賠
償
ノ
義
務
ヲ
負
捨
ス
ル
鹿
分
ニ
付
キ
政
府
ニ
釘
ス
ル
損
害
要
償

行
政
上
ノ
虚
置
又
ハ
公
業
ノ
賓
施
及
管
理
ニ
因
リ
不
法
ニ
加
ヘ
ラ
レ
タ
ル
損
害
ニ
付
キ
官
署
又
ハ
公
業
受
負
人
ニ
封
ス
ル
損
害

第
七要
償
行
政
訴
訟
ヲ
矯
ス
ト
キ
ハ
民
事
訴
訟
ヲ
矯
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

こ
の
草
案
で
は
、
契
約
に
関
す
る
争
訟
お
よ
び
国
債
な
ど
の
争
訟
、
さ
ら
に
土
地
収
用
な
ど
に
よ
る
補
償
請
求
、
公
業
の
実
施
お
よ
び
管

理
な
ど
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
は
、
行
政
訴
訟
と
し
て
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
権
力
的
行
為
に
よ
る
本
来

の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
が
、
権
力
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
賠
償
責
任
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
、

か
か
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
許
さ
な
い
趣
旨
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(
日
)

か
よ
う
な
推
測
は
、
次
の
よ
う
な
ロ
エ
ス
ラ
|
の
答
議
か
ら
可
能
と
な
る
(
傍
点
・
原
文
)
。
す
な
わ
ち
、
ロ
エ
ス
ラ
l
は
、
「
園
王
ハ
非

違
ヲ
矯
サ
ズ
ト
ノ
格
言
ぺ
雨
様
ニ
解
調
停
セ
ラ
ル
ヘ
キ
カ
如
シ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
、
民
法
ニ
於
テ
ハ
、
園
王
ハ
裁
判
上
賠
償
ノ
責
ニ
任
セ
ズ
ト



ノ
意
味
ニ
鮮
稗
サ
レ
、
政
法
ニ
於
テ
ハ
、
園
王
ノ
大
臣
ハ
園
王
ノ
公
行
ニ
付
、
其
ノ
責
ニ
任
ス
ト
ノ
意
味
ニ
鮮
緯
サ
ル
レ
ハ
ナ
リ
。
如
何
」

と
い
う
聞
い
に
対
し
て
、
「
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
、
貴
問
ノ
民
法
上
賠
償
請
求
ニ
シ
テ
、
国
王
ノ
純
然
タ
ル
財
産
上
ノ
契
約
ニ
閥
セ
ス
、
政
務
上

ノ
虚
置
一
一
関
ス
ル
モ
ノ
ニ
至
テ
ハ
、
抑
モ
其
責
任
ノ
存
立
セ
サ
ル
事
、
明
白
ナ
リ
」
と
回
答
し
て
い
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
草
案
一
三
条
の
よ
う
に
、
実
体
法
上
は
民
法
の
適
用
を
受
け
る
事
件
を
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
し
て
い
な
が
ら
、
権
力

的
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
請
求
訴
訟
を
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
関
す

る
規
定
が
行
政
裁
判
法
の
草
案
に
な
い
以
上
、
か
か
る
訴
訟
は
そ
も
そ
も
許
さ
れ
ず
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
の
管
轄
も
否
定
す
る
趣
旨
で
あ
っ

た
と
解
さ
れ
る
。

(
閉
山
)

ま
た
、
明
治
一
九
年
な
い
し
二

O
年
頃
に
法
制
局
で
起
草
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
草
案
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

第
二
係

行
政
裁
判
院
ハ
官
署
ニ
於
テ
其
穣
限
ヲ
越
エ
又
ハ
法
律
命
令
ニ
抵
絹
シ
タ
ル
行
政
虚
分
ヲ
矯
シ
タ
ル
ニ
因
リ
自
己
ノ
権
利
ヲ
致

損
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
思
惟
ス
ル
者
該
官
署
ニ
係
リ
其
慮
分
ノ
取
消
ヲ
請
求
ス
ル
訴
訟
ヲ
審
判
ス

第

係

責
買
貸
借
其
他
民
法
上
ニ
於
テ
官
署
ノ
慮
分
ヲ
一
個
人
ノ
行
矯
ト
看
倣
ス
可
キ
事
件
ニ
開
ス
ル
訴
訟
ハ
行
政
裁
判
院
ノ
権
限
内

国家賠償責任と法律不遡及の原則

ニ
属
セ
ス

こ
の
草
案
は
、
売
買
貸
借
な
ど
民
法
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
事
件
に
つ
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
し
な
い
点
で
、
ロ
エ
ス
ラ
l
の

草
案
と
は
異
な
る
立
場
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
政
処
分
に
つ
い
て
は
、
取
消
訴
訟
の
み
を
認
め
て
お
り
、

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
認
め
て
い
な
い
点
で
は
、
ロ
エ
ス
ラ
!
と
同
じ
立
場
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

『
行
政
裁
判
所
五
十
年
史
』
は
、
そ
の
後
の
経
過
と
し
て
、
明
治
二
一
年
四
月
頃
に
は
、
井
上
毅
が
行
政
裁
判
お
よ
び
請
願
法
の
研
究
に

着
手
し
、
同
年
夏
に
は
、
一
応
こ
れ
が
纏
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
作
成
年
月
日
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
「
行
政
裁
判
所
設
置
ノ
問
題
」
と
題
す
る
文
書
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
ま
ず
「
行
政
裁
判
所
ヲ
設
ク
ル
ニ
ハ
左
ノ
類

北法52(1・35)35



説

項
ノ
問
題
ヲ
決
定
ス
ル
ヲ
要
ス
」
と
し
て
、
八
つ
の
問
題
を
挙
げ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
「
第
三

要
償
ノ
訴
ハ
一
般
ニ
民
事
裁
判
ニ
譲
ル

三ι
長岡

ベ
キ
カ
、
又
ハ
或
ル
部
分
ニ
限
リ
行
政
裁
判
ニ
於
テ
慮
分
ス
ベ
キ
ヤ
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
回
答
を
お
こ
な
っ
て
い
た
(
傍

(
関
)

線
・
奥
田
)
。

「
君
主
ハ
不
善
ヲ
矯
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
。
故
ニ
政
府
ノ
主
権
ニ
依
レ
ル
鹿
置
ハ
要
償
ノ
責
ニ
任
ゼ
ン
ト
ハ
一
般
ニ
憲
法
的
晶
子
ノ
固
定
認
ス
ル
所
ナ

レ
パ
、
人
民
ハ
一
個
人
ト
シ
テ
官
吏
ノ
故
造
庭
置
ヲ
訴
へ
、
民
事
裁
判
所
ニ
要
償
ス
ル
ヲ
除
ク
外
、
行
政
臆
ヲ
相
手
取
リ
要
償
ノ
訴
ヲ
矯
ス

ノ
権
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
但
シ
法
律
ニ
依
リ
政
府
ハ
賠
償
ノ
責
ニ
任
ズ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
明
言
シ
タ
ル
傑
件
(
徴
稜
令
ノ
如
、
ン
)
ニ
於
テ
ハ
、
行
政

裁
判
所
ハ
要
償
ノ
訴
ヲ
受
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
。
又
行
政
裁
判
所
ニ
於
テ
取
消
ス
所
ノ
行
政
鹿
分
ニ
依
リ
、
直
接
ニ
生
ズ
ベ
キ
損
害
ノ
賠

償
ハ
行
政
臆
ニ
於
テ
之
ヲ
虚
分
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
(
但
シ
収
用
令
ニ
賠
償
ノ
訴
ヲ
司
法
裁
判
所
ノ
権
限
ニ
層
シ
タ
ル
ガ
如
キ
明
文
ア
ル
者

ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ
)
」

こ
の
文
書
が
明
治
一
一
一
年
頃
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
で
に
旧
民
法
に
関
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
草
案
は
、
法
律
取
調
委
員

会
の
審
議
に
か
け
ら
れ
て
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
て
い
た
事
4

実
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
文
書
は
、
ボ
ア

ソ
ナ
!
ド
草
案
と
異
な
り
、
主
権
に
よ
る
処
置
は
賠
償
責
任
を
生
じ
な
い
と
し
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
管
轄
を
否
定
し
て
お
り
、
国
家
無

答
責
の
法
理
を
「
管
轄
否
定
の
法
理
」
と
し
て
構
成
し
て
い
る
。

(
臼
)

そ
し
て
、
か
よ
う
な
考
察
に
も
と
づ
き
、
井
上
毅
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
草
案
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

凡
ソ
行
政
聴
ノ
庭
分
ニ
封
ス
ル
訴
訟
ハ
法
律
ニ
反
封
ノ
明
文
ア
ル
ヲ
除
ク
ノ
外
行
政
裁
判
所
之
ヲ
裁
判
ス

行
政
裁
判
所
ハ
法
律
ニ
擦
リ
政
府
ニ
賠
償
ノ
義
務
ヲ
負
ブ
者
又
ハ
行
政
慮
分
ヲ
改
正
シ
若
ハ
取
消
ス
ニ
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
直
接

第
六
僚

第
七
僚
ノ
補
償
ヲ
除
ク
ノ
外
要
償
ノ
訴
ヲ
受
理
セ
ス

第
九
俊
行
政
訴
訟
又
左
ノ
事
件
ニ
付
之
ヲ
矯
ス
コ
ト
ヲ
得

北法52(1・36)36



第

官
有
財
産
ト
人
民
ト
ノ
間
ノ
争
訟

政
府
ト
官
有
物
買
受
人
又
ハ
政
府
ト
工
業
受
負
人
其
ノ
他
諸
般
ノ
契
約
二
付
テ
起
ル
争
訟
又
ハ
園
債
ニ
於
ケ
ル
政
府
ト
人
民
ト

ノ
間
ノ
争
訟
但
シ
民
事
裁
判
ニ
付
ス
ヘ
キ
特
約
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
第
十
俊
行
政
訴
訟
ヲ
鶏
ス
ト
キ
ハ
民
事
訴
訟
ヲ
矯
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

こ
の
草
案
が
い
つ
頃
に
作
成
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
『
行
政
裁
判
所
五
十
年
史
』
は
、
「
其
後
井
上
毅
の
手
許
で
は
行
政
裁
判

法
案
を
明
治
二
十
二
年
六
月
末
頃
上
申
の
上
夏
季
休
暇
前
に
枢
密
院
の
議
に
附
し
た
い
希
望
を
有
し
て
居
た
」
と
し
て
、
こ
の
草
案
が
明
治

(ω) 

二
二
年
の
前
半
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
前
述
の
「
行
政
裁
判
所
設
置
ノ
問
題
」
に
対
す
る
回
答
に

も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
第
七
条
は
、
主
権
に
よ
る
措
置
の
賠
償
請
求
訴
訟
を
原
則
と
し
て
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
、

と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
九
条
は
、
官
有
財
産
と
人
民
と
の
争
訟
お
よ
び
契
約
な
ど
に
関
す
る
争
訟
に
つ

い
て
、
行
政
訴
訟
を
な
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
、
実
体
法
上
は
民
法
の
適
用
を
受
け
る
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
請
求
訴
訟
を
行
政
裁

判
所
の
管
轄
と
す
る
立
場
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

国家賠償責任と法律不遡及の原則

(
臼
)

こ
れ
に
対
し
て
、
明
治
二
二
年
の
後
半
頃
に
、
モ
ッ
セ
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
草
案
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

第
十
七
俊
民
事
ニ
闘
ス
ル
訴
訟
ハ
官
有
財
産
又
ハ
府
蘇
郡
市
町
村
其
他
公
共
圏
韓
ト
人
民
ト
ノ
間
ニ
起
ル
モ
ノ
ト
難
ト
モ
通
常
裁
判
所

ノ
管
轄
ニ
属
ス

第
十
八
俊
行
政
官
吏
(
文
官
又
ハ
武
官
)
ノ
職
務
上
ノ
虚
分
又
ハ
職
務
ヲ
執
行
ス
ル
鶏
メ
ニ
矯
サ
シ
メ
タ
ル
庭
分
ニ
封
シ
若
ク
ハ
職
務

上
矯
ス
ヘ
キ
慮
分
ノ
怠
慢
ニ
封
、
ン
テ
提
起
ス
ル
損
害
要
償
ノ
民
事
訴
訟
ハ
先
ツ
行
政
裁
判
所
ノ
判
決
ニ
依
リ
該
行
政
官
吏
ハ
果
、
ン
テ
其

権
限
ヲ
超
へ
又
ハ
其
責
任
ニ
属
ス
ル
職
務
上
ノ
慮
分
ヲ
怠
リ
タ
ル
カ
矯
メ
ニ
損
害
ヲ
輿
ヘ
タ
ル
コ
ト
ヲ
確
定
シ
タ
ル
後
二
非
サ
レ
ハ
通

北法52(1・37)37
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説

こ
の
モ
ッ
セ
の
草
案
一
七
条
は
、
官
有
財
産
ま
た
は
公
共
団
体
と
人
民
と
の
民
事
に
関
す
る
訴
訟
を
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
し
て
い
る
点

北法52(1-38)38

に
お
い
て
、
井
上
毅
の
草
案
九
条
の
第
一
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
井
上
毅
の
草
案
九
条
の
第
三
お
よ
び
ロ
エ
ス
レ
ル
の
草

論

案
二
二
条
の
第
四
・
第
六
・
第
七
と
も
異
な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
法
制
局
の
草
案
三
条
と
同
じ
立
場
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

方
、
権
力
的
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
モ
ツ
セ
の
草
案
一
八
条
は
、
官
吏
に
対
す
る
訴
訟
の
み
を
規
定
し
て
お
り
、
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
訴
訟
は
、
ま
ず
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
、
権
限
の
総
越
ま
た
は
職
務
の
怠
慢
に
よ
り
損
害
が
生
じ
た
こ
と
を
認
定
し

た
後
で
な
け
れ
ば
、
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
受
理
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
に
対
す
る
訴
訟
は
否
定
す
る
趣
旨
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
以
上
の
点
は
、
モ
ッ
セ
の
「
園
ノ
民
法
上
損
害
賠
償
義
務
ニ
闘
ス
ル
意
見
」
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺

(
臼
)

わ
れ
る
(
傍
点
・
原
文
)
。

園
ハ
民
法
上
ノ
事
ヲ
鴬
ス
場
合
ニ
限
リ
法
人
其
機
閥
ノ
慮
置
ニ
付
負
櫓
ス
ル
責
任
ヲ
規
定
ス
ル
民
法
上
原
則
ニ
依
テ
其
責
一
一
任

ーー寸

( 

、‘./

ス」
「
此
責
任
ノ
理
由
ハ
民
法
ニ
由
テ
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
民
事
裁
判
所
ノ
権
限
ニ
属
ス
」

「
前
記
ノ
原
則
ハ
特
別
ノ
法
律
(
郵
便
電
信
鍛
道
等
ニ
闘
ス
ル
モ
ノ
)
ヲ
以
テ
反
封
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
サ
ル
ト
キ
ニ
限
リ
其
効
ア
リ
ト
ス
」

「
(
二
)
園
ハ
其
官
吏
圏
構
ヲ
執
行
ス
ル
ニ
際
シ
義
務
背
反
ノ
慮
置
若
ク
ハ
怠
慢
ニ
依
リ
第
三
者
ニ
加
ヘ
タ
ル
損
害
ニ
封
シ
財
産
権
上
其

責
ニ
任
セ
ス
但
特
別
ノ
法
律
上
規
定
(
違
法
ノ
逮
捕
若
ハ
慮
刑
等
ニ
閥
ス
ル
モ
ノ
)
ヲ
以
テ
之
ヲ
承
認
シ
タ
ル
場
合
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」

(
臼
)

モ
ッ
セ
の
草
案
に
修
正
を
加
え
た
い
わ
ゆ
る
「
修
正
モ
ッ
セ
案
」
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

続
い
て
、

第
十
五
候

行
政
膳
ト
一
個
人
ト
ノ
間
ニ
起
リ
タ
ル
民
事
ニ
闘
ス
ル
訴
訟
ハ
行
政
裁
判
院
ノ
管
轄
ニ
属
セ
ス

第
十
六
候

行
政
裁
判
院
ハ
行
政
官
吏
ニ
封
ス
ル
損
害
要
償
ノ
訴
訟
ヲ
受
理
セ
ス

行
政
官
吏
ニ
針
シ
損
害
要
償
ノ
訴
訟
ヲ
通
常
裁
判
所
ニ
提
起
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
先
ツ
行
政
裁
判
院
ニ
出
訴
シ
テ
其
慮
分
ノ
越
権
ナ
ル
ヤ



又
ハ
法
律
勅
令
ニ
掲
ケ
タ
ル
責
任
ニ
属
ス
ル
職
務
上
ノ
底
分
ヲ
怠
リ
タ
ル
ヤ
否
ノ
判
決
ヲ
受
ク
ヘ
シ

以
前
の
草
案
一
七
条
は
、
民
事
に
関
す
る
訴
訟
を
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
し
て
い
た
が
、
修
正
案
一
五
条
で
は
、
司
法
裁
判
所
の
管
轄
を

行
政
裁
判
法
に
規
定
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
行
政
裁
判
所
の
管
轄
を
否
定
す
る
書
き
方
に
修
正
さ
れ
て
い

る
。
同
様
に
、
官
吏
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
も
、
ま
ず
行
政
裁
判
所
の
管
轄
を
否
定
し
た
う
え
で
、
い
わ
ば
先
行
判
決
の
形
で
権
限

の
蹄
越
ま
た
は
職
務
の
怠
慢
が
あ
っ
た
か
否
か
の
み
を
判
断
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。

国家賠償責任と法律不遡及の原則

(
似
)

『
行
政
裁
判
所
五
十
年
史
』
は
、
そ
の
後
、
修
正
モ
ツ
セ
案
か
ら
確
定
案
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
不
明
と
し
て
い
る
が
、
最
終
的
に
明
治

二
一
二
年
に
公
布
さ
れ
た
行
政
裁
判
法
一
六
条
は
、
「
行
政
裁
判
所
ハ
損
害
要
償
ノ
訴
訟
ヲ
受
理
セ
ス
」
と
規
定
し
た
。
こ
こ
で
修
正
モ
ッ
セ

案
一
五
条
が
削
除
さ
れ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
行
政
裁
判
法
が
「
民
事
ニ
関
ス
ル
訴
訟
」
を
規
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
修
正
モ
ッ
セ
案
一
六
条
に
つ
い
て
は
、
旧
民
法
財
産
編
三
七
三
条
の
修
正
に
関
す
る
議
論
の
影
響
が
伺
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
単
に
権
限
の
捻
越
ま
た
は
職
務
の
怠
慢
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
官
吏
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
わ
け
で
は
な
く
、
行
為

の
性
質
な
ど
に
よ
り
、
場
合
分
け
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
実
体
法
上
は
民
法
の
適
用
を
受
け
る
「
民
事
ニ
関
ス
ル
訴
訟
」
は
、
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
が
、
権
力
的
行
為
に
関
す
る

訴
訟
は
、
行
政
訴
訟
と
し
て
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
、
管
轄
を
否
定
す
る
旨
の
明
文
の
規

定
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
権
力
的
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
司
法
裁
判
所
お
よ
び
行
政
裁

判
所
い
ず
れ
の
管
轄
も
否
定
す
る
考
え
で
あ
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

北法52(1-39)39

5 

裁
判
所
構
成
法
二
六
条



以
上
の
点
は
、
民
事
訴
訟
に
関
す
る
司
法
裁
判
所
の
管
轄
を
規
定
し
た
裁
判
所
構
成
法
二
六
条
の
立
法
経
緯
も
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
、
さ
ら
に
資
料
が
不
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
裁
判
法
の
草
案
の
変
遷
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
る
程
度
の
推
測
は
可
能
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
』
に
収
め
ら
れ
た
明
治
二

O
年
一
一
月
一
六
日
の
「
帝
園
司
法
裁
判
所
構
成
法
草
案
第
三
回
議
事
速
記
」

(
白
山
)

に
よ
れ
ば
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
地
方
裁
判
所
の
事
項
管
轄
を
定
め
た
三
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

説論

北法52(1・40)40

第
第
三
十
三
候第
一
審
ト
シ
テ

地
方
裁
判
所
ハ
民
事
訴
訟
ニ
於
テ
左
ノ
事
項
ニ
付
裁
判
権
ヲ
有
ス

金
額
若
ク
ハ
償
額
ニ
拘
ラ
ス
官
吏
ニ
針
シ
テ
矯
ス
線
テ
ノ
請
求
但
其
請
求
公
務
ヨ
リ
起
ツ
タ
ル
時
二
限
ル

其
他
匿
裁
判
所
若
ク
ハ
特
別
裁
判
所
ノ
権
限
ニ
専
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
キ
線
テ
ノ
請
求

ま
た
同
年
同
月
三
O
日
の
「
裁
判
所
構
成
法
第
十
一
回
(
二
讃
曾
)
議
事
速
記
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
、
委
員
会
に
お
い
て
若
干
の

(
山
山
)

修
正
が
な
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
帝
国
裁
判
所
構
成
法
草
案
三
二
条
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

地
方
裁
判
所
ハ
民
事
訴
訟
ニ
於
テ
左
ノ
事
項
ニ
付
キ
裁
判
権
ヲ
有
ス

第
三
十
二
条

第
(
イ
)

金
額
若
ク
ハ
債
額
ニ
拘
ラ
ス
政
府
(
中
央
政
府
ト
其
配
下
ノ
官
鷹
ト
ヲ
問
ハ
ス
)

請
求

ヨ
リ
矯
シ
又
ハ
之
ニ
針
シ
テ
矯
ス
穂
テ
ノ

(ロ)
(
ハ
)

第
一
審
ト
シ
テ

イ

直
裁
判
所
若
ク
ハ
特
別
裁
判
所
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
キ
線
テ
ノ
請
求

金
額
若
ク
ハ
債
額
ニ
拘
ハ
ラ
ス
政
府
又
ハ
官
膳
ヨ
リ
詩
シ
又
ハ
之
ニ
封
シ
テ
矯
ス
線
テ
ノ
請
求

金
額
若
ク
ハ
債
額
二
拘
ハ
ラ
ス
官
吏
ニ
封
シ
テ
矯
ス
線
テ
ノ
請
求
但
其
請
求
公
務
ヨ
リ
起
リ
タ
ル
時
二
限
ル

(
ロ
)
(ハ)



と
こ
ろ
が
、
明
治
二
三
年
に
公
布
さ
れ
た
裁
判
所
構
成
法
二
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
大
幅
な
修
正
を
経
た
も
の
で
あ
っ
た
。

地
方
裁
判
所
ハ
民
事
訴
訟
ニ
於
テ
左
ノ
事
項
ニ
付
裁
判
権
ヲ
有
ス

第
二
十
六
候

第

第
一
審
ト
シ
テ

匝
裁
判
所
ノ
権
限
又
ハ
第
三
十
八
俊
二
定
メ
タ
ル
控
訴
院
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
キ
其
ノ
他
ノ
請
求

『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
』
は
、
明
治
二

O
年
の
段
階
に
お
け
る
審
議
に
つ
い
て
は
、
速
記
録
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
明
治

(
肝
)

二
三
年
ま
で
に
い
か
な
る
議
論
が
あ
っ
て
、
か
か
る
修
正
が
な
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
下
山
瑛
二
教
授
は
、

(ω) 

次
の
よ
う
な
井
上
毅
の
「
裁
判
所
構
成
法
案
ニ
封
ス
ル
意
見
書
類
」
の
影
響
を
示
唆
し
て
い
る
(
傍
線
お
よ
び
傍
点
・
原
文
)
。

園
ニ
封
ス
ル
訴
訟
ノ
事
ブ
ラ
ク
ス
ト
ン
氏
王
権
論
ニ
云
ハ
ク
、
王
ニ
封
ス
ル
訴
訟
ハ
民
事
ト
睦
モ
之
レ
ヲ
ナ
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
、

第

蓋
何
ノ
法
院
モ
国
王
ヲ
裁
判
ス
ル
ノ
法
権
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
ト
。
故
ニ
英
園
ニ
於
テ
君
主
及
ピ
政
府
ニ
封
ス
ル
ノ
訴
訟
ハ
唯
請
願
ニ
由
リ
テ
思

恵
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
後
始
メ
テ
裁
判
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
。
普
園
千
八
百
三
十
一
年
十
二
月
四
日
ノ
閣
令
ニ
云
ク
、
君
主
ノ
資
格
ニ
於
テ
臣

民
ト
ノ
間
ニ
裁
決
ヲ
要
ス
ル
ノ
楼
利
ノ
争
ヲ
生
ズ
ル
ノ
理
ナ
ク
、
又
之
レ
ヲ
裁
決
ス
ル
ノ
権
限
ア
ル
裁
判
所
ハ
全
国
ニ
一
モ
存
ス
ル
コ
ト
ナ

国家賠償責任と法律不遡及の原則

シ
ト
」
。

0

0

0

0

0

0

0

 

「
政
府
ニ
封
ス
ル
訴
訟
ハ
濁
逸
ニ
於
テ
圏
構
ト
直
別
シ
タ
ル
財
産
上
ノ
訴
訟
ヲ
許
シ
タ
ル
ノ
ミ
子
ン
テ
、
単
純
ニ
園
ニ
封
ス
ル
訴
訟
ト
シ

テ
之
レ
ヲ
許
シ
タ
ル
ノ
園
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
今
本
案
ニ
園
ニ
封
ス
ル
訴
訟
ヲ
以
テ
裁
判
所
ノ
構
内
ニ
蹄
シ
タ
ル
ハ
其
ノ
首
ヲ
得
ザ
ル
ノ
ミ
ナ

ラ
ズ
、
専
ラ
居
留
外
国
人
ノ
日
本
政
府
ニ
封
ス
ル
訴
訟
ノ
矯
ニ
地
ヲ
矯
ス
者
ナ
リ
」
0
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第

官
吏
ノ
公
務
ニ
封
シ
テ
ハ
要
償
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。
何
ト
ナ
レ
パ
其
ノ
公
務
ハ
園
権
ノ
一
部
ニ
シ
テ
園
権
ハ
民
法
上
ノ
責
任
ナ

キ
者
ナ
レ
パ
ナ
リ
。
官
吏
ニ
封
ス
ル
ノ
要
償
ハ
其
ノ
官
吏
ノ
私
事
ト
シ
テ
訴
フ
ル
者
ニ
限
ル
ベ
シ
。
第
三
十
二
係
(
ハ
)

ノ
場
合
ハ
園
法
ノ

大
則
ニ
背
ク
事
」
。



説

下
山
教
授
は
、
こ
の
井
上
毅
の
意
見
書
類
を
引
用
し
た
う
え
で
、
そ
の
「
影
響
に
よ
る
も
の
か
否
か
は
詳
か
に
な
し
え
ぬ
が
、
こ
れ
ら
の

(ω) 

意
見
が
客
観
的
に
通
っ
た
形
で
裁
判
所
構
成
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
治
二
三

年
に
公
布
さ
れ
た
裁
判
所
構
成
法
二
六
条
に
お
い
て
、
国
お
よ
び
官
吏
に
対
す
る
請
求
に
関
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

論

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
異
な
っ
た
見
方
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
ず
染
野
義
信
教
授
は
、
こ
の
井
上
毅
の
意
見
書
類
の
作
成
年
月
日
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
明
治
二
一
年
三
月
二
二
日
に
草
案

(
初
)

が
内
閣
に
提
出
さ
れ
て
か
ら
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
明
治
一
一
一
年
と
い
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
井
上
毅
が
行
政
裁

判
お
よ
び
請
願
法
の
研
究
に
着
手
し
た
頃
で
あ
る
。

そ
の
後
、
井
上
教
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
行
政
裁
判
法
の
草
案
は
、
そ
の
第
九
条
に
お
い
て
、
官
有
財
産
と
人
民
と
の
争
訟

お
よ
び
契
約
な
ど
に
よ
る
争
訟
を
行
政
訴
訟
と
し
て
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
し
、
そ
の
第
一

O
条
に
お
い
て
、
行
政
訴
訟
を
す
る
場
合
は
民

事
訴
訟
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
た
。
ま
た
井
上
毅
の
草
案
七
条
は
、
原
則
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
管
轄
を
否
定
し
て
い

た
が
、
こ
れ
は
、
「
行
政
裁
判
所
設
置
ノ
問
題
」
に
対
す
る
回
答
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
権
力
的
行
為
に
よ

る
損
害
の
賠
償
請
求
訴
訟
を
一
切
認
め
な
い
趣
旨
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
井
上
毅
の
意
見
書
類
は
、
か
よ
う
な
行
政
裁
判
法

の
草
案
の
内
容
を
裁
判
所
構
成
法
の
草
案
に
も
反
映
さ
せ
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
モ
ツ
セ
の
行
政
裁
判
法
草
案
は
、
国
に
対
す
る
民
事
訴
訟
を
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
し
、
ま
た
官
吏
に
対
す
る
損
害
賠

償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
も
、
行
政
裁
判
所
の
先
行
判
決
を
条
件
と
し
て
、
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
方
針
の
変
更
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
公
布
さ
れ
た
行
政
裁
判
法
は
、
権
力
的
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
請
求
訴
訟
を
否
定
す
る
趣
旨
で
、
「
損

害
要
償
ノ
訴
訟
ヲ
受
理
セ
ス
」
と
規
定
し
た
が
、
民
法
の
適
用
を
受
け
る
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
請
求
訴
訟
を
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
す

る
方
針
に
変
更
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

北法52(1.42)42 



お
そ
ら
く
裁
判
所
構
成
法
の
方
で
も
、
民
法
の
適
用
を
受
け
る
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
請
求
訴
訟
は
、
た
と
え
国
家
ま
た
は
官
吏
を
相

手
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
な
る
が
、
「
金
額
若
ク
ハ
価
額
二
拘
ハ
ラ
ス
」
地
方
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
必
要
は

な
く
、
「
金
額
若
ク
ハ
価
額
」
に
よ
っ
て
は
区
裁
判
所
の
管
轄
と
し
て
よ
い
と
判
断
し
た
結
果
、
裁
判
所
構
成
法
二
六
条
か
ら
、
と
く
に
国

お
よ
び
官
吏
に
対
す
る
請
求
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
井
上
毅
の
意
見
書
類
は
、
こ
の

削
除
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
行
政
裁
判
法
の
立
法
経
緯
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
固
に
対
す
る
契
約
上
の
争
訟
は
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
か
、

そ
れ
と
も
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
草
案
の
変
遷
が
見
ら
れ
る
が
、
権
力
的
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、

モ
ッ
セ
の
草
案
に
お
い
て
、
官
吏
に
対
す
る
訴
訟
が
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
た
以
外
は
、
固
に
対
す
る
訴
訟
は
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
の

管
轄
も
否
定
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
構
成
法
二
六
条
に
い
う
民
事
訴
訟
に
は
、
権
力
的
行
為
に
よ
る
損
害
の

(
れ
)

賠
償
請
求
訴
訟
は
、
最
初
か
ら
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

国家賠償責任と法律不遡及の原則l

四

抵
触
法
上
の
考
察

1 

論
点
の
整
理

こ
こ
で
も
う
一
度
、
論
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
二
の

1
と

2
で
見
た
よ
う
に
、
古
川
論
文
お
よ
び
西
埜
論
文
は
、
戦
前
の
国
家
無
答

責
の
法
理
を
現
行
憲
法
の
観
点
か
ら
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
い
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
両
論
文
は
、
わ
が
国
の
国
家
無
答
責
の
法
理
が
も
っ
ぱ
ら
国
家
の
利
益
の
み
を
考
慮
し
た
不
合
理
な
も
の
で
あ
っ

北j去52(1・43)43



説

た
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

北法52(1・44)44

三会、
肩冊

し
か
し
、
三
の

2
で
見
た
よ
う
に
、
旧
民
法
の
起
草
者
が
国
家
無
答
責
の
法
理
を
根
拠
づ
け
る
に
あ
た
り
、
国
家
の
行
為
が
「
人
民
」
の

権
利
を
保
護
し
、
幸
福
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
国
家
を
免
責
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
点
は
注
目
し
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
国
家
の
行
為
の
う
ち
で
も
、
私
権
上
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
初
よ
り
民
法
を
適
用
し
て
、
国
家
の

賠
償
責
任
を
認
め
て
い
た
点
も
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
後
の
学
説
は
、
戦
前
の
裁
判
所
が
独
自
に
国
家
無
答
責
の
適
用
範
囲

(η) 

を
制
限
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
行
為
の
性
質
に
よ
る
区
別
は
、
当
初
よ
り
民
法
の
起
草
者
が
意
図
し
て
い
た

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
判
例
は
起
草
者
の
意
思
に
忠
実
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

一
連
の
戦
後
補
償
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
が
民
法
の

そ
う
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
起
草
者
の
意
思
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、

適
用
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
起
草
者
は
、
国
家
の
行
為
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
理
由
と
し

て
、
国
家
無
答
責
の
法
理
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
人
民
」
の
権
利
を
保
護
し
、
幸
福
を
増
進
さ
せ
る

(
刀
)

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
国
の
賠
償
責
任
を
否
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
ο

す
な
わ
ち
、
か
か
る
前
提
が
成
立
し
な
い
場
合
に

は
、
た
と
え
権
力
的
行
為
で
あ
っ
て
も
、
国
の
賠
償
責
任
を
否
定
す
る
こ
と
が
起
草
者
の
意
思
に
合
致
し
な
い
、
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

ま
た
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
の
解
釈
も
、
も
う
一
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
法
律
施
行
前
の
行
為
に
基
づ
く
損

害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
い
う
「
従
前
の
例
」
と
は
、
実
体
法
だ
け
を
意
味
し
て
お
り
、
手

続
法
を
含
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
手
続
法
上
の
問
題
は
、
訴
訟
が
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
の
法
に
従
う
ベ

(
九
)

き
で
あ
り
、
た
と
え
そ
の
旨
の
明
文
の
規
定
が
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
の

4
お
よ
び

5
で
見
た
よ
う
に
、
行
政
裁
判
法
一
六
条
お
よ
び
裁
判
所
構
成
法
二
六
条
の
立
法
経
緯
に
よ
れ
ば
、
国
家
無

答
責
の
法
理
は
、
裁
判
所
の
管
轄
を
否
定
す
る
法
理
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
国
家
無
答
責
の
法
理
は



(
万
)

手
続
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に
い
う
「
従
前
の
例
」
に
は
含
ま
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
国
家
無
答
責
の
法
理
が
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に
い
う
「
従
前
の
例
」
に
含
ま
れ
、
ま
た
す
べ
て
の
権
力
的
行
為
に
つ
い
て
、
こ

の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
例
外
的
に
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
の
適
用
を
排
除
す
る
可
能
性
が
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
は
法
律
不
遡
及
の
原
則
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
新
法
施
行
前
の
行
為
に
旧
法
を
適
用
す
る
趣
旨
を
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
具
体
的
な
個
々
の
事
件
に
お
い
て
、
た
と
え
新
法
を
遡
及
適
用
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
趣
旨
に
反
す
る
結
果
と

は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
旧
法
を
適
用
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
し
く
実
質
的
正
義
が
損
な
わ
れ
る
結
果
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
き
わ
め
て
例
外
的

(
花
)

に
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

2 

時
際
法
お
よ
び
体
系
際
法

国家賠償責任と法律不遡及の原則

以
上
の
よ
う
な
論
点
は
、
筆
者
が
専
門
と
す
る
国
際
私
法
と
類
似
の
時
際
法
お
よ
び
体
系
際
法
上
の
区
別
を
お
こ
な
え
ば
、
必
然
的
に
出

て
く
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
私
法
は
、
内
外
い
ず
れ
の
国
の
法
を
適
用
す
べ
き
か
を
定
め
る
が
、
時
際
法
お
よ
び
体
系
際
法
は
、
(η) 

国
際
私
法
に
よ
っ
て
準
拠
法
が
定
ま
っ
た
後
に
、
準
拠
法
内
部
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
実
質
法
規
定
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
を
定
め
る
。

た
と
え
ば
、
法
律
が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
、
新
法
と
旧
法
の
い
ず
れ
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
時
際
法
が
必
要

5Aq
 

と
な
る
。
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
は
、
国
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
定
め
た
明
文
の
時
際
法
規
定
で
あ
る
。
ま
た
成
丈
法
と
慣
習
法
、
的

一
般
法
と
特
別
法
な
ど
法
源
が
異
な
る
場
合
に
、
ど
の
法
源
の
法
を
適
用
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
体
系
際
法
が
必
要
と
な
る
。
山
川

法
例
二
条
や
商
法
一
条
な
ど
は
明
文
の
体
系
際
法
規
定
で
あ
る
が
、
民
法
の
起
草
者
も
、
行
為
の
性
質
な
ど
に
よ
っ
て
、
民
法
を
適
用
す
る
枕



説

の
か
、
そ
れ
と
も
国
家
無
答
責
の
法
理
に
よ
る
の
か
を
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

(
祁
)

こ
と
に
な
る
。

一
種
の
体
系
際
法
上
の
多
J

察
を
お
こ
な
っ
て
い
た

論

と
こ
ろ
で
、
国
際
私
法
上
の
判
断
が
時
際
法
お
よ
び
体
系
際
法
上
の
判
断
よ
り
も
先
行
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
両
者
は
異
な
っ
た
レ
ベ

ル
の
法
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
法
の
適
用
関
係
を
規
律
す
る
適
用
規
範
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
共
通
点
も
あ
る
。
両
者
は
、
広
い
意
味
で

(
乃
)

抵
触
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
抵
触
法
上
の
考
察
が
前
述
の
よ
う
な
論
点
の
考
察
に
は
欠
か
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
初
)

ま
ず
国
際
私
法
は
、
自
国
法
と
外
国
法
を
平
等
に
適
用
す
る
と
い
う
内
外
法
平
等
の
原
則
を
存
立
の
基
礎
と
し
て
い
る
が
、
時
際
法
に
お

い
て
も
、
新
法
と
旧
法
は
原
則
と
し
て
平
等
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
国
法
か
ら
み
て
外
国
法
が
不
合
理
で
あ
る
と

(
別
)

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
新
法
か
ら
み
て
旧
法
が
不
合
理
で
あ
る
と
断
罪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
外
国
法
の
解
釈

が
当
該
外
国
の
裁
判
所
と
同
じ
立
場
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
と
同
様
に
、
旧
法
の
解
釈
も
、
当
時
の
裁
判
所
と
同
じ
立
場
で
お
こ
な
わ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
当
時
の
裁
判
官
が
一
連
の
戦
後
補
償
の
よ
う
な
事
件
を
扱
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
た
か
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
現
に
同
様
の
事
件
を
扱
っ
た
こ
と
が
な
い
場
合
に
は
、
や
は
り
関
連
法
規
の
起
草
者
の
意
思
な
ど
か
ら
、
当
時
と
し
て
の
合
理
的
な

(
幻
)

解
釈
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
内
外
い
ず
れ
の
法
を
適
用
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
国
際
私
法
に
つ
い
て
、
大
い
に
解
釈
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
、
新
旧
い
ず
れ
の

法
を
適
用
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
時
際
法
に
つ
い
て
も
、
解
釈
の
余
地
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
例
の
い
ず
れ
の
規
定
に
よ
っ
て
準
拠
法

を
決
定
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
が
問
題
と
な
る
よ
う
に
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
を
適
用
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て

(
お
)

も
、
当
該
問
題
が
実
体
法
上
の
問
題
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
手
続
法
上
の
問
題
で
あ
る
か
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
内
外
法
平
等
の
原
則
の
例
外
と
し
て
、
国
際
私
法
上
の
公
序
(
法
例
三
三
条
)
が
発
動
さ
れ
る
よ
う
に
、
新
法
と
旧
法
の
平
等
原

則
の
例
外
と
し
て
、
時
際
法
上
の
公
序
が
問
題
と
な
る
。
た
だ
し
、
前
者
が
あ
く
ま
で
も
国
際
私
法
上
の
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
、

北法52(1'46)46 



(
創
的
)

後
者
は
あ
く
ま
で
も
時
際
法
上
の
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
の
結
果
、
筆
者
は
、
一
連
の
戦
後
補
償
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
が
適
用
さ
れ
な
い
と
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
は
、
現
在
の
法
観
念
か
ら
み
て
、
国
家
無
答
責
の
法
理
が
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
適
用

す
べ
き
で
な
い
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
時
際
法
お
よ
び
体
系
際
法
上
の
観
点
か
ら
み
て
、
個
々
の
事
件
の
事
実
関
係

の
も
と
で
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
の
適
用
が
論
理
的
に
否
定
さ
れ
る
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
を
さ
ら
に
詳
し
く

述
べ
て
い
き
た
い
。

3 

体
系
際
法
上
の
区
別

国家賠償責任と法律不遡及の原則

前
述
の
よ
う
に
、
旧
民
法
の
起
草
者
は
、
国
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
民
法
を
適
用
す
べ
き
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
を
区
別
し

て
い
た
。
井
上
毅
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
行
政
権
の
原
力
を
行
使
す
る
場
合
と
、
私
権
上
の
行
為
に
属
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
為

の
性
質
に
よ
っ
て
、
民
法
の
適
用
・
不
適
用
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
起
草
者
は
一
種
の
体
系
際
法
上
の
区
別
を
お
こ
な
っ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
国
家
無
答
責
の
法
理
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
法
理
に
は
事
項
的
適
用
範
囲
の
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
に
な

る。
し
か
し
、
起
草
者
は
、
さ
ら
に
一
定
の
類
型
に
該
当
す
る
国
家
の
行
為
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
当
然
に
国
家
無
答
責
の
法
理
に
よ
る
べ

北法52(1・47)47

き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
行
為
が
「
人
民
」
の
権
利
を
保
護
し
、
幸
福
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
国
家
を
免
責
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
一
定
の
類
型
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
か
よ
う
な
前
提
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
、
む
し
ろ
国
家
無
答
買
の
法
理
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
起
草
者
の
意
思
に
か
な
う
こ
と
に



説

な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
意
思
を
尊
重
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
の
行
為
が
「
人
民
」
の
権
利
を
保
護
す
る
関
係
に
あ
る
の
は
、
ど
の
よ
う

な
場
合
で
あ
る
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
の
行
為
と
「
人
民
」
の
聞
に
か
よ
う
な
関
係
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

お
そ
ら
く
起
草
者
は
、
国
家
の
行
為
が
自
国
の
領
域
内
で
な
さ
れ
る
場
合
だ
け
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
自
国
の
領
域

北法52(1-48)48

そき'6、
白岡

起
草
者
は
、
国
家
を
免
責
す
べ
き
で
あ
る
と
は
言
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

内
で
あ
れ
ば
、
自
国
民
で
あ
る
か
、
外
国
人
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
時
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
「
人
民
」
は
、
国
家
の
一
定
の

行
為
に
よ
っ
て
権
利
を
保
護
さ
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
と
圭
一
守
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
外
国
の
領
域
内
に
い
る
「
人
民
」
に
つ
い
て
は
、
ヶ

l

(
お
)

ス
パ
イ
ケ
i
ス
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
自
国
民
が
在
外
公
館
に
保
護
を
求
め
て
き
た
場
合
や
、
外
国
人
が
査
証
の
発
給
を
申
請
し
て
き
た
場
合
は
、
か
か
る
「
人
民
」

は
、
国
家
の
行
為
に
よ
っ
て
権
利
を
保
護
さ
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
在
外
公
館
の
職
員
が
公
務
で
公
用
車
を
運

転
し
て
い
た
時
に
、
一
般
市
民
の
車
に
追
突
し
、
乗
員
に
怪
我
を
負
わ
せ
た
場
合
は
、
か
よ
う
な
関
係
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
被

(

町

叩

)

害
者
が
た
ま
た
ま
自
国
民
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
で
あ
る
。

起
草
者
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
国
家
を
免
責
す
べ
き
で
あ
る
、
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
む
し
ろ
国
家
無
答
責

を
正
当
化
す
る
た
め
の
前
提
を
欠
い
て
い
る
か
ら
、
民
法
の
適
用
に
よ
り
国
の
賠
償
責
任
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
起
草
者
の
意
思
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
の
性
質
だ
け
で
な
く
、
行
為
の
な
さ
れ
た
場
所
や
、
当
該
行
為
と
「
人
民
」
と
の
関

係
に
よ
っ
て
も
、
体
系
際
法
上
の
区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
国
家
無
答
責
の
法
理
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
法
理
に
は

(
幻
)

場
所
的
な
適
用
範
囲
の
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
体
系
際
法
上
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
中
国
大
陸
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
で
な
さ
れ
た
戦
時
中
の
行
為
は
、
ま
さ
し
く
民
法
の
適

用
に
よ
っ
て
国
の
賠
償
責
任
を
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
の
性
質
を
み
た
場
合
に
は
、
た
し
か
に
権
力
的
行
為
で
は
あ



る
が
、
行
為
の
な
さ
れ
た
場
所
は
外
国
で
あ
っ
た
。
し
か
も
被
害
者
で
あ
る
外
国
人
は
、

日
本
の
在
外
公
館
に
査
証
の
発
給
な
ど
を
申
請
し

た
際
に
損
害
を
被
っ
た
の
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
日
本
の
公
務
員
(
兵
士
)
の
加
害
行
為
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
政
府
か
ら
み
れ
ば
、
わ
が
国
の
公
務
員
の
行
為
は
、
わ
が
国
の
「
人
民
」
の
権
利
を
保
護
し
、
そ
の
幸
福
を
増
進
さ
せ
る
目
的

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
中
国
人
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
な
ど
の
被
害
者
か
ら
み
れ
ば
、
当
該
行
為
と
の
聞
で
か
よ
う
な
関
係
は
存
在
し

て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
当
該
行
為
か
ら
生
じ
た
損
害
を
甘
受
せ
よ
と
求
め
ら
れ
る
理
由
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
起
草
者
の
意
思
を
尊
重
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
中
国
大
陸
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
戦
後
補
償
の
ケ
l
ス
は
、
国
家
無
答
責
の
根
拠
が
妥
当
し
な
い
ケ
l
ス
で
あ
り
、
む
し

ろ
民
法
に
よ
っ
て
国
の
賠
償
責
任
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

4 

国
際
法
と
の
関
係

国家賠償支任と法律不遡及の原則

以
上
の
考
察
で
は
、
行
為
の
な
さ
れ
た
場
所
が
外
国
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
当
該
行
為
と
「
人
民
」
と
の
間
に
権
利
保
護
の
関
係
が
存
在
し

な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
何
も
国
家
無
答
責
の
法
理
に
国
際
法
上
の
制
限
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
二
の

3
で
取
り
上
げ
た
中
回
戦
後
補
償
弁
護
団
の
主
張
と
筆
者
の
見
解
は
、
根
本
的
に
異
な
る
。

た
し
か
に
、
戦
前
の
法
体
系
に
お
い
て
も
、
法
規
の
性
質
を
有
す
る
事
項
を
内
容
と
す
る
条
約
の
国
内
的
効
力
は
、
政
府
の
見
解
お
よ
び

(
鈴
)

判
例
に
よ
り
、
一
定
の
範
囲
で
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
前
述
の
へ

l
グ
陸
戦
条
約
三
条
は
、
「
前
記
規
則
ノ
条
項
ニ
違
反
シ
タ
ル
交
戦
当

事
者
ハ
、
損
害
ア
ル
ト
キ
ハ
、
之
カ
賠
償
ノ
責
一
ヲ
負
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
ο

交
戦
当
事
者
ハ
、
其
ノ
軍
隊
ヲ
組
成
ス
ル
人
員
ノ
一
切
ノ
行
為
ニ

付
責
任
ヲ
負
フ
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
個
人
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
権
利
行
使
を

認
め
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
同
条
約
が
わ
が
国
の
国
内
法
体
系
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
施
さ
れ
る
こ
と
に

北法52(1'49)49
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な
る
。し
か
し
、
こ
の
場
合
、

ヘ
l
グ
陸
戦
条
約
三
条
は
、

一
般
法
で
あ
る
民
法
に
対
す
る
特
別
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
本
稿
が
取

論

り
上
げ
る
民
法
の
適
用
・
不
適
用
と
は
レ
ベ
ル
の
異
な
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
内
法
体
系
に
お
け
る
へ
!

グ
陸
戦
条
約
H
特
別
法
と
民
法
H

一
般
法
の
適
用
関
係
も
、
体
系
際
法
を
介
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
体
系
際
法
上
の

考
察
の
結
果
、
へ

l
グ
陸
戦
条
約
H
特
別
法
の
適
用
が
決
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
不
法
行
為
規
定
を

類
推
適
用
す
る
と
し
て
も
、
条
約
自
体
は
独
自
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ヘ

l
グ
陸
戦
条
約
日
特
別
法
は
、
民
法
H

一

般
法
に
優
先
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
後
者
の
適
用
・
不
適
用
は
問
題
と
な
り
え
な
い
。
そ
の
限
り
で
、

(
鈎
)

国
家
無
答
責
の
適
用
範
囲
の
問
題
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

へ
l
グ
陸
戦
条
約
三
条
は
、
個
人
が
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
損
害
賠
償
請
求
の
根
拠
と
し
て
援
用
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、

法
規
の
性
質
を
有
す
る
事
項
を
内
容
と
す
る
条
約
と
し
て
、
囲
内
的
効
力
を
有
す
る
。
か
か
る
個
人
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
も
、

な
お
条
約
が
国
内
的
効
力
を
有
し
て
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
制
限
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
る
に
、
中
回
戦
後
補
償
弁
護

団
は
、
前
述
二
の

3
の
よ
う
に
、
か
か
る
無
理
な
主
張
を
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
南
京
判
決
が
こ
れ
を
退
け
た
の
は
当
然
と
言

(ω) 

h

え
る
。 と

こ
ろ
で
、5 

時
際
法
上
の
法
性
決
定

国
家
賠
償
法
附
則
六
項
は
、
「
こ
の
法
律
施
行
前
の
行
為
に
基
づ
く
損
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
実
体
法
上
の
問
題
は
、
旧
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
手
続
法
上
の
問
題
は
、
訴
訟
が
現
在
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お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
の
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
た
と
え
こ
の
点
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
、
こ
れ
は
自
明

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
を
適
用
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
問
題
が
実
体
法
上
の
問

題
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
手
続
法
上
の
問
題
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
時
際
法
上
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
(
法
性

(
引
)

決
定
)
が
問
題
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
旧
民
法
の
起
草
者
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
民
法
の
適
用
・
不
適
用
と
い
う
実
体
法
上
の
問
題
と
解
し
て
い
た
が
、
前
述

の
よ
う
に
、
行
政
裁
判
法
一
六
条
お
よ
び
裁
判
所
構
成
法
二
六
条
の
起
草
者
は
、
こ
れ
を
裁
判
所
の
管
轄
に
関
す
る
手
続
法
上
の
問
題
と
解

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

国家賠償責任と法律不遡及の原則

か
か
る
手
続
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
新
法
と
旧
法
の
い
ず
れ
が
適
用
さ
れ
る
か
は
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
で
は
な
く
、
条
理
と
し
て

の
不
文
の
時
際
法
ル

l
ル
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
手
続
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
訴
訟
時
点
の
法
(
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
口
頭
弁
論
終
結
時
点
の
法
)
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
連
の
戦
後
補

償
裁
判
は
、
戦
後
に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
裁
判
所
の
事
項
管
轄
は
、
現
行
の
裁
判
所
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
裁
判
所
法
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
「
裁
判
所
は
、
日
本
国
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
を
裁
判
し
、

そ
の
他
法
律
に
お
い
て
特
に
定
め
る
権
限
を
有
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
」
に
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
権
力
的
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
請
求
訴
訟
が
含
ま
れ
る
か
ら
、
一
連
の
戦
後
補
償
裁
判
に
お
い
て
、
現
在
の
裁
判
所
の
管
轄
は
肯

(
幻
)

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

北法520・51)51

一
方
、
実
体
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に
よ
り
、
「
従
前
の
例
」
、
す
な
わ
ち
旧
法
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
、
現
行

の
国
家
賠
償
法
は
適
用
さ
れ
な
い
。
戦
前
の
法
体
系
に
お
い
て
、
国
の
賠
償
責
任
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
実
体
法
ル

l
ル
と
し
て
は
、
民
法
以

外
に
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
民
法
に
よ
り
国
の
賠
償
責
任
の
存
否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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6 

時
際
法
上
の
公
序

三也
剛却

仮
に
国
家
無
答
責
の
法
理
が
実
体
法
上
の
制
度
で
あ
り
、
ま
た
国
家
の
行
為
と
被
害
者
と
の
間
に
権
利
保
護
の
関
係
が
存
在
し
な
い
ケ
ー

ス
に
つ
い
て
も
、
国
家
無
答
責
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に
い
う
「
従
前
の
例
」
と
は
、
戦
後

補
償
に
お
い
て
も
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
意
味
す
る
と
い
う
仮
定
に
立
て
ば
、
新
法
と
旧
法
の
平
等
を
主
張
す
る
筆
者
の
立
場
か
ら
は
、

国
家
無
答
責
の
法
理
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
べ
き
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
国
際
私
法
に
お
い
て
も
、
内
外
法
の
平
等
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
外
国
法
の
適
用
結
果
が
著
し
く
公
序
良
俗
に
反
す
る
場
合
に

は
、
例
外
的
に
当
該
外
国
法
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
(
法
例
三
三
条
)
、
時
際
法
に
お
い
て
も
、
旧
法
の
適
用
結
果
が
著

(

川

町

)

し
く
公
序
良
俗
に
反
す
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
旧
法
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
新
法
の
観
点
か
ら
み
て
旧
法
が
不
合
理
で
あ
り
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
適
用
結
果
が

時
際
法
の
観
点
か
ら
み
て
著
し
く
不
当
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
き
わ
め
て
例
外
的
に
当
該
事
案
に
お
け
る
旧
法
の
適
用
を
排
除
す
べ
き
で
あ

(
例
)

る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
例
外
的
措
置
は
、
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
、
時
際
法
全
体
の
趣
旨
お
よ
ぴ
目
的
か
ら
み
て
、
条

理
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
正
義
も
重
要
で
あ
る
が
、
実
質
的
正
義
も
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
こ
と

は
、
誰
し
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
実
質
的
正
義
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
形
式
的
正
義
に
よ
っ
て
導
か
れ
た

結
論
を
機
械
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
時
際
法
上
の
正
義
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
序
を
発
動
す
る
要
件
は
、
や
は
り
時
際

(
釘
)

法
独
自
の
観
点
か
ら
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
ま
ず
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
の
立
法
趣
旨
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
規
定
の
立
法
趣
旨
は
、
国
会
の
議
事
録
な
ど
か
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(
M叩
)

ら
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
こ
で
定
め
ら
れ
て
い
る
法
律
不
遡
及
の
原
則
は
、
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
、
一
旦
成
立
し
た
法
律
関
係
を
覆

す
こ
と
に
よ
る
混
乱
の
回
避
に
根
拠
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に
い
う
「
従
前
の
例
」
が
国
家
無

答
責
の
法
理
を
意
味
す
る
と
し
た
ら
、
加
害
者
で
あ
る
国
家
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
当
時
の
法
に
よ
り
、
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
を
予
測

し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
予
測
は
保
護
に
値
す
る
。
一
方
、
被
害
者
に
と
っ
て
も
、
当
時
の
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

損
害
賠
償
請
求
権
が
、
新
法
の
遡
及
適
用
に
よ
り
新
た
に
認
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
期
待
以
上
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
妥
当

と
は
思
わ
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
行
為
時
に
お
い
て
一
旦
確
定
し
た
法
律
関
係
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
法
的
安
定
性
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
不
遡
及
の
原
則
を
定
め
た
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
は
、
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ

(
幻
)

る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
具
体
的
に
一
連
の
戦
後
補
償
裁
判
の
事
実
関
係
を
み
た
場
合
に
、
法
律
不
遡
及
の
原
則
が
実
質
的
正
義
を
も
満
足
さ
せ
る
結
果

国家賠償責任と法律不遡及の原則

を
導
く
こ
と
に
な
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
で
は
、
被
害
者
の
肉
体
的
・
精
神
的
苦
痛
は
、
現
在
も
ま
だ
続
い
て
い
る
状
態

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
今
な
お
救
済
の
必
要
性
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
ま
た
加
害
者
で
あ
る
国
の
側
か
ら
み
て
も
、
内
外
の
状
況
は
、

補
償
の
必
要
性
を
忘
れ
去
る
こ
と
を
許
し
て
お
ら
ず
、
平
和
と
国
際
協
調
を
標
携
す
る
戦
後
の
憲
法
秩
序
全
体
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

(
M
m
)
 

い
る
。た
だ
し
、
こ
こ
で
「
戦
後
の
憲
法
秩
序
全
体
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
」
と
は
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
、
現
行
憲
法
の
遡
及
適
用
を

意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
加
害
者
で
あ
る
国
に
と
っ
て
、
た
と
え
現
行
の
国
家
賠
償
法
の
遡
及
適
用
に
よ
り
賠
償
責
任
を
負
わ
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
予
見
可
能
性
を
裏
切
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
ま
た
被
害
者
に
と
っ

て
も
、
ま
だ
加
害
行
為
に
よ
る
苦
痛
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
法
の
遡
及
適
用
に
よ
り
期
待
以
上
の
保
護
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
一
連
の
事
件
の
原
因
事
実
は
、
た
し
か
に
戦
前
に
起
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
現
在
」
と
の
関
連
が
極
め
て
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説

(
川
町
)

密
接
で
あ
る
か
ら
、
時
際
法
上
の
公
序
の
発
動
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
加
害
行
為
と
被
害
の
状
況
も
、
時
際
法
上
の
公
序
の
発
動
を
促
す
要
因
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
補
償
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
加
害
行
為
は
、
い
ず
れ
も
常
軌
を
逸
し
た
も
の
で
あ
り
、
到
底
正
当
な
公
権
力
の
行
使
と
は
2
2

ヲ
ん
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

か
よ
う
な
加
害
行
為
で
さ
え
も
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
発
生
し
な
い
こ
と
に
な

る
が
、
た
と
え
戦
争
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
正
当
な
戦
闘
行
為
を
大
き
く
外
れ
た
こ
れ
ら
の
行
為
が
、
何
ら
の
損
害
賠
償
請
求
権

(
問
)

も
発
生
し
な
い
と
す
る
の
は
、
正
常
な
法
感
覚
に
著
し
く
反
す
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
被
害
の
甚
大
き
か
ら
み
て
も
首
肯
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
か
よ
う
な
加
害
行
為
と
被
害
の
状
況
の
み
に
よ
っ
て
、
時
際
法
上
の
公
序
が
発
動
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
時
に
、
新
法

を
遡
及
適
用
し
た
と
し
て
も
、
加
害
者
の
予
見
可
能
性
を
裏
切
ら
ず
、
か
つ
被
害
者
に
期
待
以
上
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
、
と

い
う
点
が
重
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
か
よ
う
な
「
現
在
」
と
の
関
連
お
よ
び
加
害
行
為
と
被
害
の
状
況
を
す
べ
て
考
慮
し
た
う
え
で
、
総

合
的
な
判
断
と
し
て
、
き
わ
め
て
例
外
的
に
時
際
法
上
の
公
序
が
発
動
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
時
際
法
上
の
公
序
の
発
動
が

(
問
)

肯
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
一
連
の
戦
後
補
償
裁
判
で
は
、
現
行
の
国
家
賠
償
法
が
遡
及
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

号A
b間

五

お
わ
り
に

最
後
に
、
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
共
に
、
今
後
の
課
題
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
は
、
「
こ
の
法
律
施
行
前
の
行
為
に
基
づ
く
損
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
」
と
規
定
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
従
前
の
例
」
と
は
、
昭
和
二
二
年
一

O
月
二
七
日
の
国
家
賠
償
法
施
行
前
の
す
べ
て
の
旧
法
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
戦
前
の
国
家
無
答
責
の
法
理
を
「
現
在
」
か
ら
み
て
不
合
理
で
あ
る
と
し
て
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
や
昭
和
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二
二
年
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
を
遡
及
適
用
す
る
よ
う
な
解
釈
に
も
賛
同
し
え
な
い
。
た
だ
し
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に

い
う
「
従
前
の
例
」
と
は
、
必
ず
し
も
国
家
無
答
責
の
法
理
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
民
法
の
起
卒
者
は
、
行
為
の
性
質
な
ど
様
々
な

要
素
に
よ
っ
て
、
民
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
を
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
は
解
釈
に
反
映
さ
せ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

国家賠償責任と法律不遡及の原則

そ
こ
で
筆
者
は
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
行
為
の
性
質
だ
け
で
な
く
、
行
為
の
な
さ
れ
た
場
所
や
、
当
該
行
為
と
「
人
民
」
と
の
関
係
を

考
慮
し
て
、
中
国
大
陸
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
で
な
さ
れ
た
戦
時
中
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
民
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
行
為
の
性
質
に
よ
る
区
別
を
探
究
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
強
制
連
行
・
強
制
労
働
や
従
軍
慰
安
所
の
営
業
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
一
種
の
非
権
力
的
行
為
な
い
し
私
経
済
作
用
と
み
る
こ
と
に
よ
り
、
民
法
の
適
用
を
肯
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
ケ
l
ス
も
あ
る
と
思
わ

(
問
)

れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
専
門
外
で
あ
る
か
ら
、
専
門
家
の
手
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
行
政
裁
判
法
お
よ
び
裁
判
所
構
成
法
の
立
法
経
緯
に
も
と
づ
き
、
国
家
無
答
責
の
法
理
は
「
管
轄
否

定
の
法
理
」
で
あ
る
か
ら
、
手
続
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に
い
う
「
従
前
の
例
」
に
は
含
ま
れ
な
い
、
と

い
う
主
張
も
お
こ
な
っ
た
。
か
か
る
立
法
経
緯
の
研
究
も
、
本
来
は
筆
者
の
専
門
外
で
あ
り
、
思
わ
ぬ
間
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

ひ
と
つ
だ
け
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
「
現
在
」
の
観
点
か
ら
の
決
め
つ
け
は
禁
物
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
旧
法
は
、
あ
く

ま
で
も
当
時
の
法
観
念
お
よ
び
法
体
系
全
体
か
ら
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
外
国
法
の
適
用
解
釈
と
共
通
す
る
面
が
あ
ろ

、
「
ノ
。
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最
後
に
、
筆
者
は
、
時
際
法
上
の
公
序
の
観
点
か
ら
、
時
際
法
に
お
け
る
実
質
的
正
義
の
実
現
を
試
み
た
。
た
し
か
に
時
際
法
上
の
公
序

と
い
う
概
念
は
、
わ
が
国
で
は
、
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
戦
後
補
償
裁
判
の
よ
う
に
、
五
十
年
以
上
も
前
の
出
来
事
に
つ
い
て

訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
聞
に
法
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
態
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
新
し
い
視
点
で
物



説

事
を
見
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、

一
連
の
戦
後
補
償
に
関
す
る
従
来
の
判
例
は
、
わ
が
国
の
教
科
書
的
な
判
例
通
説
に
頼
り
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が

論

あ
る
。
ま
た
一
部
の
学
説
や
弁
護
団
も
、
新
た
な
資
料
の
発
掘
を
怠
り
、
安
易
に
憲
法
や
国
際
法
に
依
拠
す
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
な
い
で

も
な
い
。
た
し
か
に
戦
前
の
判
例
や
学
説
は
、
わ
が
国
の
純
粋
圏
内
事
件
、
だ
け
を
念
頭
に
置
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
再
度

検
証
し
な
お
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
は
、
実
証
的
な
裏
付
け
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
が
専

門
外
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
国
家
無
答
責
の
法
理
に
関
す
る
立
法
経
緯
の
研
究
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。
今
後
は
、
専
門
家
の

(m) 

手
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
新
た
な
資
料
の
発
掘
お
よ
び
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

注
(
1
)
こ
れ
ら
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
字
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』
(
一
九
九
七
年
、
有
斐
閣
)
一
五
頁
以
下
参
照
。

(
2
)
奥
田
安
弘
「
国
家
賠
償
責
任
の
準
拠
法
に
関
す
る
覚
書
l
戦
後
補
償
の
ケ
l
ス
を
中
心
と
し
て
」
北
大
法
学
論
集
四
九
巻
四
号
一
一
一
一
O
頁
以

下
(
以
下
で
は
「
奥
田
(
覚
書
)
」
と
し
て
引
用
す
る
)
、
同
「
国
際
私
法
か
ら
み
た
戦
後
補
償
」
奥
田
安
弘
H

川
島
真
ほ
か
『
共
同
研
究
中

国
戦
後
補
償
i
歴
史
・
法
・
裁
判
』
(
二
0
0
0
年
、
明
石
書
庖
)
一
五
O
頁
以
下
(
以
下
で
は
「
奥
田
(
共
同
研
究
)
」
と
し
て
引
用
す
る
)
、

同
「
戦
後
補
償
裁
判
と
サ
ヴ
イ
ニ

l
の
国
際
私
法
理
論
(
二
・
完
ご
北
大
法
学
論
集
五
一
巻
四
号
三
五
五
頁
以
下
(
以
下
で
は
「
奥
田
(
サ
ヴ
イ

ニ
I
・
一
一
)
」
と
し
て
引
用
す
る
)
。

(3)
古
川
純
「
日
本
国
憲
法
と
戦
後
補
償
l

一
五
年
戦
争
の
国
家
責
任
を
め
ぐ
っ
て
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
七
七
号
三
二
頁
、
西
埜
章
「
戦
争
損
害

と
国
家
無
答
責
の
原
則
」
法
政
理
論
(
新
潟
大
学
)
ご
二
巻
二
号
一

O
七
頁
。
中
国
戦
後
補
償
弁
護
団
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
東
京
地
判
平
一

一
・
九
・
二
二
判
タ
一

O
二
八
号
九
二
頁
。

(
4
)
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
小
樽
商
科
大
学
の
秋
山
義
昭
教
授
(
行
政
法
)
か
ら
ご
教
示
を
頂
い
た
が
、
内
容
に
関
す
る
責
任
は
、
も
ち
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ろ
ん
筆
者
の
み
が
負
う
も
の
で
あ
る
。

(
5
)
古
川
・
前
掲
注

(
3
)
三
四
頁
以
下
。
な
お
古
川
論
文
が
引
用
す
る
阿
部
泰
隆
教
授
の
見
解
は
、
同
『
国
家
補
償
法
』
(
一
九
八
八
年
、
有
斐

閣
)
四
一
頁
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
批
判
は
、
か
か
る
阿
部
教
授
の
見
解
に
も
当
て
は
ま
る
。

(
6
)
後
述
三
の

2
参
照
。

(
7
)
字
賀
克
也
『
国
家
責
任
法
の
分
析
』
(
一
九
八
八
年
、
有
斐
閣
)
四
一
五
頁
は
、
渡
辺
宗
太
郎
の
見
解
に
つ
い
て
、
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
て
い

る
が
、
古
川
論
文
の
引
用
す
る
末
広
厳
太
郎
・
田
中
二
郎
・
三
宅
正
男
の
見
解
に
も
、
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
田
中
二
郎

が
後
に
立
場
を
変
え
て
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
書
四
二
ハ
頁
参
照
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い

て
は
、
秋
山
義
昭
「
行
政
法
か
ら
み
た
戦
後
補
償
」
奥
田
H
川
島
ほ
か
・
前
掲
注

(
2
)
五
九
頁
も
参
照
。

(8)
古
川
・
前
掲
注

(
3
)
三
五
頁
。

(
9
)
ち
な
み
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
慰
安
婦
事
件
の
控
訴
審
に
お
い
て
も
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
が
違
憲
で
あ
る
旨
の
主
張
が
な
さ
れ
た
が
、
裁
判
所

は
、
「
憲
法
施
行
前
に
行
わ
れ
た
公
務
員
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
遡
及
的
に
国
等
の
賠
償
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
て
い
た
と
す

る
格
別
の
根
拠
は
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
」
、
か
か
る
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
東
京
高
判
平
二
一
・
ご
一
・
六
(
平
成
一

O
年
(
ネ
)

第
五
一
六
七
号
各
補
償
請
求
控
訴
事
件
)
判
例
集
未
登
載
。
こ
の
判
決
の
入
手
に
つ
い
て
は
、
中
島
光
孝
弁
護
士
お
よ
び
中
野
比
登
士
山
弁
護
士

の
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
謝
意
を
表
す
る
。

(
叩
)
西
埜
・
前
掲
注

(
3
〉
一
一
一
二
頁
。

(
日
)
西
埜
・
前
掲
注

(3)
一
二
四
頁
。
な
お
、
同
論
文
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
中
国
戦
後
補
償
弁
護
団
の
主
張
は
、
筆
者
が
弁
護
団
の
依
頼
に

よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
西
埜
・
前
掲
注

(
3
)

一
二
五
頁
以
下
。

(
日
)
ち
な
み
に
、
法
律
が
明
治
憲
法
に
違
反
す
る
か
否
か
に
関
す
る
実
質
的
審
査
権
は
、
判
例
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
た
。
清
{
呂
四
郎
『
憲
法
I

〔
新
版
〕
』
(
一
九
七
一
年
、
有
斐
閣
)
一
二
六
五
頁
参
照
。

(
比
)
西
埜
論
文
は
、
国
家
無
答
貢
の
法
理
が
現
行
法
上
廃
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
旧
法
を
あ
た
か
も
外
国
法
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
き

ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
法
も
法
律
で
あ
る
以
上
寸
裁
判
官
は
職
権
に
よ
り
外
国
法
を
適
用
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
(
川
又
良
也
「
外
国
法

の
内
容
の
証
明
」
国
際
私
法
の
争
点
〔
新
版
〕
七
O
頁
以
下
参
照
)
、
ま
し
て
や
国
家
無
答
責
の
法
理
は
日
本
法
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
適
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説王子ふ
ロ岡

用
解
釈
が
裁
判
所
の
職
責
に
属
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
当
然
で
あ
る
。

(
日
)
こ
こ
で
は
、
後
述
四
の

6
の
よ
う
に
、
時
際
法
上
の
正
義
の
観
点
か
ら
の
考
察
が
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
ち
な
み
に
、
国
際
私
法
上
の
正

義
と
実
質
法
上
の
正
義
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
平
成
元
年
改
正
前
の
法
例
は
、
離
婚

の
準
拠
法
と
し
て
夫
の
本
国
法
を
指
定
し
て
い
た
が
、
改
正
後
は
、
原
則
と
し
て
夫
婦
の
共
通
常
居
所
地
法
を
指
定
す
る
(
一
六
条
)
。
こ
れ
は
、

国
際
私
法
上
の
両
性
平
等
の
観
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
指
定
さ
れ
た
準
拠
法
は
、
あ
る
い
は
夫
の
地
位
を
妻
の
地
位
よ
り
も
高
く

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
、
実
質
法
上
の
正
義
の
問
題
で
あ
り
、
国
際
私
法
上
の
正
義
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
鳥
居
淳
子
「
国
際

私
法
と
両
性
平
等
」
国
際
私
法
の
争
点
〔
新
版
〕
一
二
八
頁
以
下
参
照
。
奥
田
安
弘
「
戦
後
補
償
裁
判
と
サ
ヴ
イ
ニ

l
の
国
際
私
法
理
論
(
一
ご

北
大
法
学
論
集
五
一
巻
三
号
二
五
O
頁
以
下
(
以
下
で
は
「
奥
田
(
サ
ヴ
イ
ニ

l
'
一
)
」
と
し
て
引
用
す
る
)
も
参
照
。

(
凶
)
山
田
勝
彦
「
裁
判
実
務
か
ら
み
た
戦
後
補
償
」
奥
田
H
川
島
ほ
か
・
前
掲
注

(2)
一
一
一
七
頁
以
下
参
照
。

(
げ
)
東
京
地
判
平
一
一
・
九
・
二
二
判
タ
一

O
二
八
号
九
二
頁
。

(
国
)
前
掲
注

(
2
)
の
奥
田
(
覚
書
)
お
よ
び
奥
田
(
共
同
研
究
)
は
、
南
京
判
決
以
前
に
提
出
し
た
意
見
書
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
奥
田
(
サ
ヴ
イ
ニ

l
・
二
前
掲
注
(
日
)
お
よ
び
奥
田
(
サ
ヴ
ィ
ニ

l
-
一
一
)
前
掲
注

(
2
)
は
、
南
京
判
決
を
批
判
す

る
た
め
に
執
筆
し
た
意
見
書
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
川
口
)
こ
れ
に
対
し
て
、
南
京
判
決
は
、
そ
も
そ
も
本
件
に
つ
い
て
は
、
法
例
に
よ
る
こ
と
な
く
、
当
然
に
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
が
、
仮
に
法
例

一
一
条
一
項
に
よ
り
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
「
原
告
ら
の
各
請
求
は
、
最
終
的
に
は
、
日
本
法
の
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
成
立
せ

ず
、
ま
た
、
そ
の
効
力
に
つ
い
て
も
日
本
法
の
適
用
を
受
け
る
」
と
し
て
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に
よ
り
、
国
家
無
答
責
の
法
理
が
適
用
さ

れ
る
と
す
る
。
前
者
の
国
際
私
法
不
適
用
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
奥
田
(
サ
ヴ
イ
ニ

1
・
二
前
掲
注
(
日
)
二
四
九
頁
以
下
お
よ
び

奥
田
(
サ
ヴ
ィ
ニ

l
・
一
一
)
前
掲
注

(2)
三
一
一
一
五
頁
以
下
。
な
お
河
野
俊
行
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
七
九
号
(
平
成
一
一
年
度
重
要
判
例
解
説
)

三
O
二
頁
は
、
南
京
判
決
の
結
論
に
賛
成
す
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
本
件
の
よ
う
な
戦
争
状
態
下
で
行
わ
れ
た
行
為
は
法
例
の
立
法
者
の

意
図
を
超
え
た
異
常
事
態
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
み
で
あ
り
、
論
評
に
値
し
な
い
。
そ
の
他
の
関
連
文
献
と
し
て
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
従
軍
慰

安
婦
事
件
に
関
す
る
東
京
地
判
平
一

0
・一

0
・
九
判
時
一
六
八
三
号
五
七
頁
を
句
評
釈
し
た
山
内
惟
介
・
ジ
ュ
リ
弐
ト
一
一
五
七
号
(
平
成
一

0
年
度
重
要
判
例
解
説
)
二
八
八
頁
が
あ
り
、
ま
た
同
「
ド
イ
ツ
国
際
私
法
に
お
け
る
よ
戦
後
補
償
。
問
題
に
つ
い
て
l
元
強
制
労
働
者
補
償

請
求
事
件
を
素
材
と
し
て
」
法
学
新
報
一

O
六
巻
九
・
一

O
合
併
号
三
三
頁
が
あ
る
。
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国家賠償責任と法律不遡及のJ反日IJ

(
却
)
「
米
園
砲
艦
『
パ
ネ
l
』
競
事
件
ニ
閥
ス
ル
外
務
省
後
表
」
外
務
省
情
報
部
『
支
那
事
愛
関
係
公
表
集
(
第
三
競
)
』

以
下
参
照
。

(
幻
)
奥
田
(
サ
ヴ
イ
ニ

l
・
一
一
)
前
掲
注

(
2
)
三
五
三
頁
以
下
。
た
だ
し
、
南
京
判
決
は
、
他
方
で
、
「
甲
国
家
の
乙
国
家
に
対
す
る
国
家
責
任

と
し
て
の
損
害
賠
償
責
任
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
い
わ
ば
抽
象
的
な
乙
国
家
そ
れ
自
体
の
損
害
の
み
が
問
題
と
さ
れ
、
乙
国
家
の
国
民
に
関
す

る
損
害
が
切
り
敵
さ
れ
て
い
る
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
パ
ネ
l
号
事
件
に
お
い
て
、
日
本
政
府

が
米
国
政
府
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
支
払
っ
た
こ
と
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
否
定
し
た
と
も
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
南
京

判
決
で
は
、
随
所
に
矛
盾
し
た
判
示
が
見
受
け
ら
れ
る
。

(
幻
)
後
述
四
の

4
参
照
。

(
お
)
字
賀
・
前
掲
注

(
7
)
四
一
三
頁
。

(
泊
)
宇
賀
・
前
掲
注

(
7
)
四
一
九
頁
。
さ
ら
に
問
書
四
一
八
頁
は
、
「
ボ
ア
ソ
ナ
i
ド
草
案
で
は
、
公
権
力
の
行
使
の
場
合
と
私
経
済
的
活
動
の

場
合
を
区
別
す
る
こ
と
な
し
に
民
法
を
適
用
し
て
国
の
責
任
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
旧
民
法
典
か
ら
国
家
責
任
規
定
を
削

除
し
た
立
法
者
の
意
図
は
、
私
経
済
的
活
動
を
含
め
て
一
切
国
家
責
任
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
全
く
で
き
な
い
わ
け
で
は

な
い
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
三
の

2
で
見
る
よ
う
に
、
旧
民
法
の
起
草
者
は
、
二
疋
の
範
囲
で
の
み
国
家
の
賠
償
責
任
を
否
定
す
る

意
図
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
記
述
も
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
。

(
お
)
前
述
二
の

l
参
照
。

(
お
)
近
藤
昭
三
「
ボ
ア
ソ
ナ
1
ド
と
行
政
上
の
不
法
行
為
責
任
」
法
政
研
究
(
九
州
大
学
)
四
二
巻
二
・
三
合
併
号
一
七
九
頁
。

(
幻
)
近
藤
・
前
掲
注
(
お
)
一
九
五
頁
以
下
。

(
却
)
近
藤
・
前
掲
注
(
お
)
二
O
一
一
員
。

(
却
)
近
藤
・
前
掲
注
(
却
)
二
O
二
頁
以
下
。

(
却
)
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
律
取
調
委
員
曾
・
民
法
草
案
財
産
編
第
三
七
三
傑
ニ
閥
ス
ル
意
見
(
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書

日
)
』
(
一
九
八
九
年
、
商
事
法
務
研
究
会
)
三
九
頁
以
下
(
以
下
で
は
『
資
料
議
室
田
凶
』
と
し
て
引
用
す
る
)

0

(
幻
)
『
資
料
叢
書
日
』
前
掲
注
(
却
)
一
八
頁
に
よ
れ
ば
、
「
西
委
員
ノ
意
見
」
は
明
治
二
二
年
九
月
一
O
日
付
け
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
い
う

「
本
月
四
日
ヲ
以
テ
垂
示
セ
ラ
レ
シ
園
家
ノ
責
任
ニ
関
ス
ル
意
見
書
」
と
は
、
今
村
修
正
案
を
含
む
今
村
報
告
委
員
の
意
見
書
を
意
味
し
て
い
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説言命

る
と
解
さ
れ
る
。

(
担
)
『
資
料
叢
警
は
山
』
前
掲
注
(
却
)
二
九
頁
。

(
お
)
『
資
料
叢
番
目
』
前
掲
注
(
却
)
三
七
頁
。

(M)
『
資
料
叢
警
は
山
』
前
掲
注
(
初
)
三
九
頁
。

(
お
)
「
資
料
叢
番
目
』
前
掲
注
(
初
)
二
一
一
員
。
こ
の
井
上
報
告
委
員
が
本
当
に
井
上
毅
で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
意
見
は
、
一
見

し
た
と
こ
ろ
、
前
述
の
今
村
和
郎
宛
の
書
簡
、
後
述
の
『
国
家
学
会
雑
誌
』
掲
載
の
意
見
、
後
述
三
の

4
の
行
政
裁
判
法
草
案
、
後
述
三
の

5

の
「
裁
判
所
構
成
法
案
ニ
釣
ス
ル
意
見
書
類
」
と
矛
盾
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
井
上
毅
は
、
行
為
の
性
質
に
よ
っ

て
、
民
法
の
適
用
・
不
適
用
を
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
の
行
為
に
重
点
を
置
く
か
に
よ
っ
て
、
民
法
の
適
用
に
賛
成
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
し
、
ま
た
こ
れ
に
反
対
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
お
)
『
資
料
叢
番
目
山
』
前
掲
注
(
却
)
一
一
一
一
一
良
。

(
幻
)
『
資
料
叢
香
川
山
』
前
掲
注
(
お
)
一
一
一
一
頁
以
下
。

(
お
)
『
資
料
叢
舎
は
山
』
前
掲
注
(
鈎
)
一
八
頁
。

(
お
)
『
資
料
裳
香
川
山
』
前
掲
注
(
初
)
一
九
頁
。

(
刊
)
『
資
料
叢
警
は
山
』
前
掲
注
(
却
)
一
九
頁
。

(
引
)
『
資
料
叢
香
川
』
前
掲
注
(
却
)
一
九
頁
。

(
位
)
『
資
料
叢
番
目
』
前
掲
注
(
初
)
一
九
頁
以
下
。

(
招
)
『
資
料
叢
書
凶
』
前
掲
注
(
却
)
二
O
頁
。

(
必
)
『
資
料
叢
誉
回
』
前
掲
注
(
却
)
二
O
賀
、
。

(
羽
)
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
民
法
編
纂
ニ
閥
ス
ル
諸
意
見
並
雑
書
(
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
叩
)
』
(
一
九
八
八
年
、
商
事
法

務
研
究
会
)
三
九
八
頁
以
下
。
な
お
、
同
所
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
起
案
者
の
説
明
と
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
こ
と
で
あ
り
、
修
正
案
の

起
草
者
の
こ
と
で
は
な
い
。
続
い
て
今
村
修
正
案
を
掲
載
し
た
後
、
こ
れ
に
対
す
る
西
委
員
・
松
岡
委
員
・
磯
部
報
告
委
員
・
井
上
報
告
委
員

の
意
見
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
『
資
料
叢
書
凶
』
前
掲
注
(
却
)
に
収
録
さ
れ
た
意
見
の
要
約
で
あ
る
。

(
必
)
井
上
毅
「
民
法
初
稿
第
三
百
七
十
三
係
ニ
封
ス
ル
意
見
」
国
家
学
会
雑
誌
四
巻
五
一
号
九
七
四
頁
以
下
。
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国家賠償責任と法律不遡及の原則

(
灯
)
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
速
記
録
五
(
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
5
)
』
(
一
九
八
四
年
、
商
事
法

務
研
究
会
)
三
四
二
頁
(
以
下
で
は
『
資
料
叢
書
5
』
と
し
て
引
用
す
る
)
。

(
必
)
『
資
料
叢
書
5
』
前
掲
注
(
幻
)
三
回
三
頁
。

(
的
)
『
資
料
叢
書
5
』
前
掲
注
(
幻
)
三
四
五
頁
以
下
。

(
印
)
『
資
料
叢
書
5
」
前
掲
注
(
幻
)
三
四
七
頁
。

(
日
)
「
資
料
叢
書
5
』
前
掲
注
(
幻
)
三
四
八
頁
。

(
臼
)
『
資
料
叢
書
5
』
前
掲
注
(
幻
)
三
四
八
頁
。

(
日
)
官
吏
の
賠
償
責
任
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条
の
立
法
経
緯
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
・
前
掲
注

(
7
)

一
八
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
『
注
釈
民
法

(ω)
債
権
(
叩
)
』
(
一
九
六
五
年
、
有
斐
閣
)
二
七
一
頁
(
森
島
昭
夫
執
筆
)
は
、
「
公
務
員
の
職
務
執
行
中
の
不
法
行
為
に

つ
い
て
、
国
が
責
任
を
負
う
か
ど
う
か
は
、
民
法
の
起
草
当
時
か
ら
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
起
草
者
は
、
特
別
の
立
法
が
な
い
か
ぎ
り
、

民
法
七
一
五
条
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
公
法
学
者
は
、
国
家
は
な
ん
ら
の
責
任
も
負
わ
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、

法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
起
草
者
は
、
私
法
的
関
係
に
つ
い
て
の
み
、
民
法
の
適
用

を
肯
定
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
公
法
学
者
と
同
じ
意
見
で
あ
っ
た
。

(
日
)
『
行
政
裁
判
所
五
十
年
史
』
(
一
九
四
-
年
)
一
一
一
一
頁
(
以
下
で
は
『
五
十
年
史
』
と
し
て
引
用
す
る
)
o

な
お
、
こ
の
規
定
の
理
白
書
は
、
園

挙
院
大
向
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
近
代
日
本
法
制
史
料
集
第
五
l
ロ
エ
ス
レ
ル
答
議
五
l
」
(
一
九
八
二
年
、
図
皐
院
大
事
)
一
六
四
頁
以

下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
国
)
園
事
院
大
事
日
本
文
化
研
究
所
編
「
近
代
日
本
法
制
史
料
集
第
一

l
ロ
エ
ス
レ
ル
答
議
一

l
』
(
一
九
七
九
年
、
園
撃
院
大
撃
)
一
O
三

頁
以
下
。
『
資
料
叢
書
時
』
前
掲
注
(
却
)
一
一
二
頁
も
参
照
。

(
日
)
『
五
十
年
史
』
前
掲
注
(
閃
)
一
一
二
貝
。

(
時
)
『
五
十
年
史
』
前
掲
注
(
日
)
二
七
頁
以
下
。
た
だ
し
、
回
答
の
原
文
は
、
「
行
政
裁
判
所
設
置
ノ
問
題
」
伊
藤
博
文
編
『
秘
書
類
纂

制
定
資
料
全
』
(
一
九
三
五
年
、
秘
書
類
纂
刊
行
舎
)
三
七
O
頁
に
よ
っ
た
。

(
日
)
『
五
十
年
史
』
前
掲
注
(
日
)
三
O
頁
以
下
。

(
印
)
『
五
十
年
史
』
前
掲
注
(
日
)
二
九
真
。
な
お
同
年
二
月
一
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官
制

一
日
に
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
六
一
条
は
、
「
行



説

政
官
鷹
ノ
違
法
成
分
ニ
由
リ
権
利
ヲ
傷
害
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
ル
ノ
訴
訟
ニ
シ
テ
別
ニ
法
律
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
行
政
裁
判
所
ノ
裁
判
ニ
属
ス
ヘ
キ

モ
ノ
ハ
司
法
裁
判
所
ニ
於
テ
受
理
ス
ル
ノ
限
ニ
在
ラ
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
一
方
、
井
上
毅
の
草
案
は
、
民
法
の
適
用
を
受
け
る
行
為
に
よ

る
損
害
の
賠
償
請
求
訴
訟
を
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
し
て
い
た
し
、
後
述
の
モ
ツ
セ
の
草
案
は
、
権
力
的
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
責
任
に
つ

い
て
、
官
吏
に
対
す
る
訴
訟
を
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
宇
賀
・
前
掲
注

(
7
)
四
一
三
頁
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
明

治
憲
法
下
で
、
公
法
私
法
二
元
論
が
支
配
的
と
な
り
、
公
権
力
の
行
使
に
関
す
る
事
件
は
公
法
上
の
事
件
と
し
て
、
司
法
裁
判
所
は
管
轄
を
有

し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
」
と
い
う
論
理
は
、
明
治
憲
法
自
体
か
ら
は
導
き
出
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
日
)
『
五
十
年
史
」
前
掲
注
(
日
)
四
五
頁
。
草
案
の
作
成
時
点
の
推
測
に
つ
い
て
は
、
同
室
百
五
九
頁
参
照
。

(
臼
)
『
資
料
叢
書
凶
』
前
掲
注
(
却
)
二
八
頁
。
さ
ら
に
「
図
家
損
害
賠
償
責
任
ニ
開
ス
ル
モ
ツ
セ
氏
答
議
」
「
官
吏
ノ
民
法
上
責
任
ニ
閥
ス
ル
モ
ツ

セ
氏
答
議
」
「
園
ニ
封
ス
ル
訴
訟
ニ
関
ス
ル
モ
ツ
セ
氏
答
議
」
図
皐
院
大
祭
日
本
文
化
研
究
所
編
『
近
代
日
本
法
制
史
料
集
第
十
1

ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
答
議
三
モ
ツ
セ
答
議
1

』
(
一
九
八
八
年
、
園
泉
院
大
島
ナ
)
一
三
五
頁
以
下
、
一
四
七
頁
以
下
、
一
七
四
頁
以
下
も
参
照
。

(
日
)
『
五
十
年
史
』
前
掲
注
(
日
)
五
四
頁
。

(
臼
)
『
五
十
年
史
』
前
掲
注
(
日
)
六
一
頁
以
下
。

(
臼
)
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
律
取
調
委
員
曾
・
帝
図
司
法
裁
判
所
構
成
法
草
案
議
事
筆
記
(
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
お
)
』

(
一
九
八
六
年
、
商
事
法
務
研
究
会
)
四
O
頁
(
以
下
で
は
『
資
料
叢
書
お
』
と
し
て
引
用
す
る
)
。

(
的
)
『
資
料
叢
書
お
』
前
掲
注
(
伍
)
二
二
七
頁
。

(
日
)
染
野
義
信
「
司
法
制
度
」
「
講
座
日
本
近
代
法
発
達
史
2
』
(
一
九
五
八
年
、
劾
草
書
房
)
一
五
六
頁
も
、
「
法
律
取
調
委
員
会
よ
り
内
閣
に

提
出
さ
れ
た
帝
国
司
法
裁
判
所
構
成
法
草
案
が
内
閣
及
び
元
老
院
を
経
て
帝
国
裁
判
所
構
成
法
草
案
と
し
て
枢
密
院
に
送
付
さ
れ
る
ま
で
の
修

正
経
過
は
明
ら
か
で
な
い
」
と
し
て
い
る
。

(
伺
)
井
上
毅
「
裁
判
所
構
成
法
案
ニ
針
ス
ル
意
見
書
類
」
伊
藤
博
文
編
『
秘
書
類
纂

曾
)
八
五
頁
以
下
。

(
的
)
下
山
瑛
二
「
国
家
賠
償
」
『
日
本
国
憲
法
体
系

法
』
(
一
九
七
九
年
、
三
省
堂
)
六
九
頁
。

(
叩
)
染
野
・
前
掲
注
(
町
)
一
五
五
頁
。

包也
開聞

法
制
関
係
資
料

上
巻
』
(
一
九
三
四
年
、
秘
書
類
纂
刊
行

第
六
巻

統
治
の
作
用
』
(
一
九
六
五
年
、
有
斐
閣
)
二
三
五
頁
H

同
『
人
権
と
行
政
救
済
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(
引
)
戦
前
の
国
家
賠
償
責
任
と
裁
判
管
轄
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
田
中
二
郎
『
行
政
上
の
損
害
賠
償
及
び
損
失
補
償
』
(
一
九
五
四
年
、
酒
井
書
庖
)

八
O
頁
以
下
、
高
田
敏
H
村
上
義
弘
「
国
家
賠
償
責
任
の
理
論
構
成
」
『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
6
』
(
一
九
七
四
年
、
日
本
評
論
社
)
一
一
一
九

頁
以
下
、
下
山
(
国
家
賠
償
)
前
掲
注
(
的
)
二
三
五
頁
以
下
H
同
(
人
権
と
行
政
救
済
法
)
前
掲
注

(ω)
六
九
頁
以
下
も
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
、
主
に
戦
前
の
判
例
お
よ
び
学
説
を
考
察
し
て
い
る
。

(η)
た
と
え
ば
、
字
賀
・
前
掲
注

(7)
四
一
八
頁
は
、
「
立
法
者
の
意
思
が
ど
う
で
あ
れ
、
国
の
私
経
済
的
活
動
に
つ
き
民
法
上
の
不
法
行
為
が

成
立
す
る
旨
の
明
文
の
規
定
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
判
例
学
説
が
こ
れ
を
肯
定
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
一
定
の
評
価
を
す
べ

き
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
泊
)
奥
田
(
共
同
研
究
)
前
掲
注

(
2
)

一
五
一
頁
以
下
で
は
、
宇
賀
・
前
掲
注

(
7
)

一
六
頁
以
下
な
ど
に
も
と
づ
き
、
ホ
ッ
プ
ス
お
よ
び
ル

ソ
l
の
見
解
に
国
家
無
答
責
の
根
拠
を
求
め
て
い
た
が
、
こ
の
点
は
訂
正
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
プ
ス
お
よ
び
ル
ソ
l
は
、
「
支
配
者
と
被

支
配
者
の
自
同
性
」
の
論
理
に
よ
っ
て
、
国
家
無
答
責
を
根
拠
づ
け
て
い
た
が
、
同
様
の
論
理
が
明
治
憲
法
時
代
の
日
本
に
当
て
は
ま
る
と
は

思
え
な
い
。
む
し
ろ
支
配
者
は
被
支
配
者
の
権
利
を
保
護
す
る
立
場
に
あ
る
か
ら
、
悪
を
な
し
え
な
い
、
と
い
う
論
理
に
国
家
無
答
責
の
根
拠

を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
学
の
思
考
形
式
』
(
一
九
七
八
年
、
木
鐸
社
)
五
七
頁
に
よ
れ
ば
、
穂
積
八
束
の
官
僚
主

義
は
「
決
し
て
そ
れ
自
体
が
固
有
の
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
結
局
、
国
民
の
か
福
利
4

に
こ
そ
、
明
確
に
そ
の
根
拠
が
求

め
ら
れ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
当
時
の
国
家
観
を
知
る
う
え
で
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
九
)
た
と
え
ば
、
平
成
八
年
改
正
の
民
事
訴
訟
法
附
則
三
条
本
文
は
、
「
新
法
の
規
定
(
罰
則
を
除
く
。
)
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
新
法
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
」
と
し
、
ま
た
同
四
条
一
項
は
、
「
新
法
の
施
行
の
際
現
に
係
属
し
て
い
る
訴
訟

の
管
轄
及
び
移
送
に
関
し
て
は
、
・
:
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
原
因
事
実
が
新
法
の
施
行
前
に
発

生
し
た
事
件
に
つ
い
て
も
、
新
法
の
施
行
後
に
係
属
し
た
訴
訟
の
管
轄
は
、
新
法
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
現
行
の
裁
判
所
法
の
附
則
一
項

は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
(
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
)
か
ら
同
法
を
施
行
し
、
同
二
項
は
、
裁
判
所
構
成
法
お
よ
び
行
政
裁
判
法
な
ど
を
廃

止
す
る
の
み
で
あ
り
、
平
成
八
年
改
正
の
民
事
訴
訟
法
附
則
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
な
い
が
、
原
因
事
実
が
裁
判
所
法
の
施
行
前
に
発
生

し
た
事
件
に
つ
い
て
も
、
同
法
の
施
行
後
に
係
属
し
た
裁
判
の
事
項
管
轄
は
、
戦
前
の
裁
判
所
構
成
法
お
よ
び
行
政
裁
判
法
で
は
な
く
、
現
行

の
裁
判
所
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

(
花
)
国
家
無
答
責
の
法
理
を
手
続
法
上
の
問
題
と
み
る
理
由
に
つ
い
て
、
奥
田
(
共
同
研
究
)
前
掲
注

(
2
)

国家賠償責任と法律不遡及の原則

一
五
三
頁
以
下
は
、
字
賀
・
前
掲
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説

注

(
7
)
四
二
二
頁
(
注
(
幻
)
の
本
文
に
引
用
し
た
箇
所
)
に
依
拠
し
、
ま
た
奥
田
(
サ
ヴ
イ
ニ
l

-
一
一
)
前
掲
注

(
2
)
三
六
二
頁
は
、
「
旧

民
法
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
賠
償
責
任
に
関
す
る
規
定
が
起
草
過
程
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
こ
と
は
、

実
定
法
上
の
根
拠
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
点
は
訂
正
し
た
い
。

(
花
)
奥
田
(
共
同
研
究
)
前
掲
注

(
2
)

一
五
六
頁
以
下
。
た
だ
し
、
国
家
無
答
責
の
法
理
の
根
拠
が
「
当
時
は
合
理
的
と
考
え
ら
れ
て
い
た
根

拠
で
あ
っ
て
も
、
今
日
の
法
観
念
か
ら
み
て
、
あ
ま
り
に
も
不
合
理
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
公
序
良
俗
違
反
で
あ
る
」
と
し
た
点
(
一
五

五
頁
)
は
、
ミ
ス
リ
l
デ
イ
ン
グ
で
あ
る
の
で
撤
回
し
た
い
。
筆
者
の
見
解
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
適
用
結
果
が
公

序
良
俗
に
違
反
す
る
場
合
を
問
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
後
述
注
(
叫
)
の
本
文
参
照
。

(
打
)
山
田
鎌
一
『
国
際
私
法
』
(
一
九
九
二
年
、
有
斐
閣
)
八
八
頁
以
下
、
奥
田
安
弘
『
国
際
取
引
法
の
理
論
』
(
一
九
九
二
年
、
有
斐
閣
)
四
五

頁
参
照
。

(
沌
)
「
時
際
法
」
と
い
う
名
称
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
「
体
系
際
法
」
と
い
う
名
称
は
、
山
田
錬
一
教
授
の
命
名
に
よ
る
仮
称
で
あ
る
。
山
田
・

前
掲
注
(
打
)
一
一
頁
以
下
。
し
か
し
、
時
際
法
お
よ
び
人
際
法
な
ど
の
規
範
が
準
拠
法
内
部
に
お
け
る
法
の
適
用
関
係
を
決
定
す
る
た
め
に

存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
体
系
際
法
の
存
在
も
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
奥
田
・
前
掲
注
(
竹
)
二
六
頁
も
参
照
。

(
乃
)
一
般
に
狭
義
の
抵
触
法
と
は
、
国
際
私
法
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
抵
触
法
と
い
う
用
語
は
誤
解
を
招
く
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
を

要
す
る
。
溜
池
良
夫
「
国
際
私
法
講
義
〔
第
二
版
〕
』
(
一
九
九
九
年
、
有
斐
閣
)
四
頁
以
下
、
山
田
・
前
掲
注
(
打
)
一
O
頁
、
奥
田
(
共
同

研
究
)
前
掲
注

(
2
)

一
二
九
頁
以
下
参
照
。

(
剖
)
た
と
え
ば
、
国
際
私
法
の
基
礎
を
築
い
た
サ
ヴ
イ
ニ

l
の
学
説
が
内
外
法
の
平
等
を
出
発
点
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
溜
池
・
前
掲

注
(
乃
)
四
六
頁
、
奥
田
(
サ
ヴ
ィ
ニ

1
・
ニ
前
掲
注
(
日
)
二
六
一
頁
以
下
な
ど
参
照
。

(
別
)
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
法
律
不
遡
及
の
原
則
を
前
提
と
し
て
い
る
。
民
法
の
親
族
編
お
よ
び
相
続
編
を
全
面
的
に
改
正
し
た
昭
和
二
二
年
法
律

第
二
二
二
号
の
附
則
四
条
の
よ
う
に
、
新
法
の
遡
及
適
用
を
定
め
た
明
文
の
規
定
が
あ
る
場
合
は
、
か
よ
う
な
新
法
と
旧
法
の
平
等
原
則
は
破

ら
れ
て
い
る
。

(
位
)
外
国
法
の
解
釈
に
つ
い
て
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
山
田
・
前
掲
注
(
打
)
一
二
三
頁
、
砂
川
恵
伸
「
外
国
法
の
内
容
の
不
明
」

国
際
私
法
の
争
点
〔
新
版
〕
七
二
頁
。

(
幻
)
国
家
賠
償
法
は
、
国
家
賠
償
責
任
の
実
体
法
上
の
問
題
だ
け
を
規
律
し
て
い
る
か
ら
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に
い
う
「
従
前
の
例
」
と
は
、

号ふ
ロ聞
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旧
法
の
う
ち
、
実
体
法
上
の
問
題
に
適
用
さ
れ
る
規
範
だ
け
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
手
続
法
上
の
問
題
は
、
別
途
、
手

続
法
規
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
か
ら
、
新
旧
い
ず
れ
の
手
続
法
規
が
適
用
さ
れ
る
の
か
は
、
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
で
は
な
く
、
手
続
法
規
に

関
す
る
時
際
法
規
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

(
制
)
時
際
法
上
の
公
序
と
い
う
観
念
は
、
わ
が
国
で
は
、
ま
だ
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
サ
l
シ
l
は
、
次
の
よ
う
な
ス
イ
ス
民

法
最
終
章
第
二
条
を
引
用
し
て
、
同
様
の
見
解
を
主
張
し
て
い
る
ο

「
公
序
良
俗
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
民
法
の
規
定
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い

限
り
、
そ
の
施
行
の
時
か
ら
、
す
べ
て
の
事
実
関
係
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
新
法
に
よ
れ
ば
公
序
良
俗
に
反
す
る
旧
法
の
規
定
は
、

民
法
施
行
の
時
か
ら
、
も
は
や
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
サ
l
シ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
時
際
法
に
お
け
る
公
序
の
発
動
を
認
め
た
規
定

で
あ
る
。
た
し
か
に
時
際
法
に
お
い
て
は
、
新
法
と
旧
法
の
立
法
者
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
公
序
の
発
動
は
国
際
私
法
に
お
け
る
よ
り
も
狭
い

範
囲
に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
際
法
に
お
け
る
公
序
の
発
動
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
サ

i
シ
ー

は
、
ス
イ
ス
民
法
の
よ
う
な
規
定
が
な
く
て
も
、
一
般
的
に
時
際
法
に
お
け
る
公
序
発
動
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る

o
z
w砂
N
?

の
S
2
2
0『

E
5
5径
四
項

2
8
3弘
2
E
g
g
s
u
m互
。
立
口
出
向
。
ロ
ロ

5
2
4
3
=・
司

ω斗
E
・

(
出
)
た
と
え
ば
、
山
本
草
二
『
国
際
法
(
新
版
〕
』
(
一
九
九
四
年
、
有
斐
閣
)
一
一
一
一
一
一
一
一
一
良
は
、
「
国
家
が
内
外
人
の
別
な
く
他
国
の
介
入
を
排
除
し

て
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
の
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
領
域
(
軍
艦
、
軍
用
航
空
機
も
こ
れ
に
準
ず
る
)
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
国
際
慣
習
法
ま
た
は
条
約
に
基
づ
く
別
段
の
許
容
法
規
の
な
い
限
り
、
国
家
は
国
際
法
上
の
主
要
な
義
務
と
し
て
他
国
の
領
域
で
の
権
力

行
使
(
強
制
管
轄
権
)
を
す
べ
て
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
り
・
:
、
そ
の
意
味
で
管
轄
権
は
属
地
的
な
も
の
と
、
一
応
、
推
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
か
よ
う
な
国
際
法
上
の
制
限
が
あ
る
以
上
、
旧
民
法
の
起
草
者
が
自
国
内
の
権
力
的
行
為
だ
け
を
想
定
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
在
外
公
館
に
よ
る
自
国
民
の
保
護
お
よ
び
査
証
の
発
給
な
ど
は
、
慣
習
国
際
法
な
い
し
条
約
に
よ
り
許
容
さ
れ
た
場

合
に
当
た
る
。

(
部
)
換
言
す
れ
ば
、
自
国
民
が
在
外
公
館
に
保
護
を
求
め
て
き
た
場
合
や
、
外
国
人
が
査
証
の
発
給
を
申
請
し
て
き
た
場
合
に
お
け
る
公
権
力
の

行
使
は
、
国
際
法
に
よ
り
許
容
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
当
該
個
人
が
自
発
的
に
自
国
の
管
轄
に
服
す
る
場
合
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、

法
律
的
な
意
味
に
お
け
る
権
利
保
護
の
関
係
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
旧
民
法

の
起
草
者
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
と
矛
盾
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
在
外
公
館
の
公
用
車
に
よ
る
事
故
の
場
合
は
、
被
害
者
は
事

故
発
生
地
図
の
管
轄
に
服
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
在
外
公
館
の
本
国
と
の
問
に
権
利
保
護
の
関
係
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
か
ら
、
国
家
無
答
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説""" n問

貰
の
法
理
の
適
用
も
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
自
国
の
管
轄
に
服
す
る
か
否
か
を
基
準
と
し
て
、
国
家
無
答
責
の
場
所
的
適
用
範

囲
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
奥
田
(
共
同
研
究
)
前
掲
注

(
2
)

一
五
二
頁
お
よ
び
奥
田
(
サ
ヴ
ィ
ニ

l
・
一
一
)
前
掲
注

(
2
)

三
五
八
頁
の
記
述
を
維
持
し
て
お
き
た
い
。

(
町
)
前
述
三
の

2
の
よ
う
に
、
旧
民
法
の
起
草
者
は
、
民
法
の
適
用
・
不
適
用
の
基
準
を
明
確
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
明
文
の

規
定
を
置
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
様
々
な
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
一
般
的
に
も
、
渉
外
的
な
要
素

の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
、
個
々
の
法
規
範
が
純
粋
国
内
事
件
と
異
な
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
は
、
従
来
か
ら
学
説
上
主
張
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
こ
れ
を
認
め
た
裁
判
例
も
あ
る
。
山
田
・
前
掲
注

(η)
一
一
一
一
一
頁
、
溜
池
・
前
掲
注
(
河
)
二
三
九
頁
、
東
京
家
審
昭
四
八
・
四
・

二
O
家
月
二
五
巻
一

O
号
一
一
一
一
一
一
良
。
奥
田
(
サ
ヴ
ィ
ニ

1
・
二
)
前
掲
注

(
2
)
三
五
六
頁
以
下
も
参
照
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
に
渉
外

的
な
要
素
を
考
慮
し
て
、
民
法
の
適
用
・
不
適
用
の
基
準
な
い
し
国
家
無
答
責
の
適
用
範
囲
の
限
界
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
解
釈
論
と
し
て
十

分
に
可
能
で
あ
る
。

(
槌
)
岩
沢
雄
司
『
条
約
の
国
内
適
用
可
能
性
』
(
一
九
八
五
年
、
有
斐
閣
)
二
七
頁
以
下
参
照
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
「
条
約
ハ
如
何
ナ
ル
方
式
ニ
依

テ
其
効
力
ヲ
生
ズ
ル
ヤ
」
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
政
府
の
照
会
に
対
し
て
、
当
時
の
日
本
政
府
は
、
「
仮
令
法
規
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
事
項
ヲ
内
容
ト
ス

ル
モ
ノ
ト
難
モ
議
会
ヲ
シ
テ
之
ニ
協
賛
セ
シ
メ
サ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
而
シ
テ
此
種
ノ
条
約
ハ
国
法
ノ
一
部
ト
シ
テ
公
布
ニ
依
リ
当
然
ニ
一
般
ノ
道

由
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
解
シ
法
律
命
令
ヲ
制
定
シ
テ
之
ヲ
国
法
中
ニ
編
入
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ナ
ク
又
条
約
ノ
規
定
ニ
抵
触
ス
ル
法
律
命
令
ノ
規

定
ハ
当
然
変
更
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
釈
致
居
候
・
:
尤
モ
国
際
条
約
中
締
約
国
政
府
カ
其
内
国
法
制
ヲ
修
補
ス
ヘ
キ
旨
協
約
シ
タ
ル
場
合
ニ
於

テ
ハ
条
約
ノ
目
的
ヲ
遠
ス
ル
カ
為
ニ
其
規
定
ニ
従
ヒ
立
法
上
ノ
措
置
ヲ
採
ル
ヘ
キ
コ
ト
ハ
勿
論
ノ
義
ニ
有
之
候
」
と
回
答
し
た
(
傍
線
・
奥
田
)
。

ま
た
判
例
と
し
て
は
、
山
東
懸
案
解
決
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て
、
「
〔
こ
の
条
約
〕
カ
批
准
ヲ
経
テ
条
約
ト
シ
テ
完
全
ナ
ル
効
力
ヲ
生
ス
ル
ト

共
ニ
之
ヲ
国
内
ニ
公
布
ス
ル
ニ
依
リ
テ
別
段
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
ス
シ
テ
法
律
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
ク
我
カ
国

ノ
従
来
ノ
先
例
モ
亦
此
ノ
解
釈
ニ
従
ヒ
タ
リ
」
と
判
示
し
た
東
京
地
判
昭
七
・
六
・
三
O
法
律
新
聞
三
四
四
六
号
七
頁
を
紹
介
し
て
い
る
(
傍

線
・
奥
田
)
。
な
お
前
者
に
よ
れ
ば
、
条
約
は
法
律
に
優
先
す
る
と
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る

と
し
て
い
る
。
清
宮
・
前
掲
注
(
日
)
四
四
三
頁
も
参
照
。
ち
な
み
に
、
一
九
一

O
年
九
月
二
三
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
署
名
さ
れ
た
船
舶
衝
突

ニ
付
テ
ノ
規
定
ノ
統
一
ニ
関
ス
ル
条
約
お
よ
び
海
難
ニ
於
ケ
ル
救
援
救
助
ニ
付
テ
ノ
規
定
ノ
統
一
二
関
ス
ル
条
約
は
、
一
九
一
四
年
一
月
一
一
一

日
、
わ
が
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
、
同
年
二
月
一
一
日
、
わ
が
国
に
つ
い
て
発
効
し
た
が
、
条
約
文
が
公
布
さ
れ
た
の
み
で
あ
り
、
条
約
の
内
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容
を
取
り
入
れ
た
法
律
は
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
条
約
が
公
布
の
み
で
国
内
的
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
戦
後
の
判
例
で
は
あ
る
が
、
海
難
救
助
条
約
を
直
接
に
適
用
し
た
最
判
昭
四
九
・
九
・
二
六
民
集
二
八
巻
六
号
二
一
一
一
一
一
一
頁

が
あ
る
。
奥
田
・
前
掲
注
(
打
)
九
四
頁
も
参
照
。

(
剖
)
こ
こ
で
ヘ

l
グ
陸
戦
条
約
三
条
は
、
一
般
法
で
あ
る
民
法
に
対
す
る
特
別
法
で
あ
る
と
す
る
が
、
明
治
憲
法
の
も
と
で
、
条
約
が
法
律
に
優

先
す
る
効
力
を
有
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
の
か
は
、
ひ
と
ま
ず
不
問
に
付
す
る
こ
と
に
す
る
。
へ

l
グ
陸
戦
条

約
は
、
一
九
O
七
年
に
署
名
さ
れ
、
一
九
一
一
一
年
一
月
二
二
日
、
わ
が
国
に
つ
い
て
発
効
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
民
法
に
対
し

て
後
法
に
当
た
る
し
、
内
容
的
に
も
特
別
法
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
同
条
約
三
条
が
個
人
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め

て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
従
来
の
戦
後
補
償
裁
判
で
は
、
こ
の
点
は
、
一
致
し
て
否
定
的
に
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
申
窓
宇

「
国
際
法
か
ら
み
た
戦
後
補
償
」
奥
田
・
川
島
ほ
か
・
前
掲
注

(
2
)

一一

O
頁
以
下
参
照
。

(
伺
)
た
だ
し
、
筆
者
は
、
へ

l
グ
陸
戦
条
約
三
条
が
囲
内
裁
判
所
に
お
け
る
個
人
の
権
利
行
使
を
認
め
た
も
の
で
な
い
と
す
る
従
来
の
判
例
に
は

納
得
し
か
ね
る
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
(
イ
ン
ド
、
チ
ン
ア
)
の
元
捕
虜
・
民
間
抑
留
者
の
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
関

す
る
東
京
地
判
平
一

0
・
一
一
・
一
二
O
判
タ
九
九
一
号
二
六
二
頁
は
、
ヘ

l
グ
陸
戦
条
約
三
条
の
起
草
過
程
を
検
討
し
た
結
果
、
「
同
条
が
損
害

を
被
っ
た
個
人
の
救
済
を
も
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
当
時
、
各
国
と
も
被
害
者
個
人
の
救
済
に

つ
い
て
は
、
国
際
法
の
原
則
ど
お
り
外
交
保
護
権
の
行
使
に
よ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
で
き
る
」
と

し
て
い
る
が
、
ヘ

l
グ
陸
戦
条
約
三
条
が
個
人
の
救
済
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
外
交
保
護
権
は
全
く
救
済
手
段
に
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
国
家
は
、
(
こ
個
人
の
要
求
に
も
と
づ
い
て
外
交
保
護
権
を
行
使
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
(
二
)
外
交
保
護
権
を
放
棄
す
る
自

由
が
あ
る
こ
と
、
(
三
)
外
交
保
護
権
の
行
使
に
よ
り
受
け
取
っ
た
金
銭
を
個
人
に
引
き
渡
す
義
務
が
な
い
こ
と
等
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
個

人
の
救
済
は
国
際
法
上
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
奥
田
(
サ
ヴ
ィ
ニ

1
・
一
二
前
掲
注

(2)
三
五
四
頁
以
下
参
照
。
し
た

が
っ
て
、
ヘ

l
グ
陸
戦
条
約
三
条
は
、
個
人
の
救
済
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
む
し
ろ
個
人
が
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
直
接
に
加
害

国
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
、
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
引
)
前
述
注
(
泊
)
参
照
。

(
凹
)
前
述
注
(
引
け
)
参
照
。

(
m
m
)

前
述
注
(
制
)
参
照
。
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U岡 説

(
似
)
た
と
え
ば
、
平
成
元
年
改
正
前
の
法
例
三
O
条
は
、
「
外
国
法
ニ
依
ル
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
其
規
定
カ
公
ノ
秩
序
又
ハ
善
良
ノ
風
俗
ニ
反
ス
ル
ト

キ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
改
正
後
の
法
例
三
三
条
は
、
「
其
規
定
ノ
適
用
」
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
場
合
は
適
用
し
な
い
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
際
私
法
上
の
公
序
が
外
国
法
の
内
容
で
は
な
く
、
具
体
的
な
事
件
に
お
け
る
適
用
結
果
を
発
動
の
基
準
と
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
楼
田
嘉
章
「
公
序
則
の
適
用
」
国
際
私
法
の
争
点
〔
新
版
〕
八
六
頁
参
照
。
さ
ら
に
山
田
・
前
掲
注
(
打
)

一
一
一
一
一
頁
も
参
照
。

(
部
)
わ
が
国
の
法
律
に
お
い
て
は
、
法
例
三
三
条
以
外
に
、
憲
法
人
二
条
二
項
、
法
例
二
条
、
民
法
九
O
条
、
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
三
号
に
お

い
て
も
、
公
序
良
俗
の
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
の
趣
旨
に
応
じ
て
、
発
動
の
要
件
が
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
法
例
三
三

条
は
、
国
際
私
法
上
の
公
序
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
の
強
行
法
に
反
す
る
外
国
法
の
適
用
が
す
べ
て
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
仮
に
こ
れ
を
認
め
た
と
し
た
ら
、
国
際
私
法
の
存
在
意
義
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
山
田
・
前
掲
注
(
打
)
一
一
一
一
O
頁
参
照
。
前
述
注

(
日
)
も
参
照
。

(
M
m
)

奥
田
(
サ
ヴ
ィ
ニ

i
-
一
一
)
前
掲
注

(
2
)
一
二
六
二
頁
参
照
。

(
併
)
た
と
え
ば
、
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』
(
一
九
六
五
年
、
岩
波
書
庖
)
二
三
頁
は
、
法
律
不
遡
及
の
原
則
に
つ
い
て
、
「
人
が
あ
る
行
為
を

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
時
の
法
律
に
よ
っ
て
効
果
を
生
ず
る
こ
と
を
予
期
し
て
な
す
も
の
で
あ
り
、
行
為
の
後
の
法
律
に
よ
っ
て
予
期
し
た
と

異
な
る
効
果
を
生
じ
さ
せ
て
は
、
法
律
関
係
の
紛
糾
を
生
じ
、
社
会
生
活
の
安
定
を
害
す
る
か
ら
、
か
よ
う
な
原
則
が
認
め
ら
れ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。

(
川
町
)
奥
田
(
共
同
研
究
)
前
掲
注

(
2
)

一
五
七
頁
。

(
仰
)
た
と
え
ば
、
国
際
私
法
上
の
公
序
に
つ
い
て
も
、
一
般
に
内
国
と
の
牽
連
関
係
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
楼
回
・
前
掲
注
(
倒
)
八
七
頁
に

よ
れ
ば
、
か
よ
う
な
内
国
牽
連
関
係
は
、
「
必
ず
し
も
普
遍
性
を
も
た
な
い
我
が
国
固
有
の
判
断

(
H
国
際
私
法
上
の
公
序
の
発
動
・
奥
田
注
)

を
対
外
的
に
主
張
し
得
る
だ
け
の
正
当
な
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
時
際
法
上
の
公

序
に
お
い
て
は
、
法
律
不
遡
及
の
原
則
を
定
め
た
国
家
賠
償
法
附
則
六
項
に
反
し
て
、
遡
及
適
用
の
必
要
性
を
主
張
し
う
る
事
情
と
し
て
、
現

在
と
の
関
連
が
重
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

(
削
)
た
と
え
ば
、
国
際
私
法
上
の
公
序
に
つ
い
て
、
山
田
・
前
掲
注
(
打
)
一
一
三
頁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
外
国
法
の
規
定
の
内
容

が
、
こ
れ
を
純
内
国
的
な
事
案
に
適
用
し
て
も
内
国
の
私
法
的
秩
序
を
害
し
な
い
、
内
国
か
ら
み
て
も
合
理
性
を
有
し
、
相
応
す
る
内
国
法
の
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国家賠償責任と法律不遡及の原則

規
定
に
代
替
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
は
単
な
る
法
制
の
相
異
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
外
国
法
の
規
定

の
適
用
の
結
果
、
内
国
法
に
よ
る
の
と
異
な
る
解
決
を
も
た
ら
し
で
も
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
、
内
国
の
公
序
に
反
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」
。

こ
れ
を
戦
後
補
償
裁
判
に
お
け
る
時
際
法
上
の
公
序
に
当
て
は
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
戦
後
補
償
裁
判
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
行
為
が
現
在
お
こ
な
わ
れ
、
こ
れ
に
国
家
無
答
責
の
法
理
を
適
用
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
適
用
結
果
は
現
在
の
法
秩

序
を
害
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
旧
法
の
適
用
結
果
は
反
公
序
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
肌
)
国
際
私
法
上
の
公
序
に
つ
い
て
は
、
外
国
法
の
適
用
排
除
の
結
果
と
し
て
、
内
国
法
の
適
用
を
認
め
な
が
ら
も
、
「
こ
こ
に
い
う
内
国
法
は
、

圏
内
事
件
に
適
用
さ
れ
る
内
国
法
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
渉
外
的
事
案
に
個
別
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
内
国
の
公
序
に
属
す
る
実
質
法
で
あ
る
」

と
す
る
見
解
が
あ
る
。
山
田
・
前
掲
注
(
打
)
一
三
五
頁
。
し
か
し
、
時
際
法
上
の
公
序
が
発
動
さ
れ
た
場
合
は
、
新
法
お
よ
び
旧
法
は
い
ず

れ
も
同
一
の
法
律
秩
序
に
属
す
る
か
ら
、
新
法
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
奥
田
(
共
同
研
究
)
前
掲
注

(2)
一
五

八
頁
。

(
叫
)
た
と
え
ば
、
秋
山
・
前
掲
注

(7)
六
一
頁
以
下
は
、
強
制
連
行
・
強
制
労
働
を
「
非
営
利
的
、
非
権
力
的
事
業
と
み
て
、
民
法
規
定
の
適

用
を
認
め
る
立
論
は
可
能
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
在
日
韓
国
人
女
性
が
中
国
大
陸
に
お
い
て
従
軍
慰
安
婦
と
さ
れ
た
事
件
の
控
訴
審

に
お
い
て
、
東
京
高
裁
は
、
国
に
「
慰
安
所
の
営
業
に
対
す
る
支
配
的
な
契
約
関
係
を
有
し
た
者
あ
る
い
は
民
間
業
者
と
の
共
同
事
業
者
的
立

場
に
立
つ
者
と
し
て
民
法
七
一
五
条
二
項
の
監
督
者
責
任
に
準
ず
る
不
法
行
為
責
任
が
生
ず
る
場
合
も
あ
り
得
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
東
京

高
判
平
一
一
了
一
一
・
三
O

(
平
成
一
一
年
(
ネ
)
第
五
一
二
三
一
一
一
号
謝
罪
等
請
求
控
訴
事
件
)
判
例
集
未
登
載
。
こ
の
判
決
の
入
手
に
つ
い
て

は
、
中
野
比
登
志
弁
護
士
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
謝
意
を
表
す
る
。

(
問
)
な
お
戦
後
補
償
裁
判
で
は
、
さ
ら
に
除
斥
期
間
を
定
め
た
民
法
七
二
四
条
後
段
に
よ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
損
害
賠
償
請
求
権
は
消
滅
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
中
国
大
陸
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
法
例
一
一
条
一
項
に
よ
り

不
法
行
為
地
法
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
、
日
本
法
上
の
除
斥
期
間
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
同
条
三
項
は
、
「
外
国
ニ
於
テ
発
生
シ
タ
ル
事

実
カ
日
本
ノ
法
律
ニ
依
リ
テ
不
法
ナ
ル
ト
キ
ト
難
モ
被
害
者
ハ
日
本
ノ
法
律
カ
認
メ
タ
ル
損
害
賠
償
其
他
ノ
処
分
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
請
求
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
「
損
害
賠
償
其
他
ノ
処
分
」
に
は
、
時
効
や
除
斥
期
間
の
問
題
は
含
ま
れ
な
い
。
奥
田
(
共
同
研
究
)
前

掲
注

(2)
一
五
人
頁
以
下
参
照
。
一
方
、
事
件
当
時
、
中
国
大
陸
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
中
華
民
国
法
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
に
よ
る

損
害
賠
償
請
求
権
は
、
不
法
行
為
の
時
か
ら
十
年
間
経
過
し
た
ら
消
滅
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
(
民
法
一
九
七
条
一
項
)
、
こ
の
規
定
は
消
滅
時
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説

効
を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
援
用
権
の
濫
用
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
。
鈴
木
賢
「
中
国
法
か
ら
み
た
戦
後
補
償
」
奥
回
H

川
島

ほ
か
・
前
掲
注

(
2
)
二
O
O
頁
以
下
参
照
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
民
法
七
二
四
条
後
段
に
つ
い
て
も
、
な
お
解
釈
の
余
地
が
あ
る
が
、
こ
の

点
は
、
専
門
家
の
手
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

論

追
記筆
者
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
中
国
戦
後
補
償
弁
護
団
の
依
頼
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
、
ま
た
証
言
を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、
二

0
0
0
年
二
一
月

を
も
っ
て
、
同
弁
護
団
と
の
関
係
を
解
消
し
た
。
そ
の
理
由
は
様
々
で
あ
る
が
、
今
か
ら
思
え
ば
、
南
京
判
決
に
対
す
る
筆
者
の
批
判
が
部
分
的
に
問

弁
護
団
の
主
張
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
が
伏
線
と
な
っ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
奥
田
(
サ
ヴ
ィ
ニ

l
・
こ
前
掲
注
(
日
)
二
四
五
頁
以
下
で
述
べ
た
よ
う
に
、
南
京
判
決
は
、
裁
判
官
の
個
人
的
な
歴
史
認
識
に
も

と
づ
き
、
法
律
論
に
入
る
前
に
、
請
求
棄
却
と
い
う
結
論
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
原
告
弁
護
団
の
主
張
に
お
い
て
も
、
弁
護
士
の
個
人
的
な
歴

史
認
識
な
い
し
政
治
的
な
信
条
を
請
求
の
根
拠
に
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
と
り
わ
け
事
件
の
背
景
を
説
明
す
る
た
め
と
は
い
え
、
戦
争
全
体
に
対
す

る
評
価
を
主
張
し
て
い
る
箇
所
は
、
請
求
全
体
が
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
(
国
際
法
と
国
内
法
の
混
同
と

い
う
点
で
両
者
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
二
の

3
お
よ
び
注
(
幻
)
の
と
お
り
で
あ
る
)
。
そ
の
意
味
で
、
南
京
判
決
が
歴
史
認
識
を
優
先
さ

せ
た
こ
と
の
責
任
の
半
分
は
、
原
告
弁
護
団
に
あ
り
、
残
り
の
半
分
は
、
か
よ
う
な
原
告
弁
護
団
の
主
張
に
引
き
ず
ら
れ
た
裁
判
所
の
責
任
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
弁
護
士
が
個
人
と
し
て
ど
の
よ
う
な
歴
史
認
識
を
持
つ
の
か
は
自
由
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
裁
判
所
に
提
出
す
る
準
備
書
面

な
ど
に
お
い
て
は
、
法
解
釈
論
に
専
念
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
本
来
は
法
的
な
主
張
を
お
こ
な
う
場
に
お
い
て
、
政
治
的
な
主
張
を
さ
れ
た
の

で
は
、
裁
判
所
と
し
て
も
、
政
治
的
な
主
張
を
も
っ
て
答
え
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
の
側
に
と
っ
て
も
不
幸
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

な
お
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
妥
協
す
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
慰
安
婦
弁
護
団
の
一
部
の
弁
護
士
か
ら
、
意
見
書
の
一
部
削
除
と
い
う
到
底

受
け
入
れ
が
た
い
要
求
を
さ
れ
た
こ
と
が
、
中
国
戦
後
補
償
弁
護
団
全
体
と
の
関
係
解
消
に
と
っ
て
、
決
定
的
な
理
由
と
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
弁
護

士
と
研
究
者
の
協
力
関
係
の
今
後
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
あ
え
て
明
記
し
て
お
く
。

北法52(1-70) 70 



Vol.52 No.1 (2001) The Hokkaido Law Review 

THE HOKKAIDO LA W REVIEW 

Vol. 52 No. 1 (2001) 

SUMMARY OF CONTENTS 

State Liability and Principle of Non-Retroactive 

Application of Law 

Yasuhiro OKUDA * 

The Second World War ended in 1945， while a chain of legal proceedings on 
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holocaust in Nank.ing， the experiments on human beings by Unit 731， the forced 

prostitution of Chinese， Korean and Philippine women (so-called "comfort women")， 

the forced labour of Chinese and Korean men， the ill treatment of England， American， 

Australian， New Zealand and Dutch prison巴rsofwar 
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With regard to the cases of the third type， the acts of the Japanese army during the 

Second World War may violate not only the law of nations but also domestic law of 

the relevant states目 Namely，the acts may constitute a to口 becausemurder， rape， 

abduction， confinement， assau¥t and so on all occurred. G巴nerallyspeaking， acts of war 

do not constitute torts und巴rdomestic law if the acts were justified by the law of 

warfare. This rule does not apply， however， regarding the acts of the Japanese aロny

that resulted in damag巴 andinjury to foreign civilians. Japanese law， how巴ver，had 

adopted a state immunity doctrine (Kokka Mutδseki no H，δri) at the time of the acts in 

question. According to this doctrine the Japanese government cannot be liable for acta 

jure imperii. Consequently， if Japanese law govems the acts of the Japanese army 

during the Second World War and the state immunity doctrine covers these acts， the 

rules of th巴CivilCode on tort liabilty are not applicable. This article is conceming a 

question as to wh巴therthe state immunity doctrine is applicable to these acts 

1n the case on Philippine comfort women， the Tokyo District Court answered 

affirmatively on October 9， 1998 stating follows. Paragraph 6 of the supplementary 

provisions of th巴 StateLiability Act of 1947 provides that the antecedent law shall 

apply to damag巴arisingfrom conduct committed before this Act came into force. At 

the time of the Second World War， during which the alleged offenses were committed， 

the state immunity doctrine was effective， so that with regard to acta jure imperii， th巴

Civil Code was not applicable and the Japanese govemment was not liabl巴 topay 

compensation. 1n other words， on the on巴hand，the administrative COll口dismissedthe 

actions for compensation against the government und巴rArticle 16 of the Administra 

tive Justic巴Actof 1890. On the other hand， the jlldicial COllrt denied civil liability of 

the government for acta jure imperii， but applied Article 715 of the Civil Code， under 

which the govemment was liable as employer of the public servant， to acta jure 

gestionis. The alleged offens巳saccompanied the acts of war of the Japanese army and 

should be characterized as acts connected with acta jure imperii or as acts of a highly 

public character. Therefore， the liability of the Japanese govemment to pay 

compensatlO日 forthe offenses shall be denied under the state immunity doctrine. The 

Court expressed a similar opinion in a decision of September 22， 1999 on the case of 

the holocaust in Nanking， the experiments on human beings by Unit 731， and th巴
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bombing of the non-military訂eaof a Chinese city. 

There are several points at issue concerning the applicablility of the state immunity 

doctrine to the case of the war victims. First， one may doubt that all the acts of the 

Japanes巴armyduring the Second World War were acta jure imperii. In a yet to be 

reported decision of November 30， 2000， the Court of Appeals of Tokyo held in the 

case of a Korean comfort woman as follows: From application mutatis mutandis of 

Article 715， paragraph 2 of the Civil Code， one may conclude that as manager of 

tortfeasors the Japanese government is liable for the unlawful acts of the employers of 

the comfort women and the Japanese soldiers， because the government was a party to 

the contracts with or a partner in business of the employers of the comfort women. The 

same rule may apply in the case of forced labour where the Japanese governm巴ntacted 

as a party in the contract with or a partner in business of the Japanese companies which 

confined the foreign civilians and forced them to work in Japan. 

Second， it is helpful to consider the pu叩oseand 0町民tiveof the state immunity 

doctrine. Boissonade， the French scholor who originally drafted the Japanese Civil 

Code， provided that public and private administrations w巴reliable for damges caused 

by their servants or employees. Specially， his draft recognized state Iiability for all acts 

of a public servant. However， th巴 wordingof his draft was altered by th巴 drafting

committee of the Parliament， so that th巴finalversion of the Civil Code of 1890 was 

silent about the state Iiability. According to the dominant doctrinal opinion and case 

law， these circumstances justify that with regard to acta jure imperii the Civil Code is 

not applicable and th巴Japanes巴governmentwas not liable to pay compensation until 

the enactment ofthe State LiabiIity Act of 1947. 

However， according to the preparatory work of the Parliam巴ntaryDrafting 

Committee， the memb巴rsdid not consider that th巳Japanesegovernmeht was not Iiable 

simply because the acts of the public servant were acta jure imperii. They thought that 

th巴peopleshould submit to th巴stateimmunity doctrine since the state was to protect 

the rights and prope口Yof the people by means of acta jure imperii. Thus the state 

immunity doctrine should be excluded when there was no such relationship between 

E
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the state and the pωple. As far as acta jure imperii is concemed， a public servant may 

act abroad only to the extent that a foreign state agrees beforehand or the law of nations 

authorizes it. This is true for the protection of ones own nationals and for the issuance 

of the visa to foreigners by the consuls. However， no such protective relationship arose 

between the Japanese army and the Chinese and Philippine victims. Simply the victims 

met th巴0仔'ensesof theむmyviolating出elaw of warfare. In this case， the application 

of the state immunity doctrine does not conform with its p日中oseand objective. Thus， 

th巴Japanesegovemment should be liable for compensation under the Civil Code. 

Third， one should consider the preparatory work of the Administrative Justice Act of 

1890. There were several drafts of the Act which provided variously for the subject 

matter jurisdiction of the administrative cou口. Some drafts provided that the 

adminstrative court had jurisdiction over compensation for acta jure gestionis， while 

others denied it or∞nferred it to the judicial court. With regard to acta jure imperii， 

some drafts did not provide for jurisdiction over compensation， while others denied it 

expressly. In any case， no draft recognized it expressly or conferred it to the judicial 

courts. The final version of the Act provided that the administrativeωurls should nol 

accept the actions for compensation. This rule should be considered to deny 

jurisdiction of the administrative court over compensation for all the acts of the 

government. Where the judicial court is concemed， the Court Constitution Act of 1890 

provided only that it had jurisdictio日over "civil maUers" and 冗riminalmatters". From 

these circumstances one may conclude that the Japanese legal system at that time 

denied jurisdiction over compensation for acta jure imperii not only to the 

administrative court but also to the judicial cou目， so that as a result the government 

was not Iiabl巴forcompensation. Namely， the state immunity doctrine was of the nature 

of a procedural rule 

After the Second World War the Administrative Justice Act and the administrative 

court were abolished under Article 76， paragraph 2 of the Constitution and paragraph 2 

of the supplementary provisions of the Court Act. Article 3， paragraph 1 of the Court 

Act provides that the judicial court has jurisdiction over all legal disputes， which 

includes， of course， actions for comp巴nsationfor acta jure imperii against the 
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government. As a result the state immunity doctrine should not apply to the actions 

instituted after the Second World War. It is true that paragraph 6 of the supplementary 

provisions of the State Liability Act provides for the principle of non-retroactive 

application of lex posterior， but this provision applies to substative rules and not to 

procedural rules. As a result， the judicial court has jurisdiction over the ongoing actions 

of the war vicitims under the existing Court Act and shall apply the Civil Cod巴tothe 

cases， because paragraph 6 of the supplementary provisions of the Stat巴LiabilityAct 

forbids retroactive application. 

Final¥y， even if the state immunity doctrine should be a substantive rule and 

applicable also to the case where the governm巴ntand foreign victims have no previous 

legal relations， there is a question as to whether the result of the application of the state 

immunity doctrine may be contrary to ordre public from the perspective of 

intertemporal law. The principle of non-retroactive application is based on the policy 

that w巴 shallrespect the legal relations already established between the parties. 

Nam巴ly，th巴 Japanesegovemment should expect that it will not be liable for 

compensation under the law in force at the time of the acts of its public servants， and 

the victims shall forsee that they may not c1aim compensation under the law. This 

policy is reasonable in most cases. 

However， this is not true for the cases of th巴wrongsof the Japanese army during the 

Second World War. On the one hand， the war victims continue to suffer the physical 

and psychological pain巴V巴nnow sixty years after the offences of the Japanes巴紅my.

On the other hand， the Japanese government has enacted laws that give remedies to 

Japanes巴ex-soldiersand families of deceased soldiers as well as victims of the atom 

bomb. This discriminatio日inremedies gives further pain to the foreign victims. Thus， 

it may b巴saidthat the wrongs of th巴Japanesegovernment are not only of the past but 

also the present. Furthermore， the acts of the Japanese army， such as the holocaust in 

Nanking， the experiments on human beings by Unit 731， the forced prostitution of 

Chinese， Korean and Philippin巴womenand the forced labour of Chinese and Korean 

men， were al¥ c1early violations of humanitarian law that the Japanese government 

ordered or did not try to prevent. Under all these circumstances the priciple of 
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non-retroactIve application of lex posterior should be exclud巴dexceptionally， so that 

the State Liability Act may apply to the cases of the war victims. 

With regard to more questions of conf1ict of laws in the cases of war victims， see 

Yasuhiro Okuda， "Law Applicable to Govemm巴ntalLiability for Damages to Foreign 

lndividuals during Second World War: Questions of Private lntemational Law in 

Ongoing Legal Proceedings before Japanese Courts"， in: Yearbook 01 Private 

lnternational Law， Vol.III， 2001 (forthcoming). 
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